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会 議 に 付 し た 

 

 

案 件 

議案第18号 令和５年度幸田町一般会計予算 

議案第20号 令和５年度幸田町国民健康保険特別会計予算 

議案第21号 令和５年度幸田町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第22号 令和５年度幸田町介護保険特別会計予算 

議案第23号 令和５年度幸田町農業集落排水事業特別会計予算 

議案第24号 令和５年度幸田町水道事業会計予算 

議案第25号 令和５年度幸田町下水道事業会計予算 
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委員長 皆さん、おはようございます。早朝より御審議、御苦労さまです。 

   ただいまの出席委員は14名であります。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

                              開会 午前 ９時００分 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ここで総務部長から発言の申出がありましたので、発言を許します。 

   総務部長。 

総務部長 委員長のお許しをいただきましたので、発言をさせていただきます。 

   昨日の予算特別委員会における要求資料につきまして、お手元に本日配付させていた

だきましたので、よろしくお願いいたします。 

   以上でございます。 

委員長 ここで１点連絡を申し上げます。 

   昨日、伊澤委員より要求がありました、旅費に関する資料提出について、取り下げる

旨の要望の申出がありましたので、提出は不要です。 

   以上です。 

   ただいまから、本委員会に付託された案件の審議を行います。 

   説明のため出席を求めた者は、前回と同様理事者42名であります。 

   第18号議案から第25号議案までの８件を一括議題といたします。 

   本会議で説明は終わっておりますので、これより質疑を行います。 

   質疑の方法は、常任委員会ごとに行います。最初に一般会計を行い、その後で特別会

計、公営企業会計の順に行います。 

   それでは、福祉産業建設常任委員会の所管に係る質疑を行います。 

   なお、質問に当たっては昨日同様、予算関係書類名とそこの何ページに該当するのか

を説明の上、質問をしてください。 

   まず、第18号議案 令和５年度幸田町一般会計予算の質疑を許します。 

   １番、田境君。 

１番田境 毅君 おはようございます。私のほうからは、大きくは５点ほど、議案説明会資

料の30事業の中からまた確認の意味を込めて質問させていただきます。 

   まず最初に、22ページにあります子育て応援家事サポート事業についてであります。 

   この事業につきましては一般財源60万5,000円の予算で利用者20人を想定したものと

なっております。中を見ていきますと、１人につき月４時間までという制限が今ありま

すが、まず、この制限についてどういう意図で、どういう根拠で出しているかを教えて

ください。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 今回新規にお願いさせていただいております子育て応援家事サポート事

業、こちらの利用限度時間、１人につき月４時間、これについての御質問でございます。 

   こちらにつきましては、新規事業ということで、まず、この事業を始めるきっかけと

なりましたのが、昨年末に職員の中堅職員の方が政策課題研修というのをやっておりま

して、その中でこの事業の提言がありまして、早速今年度から取り入れていこうという
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ものでございます。 

   併せて調べてみましたところ、この事業につきましては先進事例としまして、岡崎市、

隣接では蒲郡市さんのほうが実施しておるということで、そちらのほうも参考にさせて

いただいての現段階での企画案としての状況でございます。また、今後詳細のほうは詰

めていくことになるわけでございます。 

   この制限、月４時間までというところでございますけれども、こちらにつきましては

先ほど申し上げました先進事例の蒲郡市さん、岡崎さんの状況を見ますと、大体同様の

時間になるかと思いまして、こちらを参考にさせていただいたものでございます。 

委員長 １番、田境君。 

１番田境 毅君 ４時間の組み立てられたその経緯のところは分かりました。少し実務的な

ところ、実際にどう運用されるか、活用されるかって考えると、月４時間ですから、単

純に１週間に１時間という使い方が軸になるのかなというふうに勝手に予想してます。

それを２回に分ければ、１週の間に２回30分ずつ使われるということになるかと思いま

すが、内容については家の中で行う家事の支援のほかにも、買い物も行っていただける

ということになっていると思います。利用者からしたらとても助かることだと思ってい

ますので、そこはすごくいいことだと思っているものの、反面、例えば買い物をとると、

幸田町内でも地域間格差が実はあります。もうすぐ近くにスーパーがあると、想定はス

ーパーに食材を買いに行くという想定をしておるんですけど、スーパーがすぐ近くにあ

るときは往復でもそんなに時間はかからないですが、車に乗ってスーパーを往復すると

30分かかる地域も実はあるわけです。そうすると１回行くともう既に終了ということが

毎回繰り返されるとほかの家事ができない。そうすると、やっぱり住民に対して支援し

ていただきたい人からすると差が出ちゃうんじゃないかと、公平性に欠けるんじゃない

かということが生まれかねないのかなという心配がちょっとありまして、ここの部分を

どういうふうに対処していくかっていうのは、これから詳細を詰めるということですの

で考えていく必要があるのかなと思っています。事業自体はとってもいいことだと思い

ますので、より利便性の高い、住民に喜ばれるような使い方ができるような施策でお願

いしたいと思いますが、考えをお伺いします。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 ありがとうございます。家事支援内容についてでございますけれども、

委員のおっしゃるように、基本的に日常の家事というところで簡単にできるものという

ことでございます。その中でも今買い物につきまして、遠いところだとそれだけで時間

を費やしてしまうということでございます。 

   実際想定しております買い物につきまして、近隣でのスーパーでの食材、日用品等の

買い物というのを想定しておりまして、例えば市外へ行かれるとかというふうになりま

すと、もう確実に時間が過ぎてしまいますので、そういうのはちょっと対象外とさせて

いただきます。あくまで近隣スーパーでの食材や日用品の買い物ということでございま

すけれども、確かに場所によっては時間的なロスというのもあるわけでございますので、

またその辺につきましては地域的な利便性も考えながらどうしていくかを検討してまい

りたいと思います。ありがとうございます。 
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委員長 １番、田境君。 

１番田境 毅君 検討のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

   併せてもう一点ですが、今のお話の中で、近くのスーパーに当然行きたいわけですが、

地域を見ると、町内よりも町外のスーパーのほうが近い場所が複数あります。例えばド

ミー若松店、バロー福岡店、ウエルシアの西尾駒場店、イオン蒲郡店、こういったとこ

ろはもしかしたら幸田の町内のスーパーよりも早く行ける可能性のあるスーパーでして、

町から出るような運用もこれは可能という認識になるんでしょうか、町内だけじゃない

と駄目という認識なのでしょうか、そこだけ最後お願いします。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 あくまで先ほど申し上げた時間的な制限がございますので、その中でし

たら、別に町外でも近くであればそれはよろしいかと私は考えております。 

   以上です。 

委員長 １番、田境君。 

１番田境 毅君 子育て応援支援のほうは内容は分かりました。ぜひよい制度が運用できる

ようにお願いしたいと思います。 

   次に、２つ目ですが、28ページのところにあります帯状疱疹ワクチン予防接種事業に

ついてであります。 

   こちらのほうは、一般財源587万円で接種費用の一部を助成するというものになって

おります。この内容を見ると、書かれている中には２種類のワクチンが現在存在をして

いて、医師の判断によってその患者さんに対してどちらを打つかというのは判断がされ

るということになります。金額を見るとかなり違う金額になってます。実際帯状疱疹を

やられた方から、実は以前にちょっと話を聞いたことがありまして、実際に帯状疱疹に

なって物すごく痛くて、もう我慢し切れんくてすぐに病院でワクチンを打つとかいろい

ろ検討したんですけど、やってもらったら物すごい高かったと。こういった補助、帯状

疱疹のワクチンの補助ができないのかねっていうような声を実は聞いたことが昔ありま

して、いずれかこういったことができるといいなというのは私も思ってたところですが、

今回一部を助成するという観点からいくと、この１人に対する助成金額というのは結局

のところはこれはどういう運用されるというふうに認識をすればいいのか教えてくださ

い。 

委員長 健康課長。 

健康課長 委員御質問の帯状疱疹ワクチンの助成で予防接種事業の関係でございます。 

   帯状疱疹には２つのワクチンがございます。生ワクチン及び不活化ワクチンというこ

とでございます。 

   生ワクチンにつきましては予防効果としては８年から10年で効果がなくなってしまう

ということが言われております。不活化ワクチンにつきましては８年後でも84％の有効

率があるということです。 

   しかしながら、費用としては、極端なことを言うと倍以上の金額となっております。

生ワクチンのほうの接種費用が8,360円、このうちの5,000円を自己負担、助成額を

3,360円、こちらにつきましては１回の接種でございます。 
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   不活化ワクチンにつきましては１回ではなくて２回の接種になります。１回につきま

しては２万1,560円かかります。そのうちの自己負担額が１万1,500円、助成額が１万60

円、これを２回打ちますので、接種費用といたしましては４万3,120円が接種費用とな

ります。自己負担額は倍になりますので２万3,000円が個人負担となります。助成額と

しては２万120円でございます。 

   こちらにつきましては、岡崎市、岡崎市医師会と調整して助成していただく金額とさ

せていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 １番、田境君。 

１番田境 毅君 細かい数字のところをありがとうございました。感覚からすると、例えば

5,000円なら5,000円払えば帯状疱疹のワクチンが打てるという感覚が本当は望ましいの

かなっていうのが個人的なイメージでして、やっぱり金額差がどうしても今の話だと出

るということです。これは調整上、今岡崎医師会と話をした上でそういう結論に至って

るということですので、現状そういうことだと思いますが、いずれかはやっぱり要は帯

状疱疹ワクチンに対してはこの金額さえ払えば必ず面倒見てくれるっていうようなこと

が望ましい方向かなと思いますので、またそういったところはぜひ打合せの中でこれか

ら先を見据えてやっていただけたらなと思います。そういった思いでちょっと今回は質

問させてもらいました。はい、承知しました。 

   それから、３つ目です。 

   次は、30ページのところになります。 

   保健センター整備事業になります。こちらは一般財源で2,500万円かけて大規模改修

によって長寿命化を図るというものになっております。 

   今年度については、予定表でいきますと屋上防水工事、これを実施をし、令和６年度

は外壁内装改修と駐車場の整備が予定をされてます。あそこですと、もう本当に周辺の

道路からのアクセスですとか、雨にぬれないように中に入れるようにするのはどうなの

かだとか、いろいろと今、課題意識のあるところがあるのかなというのは認識をしてお

りまして、こういったところも見据えた改修なども、今後の計画としては、やはり利便

性ですとか、いろいろ安全性を考えますと必要になってくるんじゃないかということを

考えております。 

   一点、私から今日ちょっと確認をしたいのは、この先そういったところは当然基本的

な今までのスタイルとしてもやってきたわけですが、最近話の出ていますカーボンニュ

ートラル、こちらの対応をどういうふうにこの保健センターのほうに入れていくかとい

うところを少し確認をさせていただきたくて、ここのカーボンニュートラルに対する対

応をこれからどう考えていくか、現状で何か考えがあれば教えてください。 

委員長 健康課長。 

健康課長 まず、お答えの前に先ほどの帯状疱疹の関係で一つだけ情報提供させていただき

ます。 

   愛知県内、帯状疱疹ワクチンを助成しているところがあるんですけど、委員が言われ

たのをやっておるのが名古屋市だけでございます。あとほか刈谷市、蒲郡市、大府市、

豊山市、飛島村、稲沢市等はやはり助成額を決めていると、自己負担額が決まっている
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わけではなくて助成額を決めてということになっておりますので、情報提供だけさせて

いただきます。 

   御質問の保健センターの改修でございます。 

   当センターは昭和60年４月に開所して以来、38年経とうとしております。ほとんど大

きな改修をやってございません。ひび割れだとかタイルのはがれ、一部今年度タイルの

ひび割れを直したところもあります。それから、今年度、外壁の調査もやっていただい

たところ、外壁と屋上の調査をやっていただいたところ、一番屋上がひどいということ

で、来年度予算をいただきまして、まずは屋上、雨漏りがしないようにということで計

画させていただいております。 

   内訳につきましては、そこに記載がございますように、屋上防水を2,200万円ほどか

けてやろうと考えております。 

   委員言われたカーボンニュートラルの取入れでございます。 

   先ほど申し上げたとおり、38年たっておりますが、実はセンター、ＬＥＤ化は一切し

てございませんので、まずはそういったところから着手していきたいなということを考

えております。 

  なお、保健センターには太陽光のパネルはもう既に小さいですけど10キロワットで平成

22年に設置してございますので、そちらの天井というんですか、屋上の余白地というん

ですか、余剰地、こういったところにも設置ができないか、そういったことも考えなが

らＬＥＤ化と併せて検討してまいりたいと、こういうふうに現在思っておるところでご

ざいます。 

委員長 １番、田境君。 

１番田境 毅君 現状は分かりました。まずはＬＥＤ化ということですので、ぜひ管轄から

いくと環境課がこれから計画をつくる中ではきっと吸い上がってくる案件、課題だと思

いますので、またそこは連携をしっかりしていただきながら、まずは課題をしっかり現

状把握で吸い上げていただくということでお願いをしたいと思います。 

   それからあと太陽光のほうにつきましても、もう既に10キロワットがのっているわけ

ですが、またこれからやっぱり効率ですとか必要なもの、昨日ちょっと質問でも再エネ

100％の話を出しましたが、これから公共施設をそういった部分でいくと再エネをどう

するのかというのも計画に多分絡んでくると思いますので、こういった手を入れなけれ

ばならないタイミングでそういったところ遅れることなく進めるべきだと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

   それでは、４つ目の質問になります。 

   その次の31ページになります。 

   省エネ家電購入費補助事業であります。 

   こちらは一般財源500万円で省エネ基準達成率100％以上の家電を対象に、購入費の２

分の１、これは上限５万円ということですが、補助をするというものになっています。 

   この上限額に達するまで複数申請できるというふうに理解をまずすればよいでしょう

か、まずそこだけ確認をします。 

委員長 環境課長。 
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環境課長 御質問いただきました省エネ家電購入費の補助でございますけども、本件につき

ましては、広く町民の皆さんに省エネの意識、それから、カーボンニュートラルの考え

方を浸透させる、浸透していただきたいというところもありまして、基本的には、今回

につきましては１世帯１台という広く皆さんに申請をしていただけるような、この補助

を受けていただけるような形にさせていただきたいというふうに考えております。 

委員長 １番、田境君。 

１番田境 毅君 今回はもう１世帯につき１台ということですので、できる限り申請するん

であれば上限額の５万円に達するような家電を選択してもらえるのが利用者からすると

一番おいしいところかなと思いました。これはあと広くやはりこういった制度ですとか、

取組を知ってもらうという面でいくと、やっぱり広く浅く多くの人に使ってもらうのは

必要なことだと思いますので、まずは第一弾としてはこういったことでやっていただけ

るのがいいんだろうなというふうに私も理解をしたところであります。 

  それから、まず、この制約にありました100％以上という省エネ基準の達成率の部分な

んですが、これ実はホームページですとか調べますと、家電の品目によって実は基準年

度がまちまちでして、いろんなものが実は一覧表でホームページに載ってます。これを

購入するときに100％を達成していますというのはそのラベルが貼られるそうなので、

そのラベルを見て判断することになると思うんですが、型落ちの製品ですとか、要はラ

ベルが貼り替えられないですとか、買ったはいいんだけど、実際に調べてみるとこの製

品はもう既に100％の基準が新しくなってしまって99％のものですとなると申請ができ

なくなるということがトラブルとして出るのかなと思いまして、こういったところとい

うのはメーカーの量販店との連携ですとか、何か線引きをする、判定をするようなとこ

ろをしっかりやらないといけなくなると思うんですけど、こういったところの考え方を

ちょっと教えてください。 

委員長 環境課長。 

環境課長 省エネ達成率、省エネ基準達成率100％のものの定義といいますか、規定ですけ

ども、基本的には対象目標年度、ごめんなさい、エアコンですと対象目標年度が2027年

度、2010年度のものがございます。これにつきましては2010年度のものでも可、対象と

するというふうに考えております。 

   それから、冷蔵庫につきましては、対象目標年度が2021年のもの、現在ではそのもの

しかないので、基本的にはその2021年度の基準年度で100％という表示がしてあるもの

を対象としております。 

   また、量販店始め、町内の販売店様にはこちらから足を運びまして、こういうことや

りますのでよろしくお願いしますということで事業内容を説明して始めさせていただき

たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 １番、田境君。 

１番田境 毅君 分かりました。購入の仕方について少し確認をさせてください。今回量販

店で購入をする前提だと思います。ただ世の中には今ＣｔｏＣの買い方がありまして、

私もよく使いますが、メルカリですとか、ジモティーですとか、ヤフーオークションと

か、いろんなＣｔｏＣのツールがあって、そこで実は新品が売られてるんです。そうい
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ったものを買われる方ももしかしたら、金額的なところを見ると安いから買うっていう

方もいらっしゃるかなと思うんですが、そういったところの線引きっていうのはどう考

えられてるか教えてください。 

委員長 環境課長。 

環境課長 インターネット等の販売での場合はどうかということですけども、基本的には町

内の販売店で買ったものというふうにさせていただきたいと思います 

  基本的には、入り口が環境の方面の対策といいますか、で広めていきますけども、出口

としては経済対策という面ももたせると考えておりますので、基本的には町内で買って

いただくものというふうに限定させていただきます。よろしくお願いします。 

委員長 １番、田境君。 

１番田境 毅君 私もぜひ町内で購入をしていただけるようにやっぱりＰＲをするべきかな

と思ってますので、ぜひそういったところでＰＲをお願いしたいと思います。 

   それから、最後になります。５つ目です。 

   次の32ページにあります、ゼロカーボンシティ推進事業であります。 

   こちらのほうは一般財源250万円で、各種取組の情報収集と基礎調査を行うというも

のになっております。本町は現在若い世帯が増えて子どもが増加をしており、財政力も

安定した活気ある町っていうふうに県内外から見られていると認識をしています。目標

値は今回も46％削減ということであります。先日も新聞に46％削減ということが載って

おりました。調査においては本町で取り組むべき課題、こういったものをやっぱり抜け

なく、しっかりと現状把握をしていく上でも調査をしていくべきだろうと思いますし、

吸い上げたものを全て積み上げたときに、どこまで本当は低減できるかの実力値の部分

も46にこだわらずにまず見るべきではないかと思います。 

   例えば、積み上げると80％ぐらいまでのアイテムがあるのであれば、しっかり最初に

それを把握した上で、どういう順番でまず46％を達成させるか、そういったこともやっ

ぱり考えていくべきだろうなというふうに考えておりますので、やっぱり現状把握がす

ごい大事になってくるんだろうと思っています。これからそういった計画を立てられる

ということだと認識をしておりますので、ぜひこの優先順位を基に積み上げを行って、

見られる方から見ると積極的な計画を幸田町が策定したというふうに映るようにしてい

ただきたいと思うんですが、こういったところの考え方について教えてください。 

委員長 環境課長。 

環境課長 委員おっしゃるとおり、この調査につきましては今年度、御案内のとおり、第２

次環境基本計画及び地球温暖化対策実行計画、区域政策編でありますけども策定し、

2050年のゼロカーボンシティの実現に向けた取組を進めていくこととしております。 

   その中で脱炭素先行地域、国の事業でありますけども、それの取組団体ですとか、本

町の地域特性、課題などの分析、それから再生可能エネルギーのポテンシャル調査、い

わゆる潜在能力、将来性ですとかを客観的に調査をしながら、そういった私ども地域の

課題というものを抽出、分析していきたいというふうに考えております。いわゆる地域

の課題というものはなかなか私ども分かっておるようで分かっていないといいますか、

あとそれから一緒にやっていただける事業者の皆さんですとか、各種団体の方のそうい
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った調整ですとか、そういうところまで手をつけられたらいいなというふうにイメージ

を持っておりますけども、まずは取組の足がかりといいますか、第一歩をこの調査をも

って、専門的な見方を持って進めさせていただくというところであります。よろしくお

願いします。 

委員長 １番、田境君。 

１番田境 毅君 ありがとうございます。考え方はよく分かりましたし、やっぱり旗振りは

当然環境課になるんですけど、当然対応していくところは全て、全庁内全ての部署が当

然関係してくると思いますし、先ほど出されました事業者だとか、団体だとか、あるい

は外部の方との連携も当然必要になってきます。なので場を持ちながらこれで進められ

ていくということを聞いておりますので、ぜひそういったところの連携をしっかりして

いただきつつ、やっぱりできればという話がありましたが、パワーのところがどうリソ

ースを割くかっていうのが実際出てくると思いますので、体制整備も含めて、ぜひ全庁

でうまく回るように進めていただきたいと思います。よろしくお願いをし、質問を終わ

ります。ありがとうございます。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ３番、都築君。 

３番都築幸夫君 それでは、質問させていただきます。私は３点質問させていただきます。 

   まず初めですけども、私先日の一般質問で、大河ドラマ、どうする家康の活用につい

て質問させていただきました。環境経済部長から、来年度は積極的に進めていくという

答弁をされてました。予算書を見ますと、そういった名目のものがございませんが、予

算は取られているんでしょうか、お伺いいたします。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 大河ドラマの活用についてということでございます。 

   この大河ドラマは、御存じのとおり、今年の１月から放送がされて、順次放送されて

いるわけでございます。放送の中でこちらも御存じかと思いますが、幸田町にゆかりの

ある人物が何名か登場しているといったところでございます。さきの一般質問において

も、環境経済部長のほうから、来年度に向けて積極的に動いていきたいといったような

旨の答弁をさせていただいたところでございます。 

   この予算につきましては、この取組をするに当たって、当然ですけどもオール幸田町

としての取組をしていきたいというこういった思いからいろいろ検討も重ねまして、結

果的には幸田町観光協会が主導的な立場で取組を進めるということが最も効果的で結果

も出やすいんではないかという判断をいたしまして、予算的には、観光事業でございま

す、幸田町観光協会への補助金といたしまして、ここが674万6,000円でございますが、

この中で通常の彦佐まつり等にかかる補助金とは別に、この大河ドラマの活用費用とい

たしまして、観光誘客事業のための費用ということで400万円を計上させていただいて

いるところでございます。 

委員長 ３番、都築君。 

３番都築幸夫君 ありがとうございます。観光事業の観光協会補助金676万円のうちの400万

円ですか、これをこの活用に、どうする家康の活用に充てるということであります。こ
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の400万円、具体的にどのように使われるのかお伺いしたいと思います。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 幸田町観光協会が主導的な立場になって行政を始め、商工会など関係団体

と連携しながらいろいろ進めていかないといけないかなというふうには思っております

けども、具体的には、既に今幸田町観光協会といたしまして、徳川家康と幸田町と銘打

って史跡マップの作成や、それから、紹介動画を作成して公開するなど、取組をしてい

る状況ではありますけども、今後に向けてはそういった家康にゆかりのある史跡等を巡

るスタンプラリーだとか、そこから発展をして宿泊施設や旅行会社等とも連携もいたし

まして、町内史跡巡りツアーなども企画、検討できたらいいなというふうに思っており

ます。 

   また、グルメ関係といたしまして、商工会とも連携しながら、例えば家康グルメの開

発をして町内の飲食店で提供していくことだとか、道の駅を始めとした町内の各店舗で

販売できるような新たなお土産品の開発、こんなことにも取組をしていきたいなと考え

ております。 

   さらには、ちょっとハードルが高いわけでありますけども、ドラマ出演者によるトー

クイベント的なものですね、こういったことも幸田町において実施できないかといった

ことも考えておりますが、こちらにつきましては、実は要望としましてもう既に関係機

関にもお話をしているところでありますが、感触としてはなかなかといったところでご

ざいます。 

委員長 ３番、都築君。 

３番都築幸夫君 ありがとうございます。よく分かりました。いろいろと企画をされている

ようでありまして、私も一般質問でお願いというか、要望をしました、提案しました彦

佐まつりなんかを活用して、ぜひ商工会とタイアップして、ぜひそういったことがいい

かなと、非常に宣伝なるかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   どうする家康効果の活用ですけども、今が旬といいますか、今でないとなかなか効果

がないということで、来年度はなかなか効果が見込めないと思いますので、効果の大き

い、見込める今、どうする家康効果の活用を積極的に進めていただいて、幸田町をＰＲ

していただき、そして地域振興が進むようによろしくお願いしたいと思います。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 ありがとうございます。この活用につきましては本当に今旬なところであ

ります。ただ、情報がなかなかないといったところもありますので、そこは反面楽しみ

といったところもございますが、今委員おっしゃっていたように、タイミングを逸せず、

幸田町をどんどんＰＲできるような取組、それから、もう一つは町民の方々が参加でき

るような取組、こんなことも考えていきたいなというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

委員長 ３番、都築君。 

３番都築幸夫君 よろしくお願いいたします。 

   それでは、次の質問でありますけども、新規事業ですね、これも環境経済部に関わる、

関係するテーマでございまして、道の駅倉庫兼会議室建築工事3,000万円というのがご
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ざいます。これは当初予算概要24ページにございます。 

   ちょっと道の駅ということで今いろいろ注目されてるところということで、ちょっと

気になりましたので質問させていただきます。 

   この事業の内容ですけども、どのようなものか、どのようなものを建てるのか、お伺

いしたいと思います。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 道の駅の倉庫兼会議室建築工事に係るといったことでございます。 

   まずは、この場所でございますが、道の駅筆柿の里・幸田において、バックヤードの

一部であるんですけども、敷地の北西の角、関係者駐車場の一角になりますけども、北

西の角に倉庫と会議室を兼ねた鉄骨２階建ての建物を建築するといったものでございま

す。 

   この具体的な内容でございますが、この倉庫、商品や資材等を収納できる倉庫と、そ

れから、会議室、役員会等を行う会議室ですけども、こういった必要性については、以

前より現場から要望も出ていたところでございますが、これまでも事業費だとか、位置

の関係だとか、そういったことでなかなか実現できなかったところであります。 

   ここにきて、役員やスタッフの増加に伴う事務スペースや休憩、スタッフの休憩する

ためのスタッフルーム、さらには女性従業員の更衣室の確保、こういったものがなかな

か難しくなったということ、それから、プラス倉庫といういう意味では、在庫品の収納

スペースが慢性的な不足をしていると、こんなようなことから、これまでも何とかやり

くりをしておっていただいたものでございますが、実は令和５年度につきましては、指

定管理者の更新の年度となってございます。そういったきっかけもあって、魅力ある施

設にしていくために、従業員にとっても働きやすい職場にするだとか、施設としても機

能を充実させるといったことも求められるという中で、今年度、令和４年度に改めて指

定管理者のほうから設置の要望が出たといったところでございます。 

   したがいまして、こちらにつきまして、この会議室と倉庫、こちらを建設をしていく

といったところでございます。 

委員長 ３番、都築君。 

３番都築幸夫君 よく分かりました。だんだん手狭になってきたということで、倉庫、そし

て会議室ということが必要になってきたということであります。 

   今説明があったんですが、場所が、これは北東の角ということで、ここは非常に、23

号からの道路から車が走ってまいりますと、非常に見やすい位置であります。そういっ

たところを建てられるということで、私幸田駅前の自転車置場のところに幸せのまちと

幸田というペイントがございますけども、あれは大変幸田の宣伝に、イメージアップに

大変いいなと私は思ってるんですが、この道の駅にも、ちょうど非常に車から見やすい

その位置にこういった宣伝の看板といいますか、こういったものを建てられると非常に

道の駅の集客というか、そういった面での効果があるんじゃないかというんですが、あ

るいはペイントか、あるいはインパクトのあるモニュメント、私この前、話がちょっと

この関係の余談になるかもしれないけど、テレビを見ておりましたら、能登半島の道の

駅で、イカの駅のつくモールとかいって非常に巨大なモニュメントを道の駅で立てられ
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て、そういうのをつくられて非常に話題になっておりましたが、こういったような、道

の駅にこういったものでも非常に効果があるんじゃないかと思うんですけど、こういっ

たもので建物への宣伝効果を使ったらどうかと思うんですが、いかがでしょうか、その

辺のところは。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 すみません、ちょっと一点訂正をさせてください。 

   先ほどのこの工事の内容の説明の中でですね、ちょっと場所を、私、敷地の中の北東

の角と申し上げたかもしれませんが、北西の、西側ですね、須美寄りになります。すみ

ません、訂正をさせていただきます。 

   今おっしゃっていただいた、少し目立つ施設にしたらどうだといったようなことでご

ざいます。この当該道の駅につきましては、上り線、豊橋方面に向かっていきますと、

現道の23号を跨道橋で超える辺りから向かって右側に見えてきます。今回の建物が完成

すれば、位置的には、まず最初に目に入ってくるような建物になってくるのかなという

ふうに思っております。したがいまして、この道の駅、この建物、新しい建物ですけど

も、道の駅のただの施設の一つだよとするのは少しもったいないというところも当然ご

ざいますので、例えば今委員もちょっと例を出しておっしゃっていただきましたけども、

建物の道路側の壁面を利用して、何かインパクトあるようなものを書いたりするだとか、

そういったものをしてバイパス利用者に対して何かアピールするような工夫をこちらに

ついても今併せて指定管理者とも考えている状況でございます。 

委員長 ３番、都築君。 

３番都築幸夫君 分かりました。建物をうまく活用されて、魅力ある道の駅になるように運

営していただきたいなというふうにお願いいたします。 

   それでは、もう一つの質問です。 

   当初予算概要の28ページの土木費、住宅管理一般事業で、危険空き家解体促進費補助

金90万円という項目がございます。先日の一般質問でも廣野議員からいろいろございま

したけども、今回この内容についてはなかったような気がいたします。この事業の内容

についてお伺いしたいと思います。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 委員言われます28ページの新規の危険空き家解体促進費補助金の件かと思い

ます。 

   この事業の、事業といいましょうか、補助金の内容であります。この危険空き家解体

促進費補助金は老朽化した危険な空き家、これは１年以上を使用していない空き家の解

体工事が対象となるものでありまして、補助額は補助対象に要する経費の５分の４以内

としまして、上限を30万円としております。現在本年の４月１日施行に向けまして、要

綱制定に事務を進めているところであります。 

   少し余談となってしまうんですが、同じような補助金で、その１行上にあるかと思う

んですけど、民間木造住宅除去費補助金というのがあるかと思うんですが、こちらは現

に居住しており、町の無料耐震診断で危険と判断された建物で、こちらも上限30万円に

なるんですが、その補助する、それを補助する内容となっております。つまり、今まで
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は居住していないと補助が受けられなかった建物が、今回の要綱制定によりまして、い

わゆる人が住んでいない空き家が対象となりますので、危険空き家の解体促進につなが

るものとなっております。 

委員長 ３番、都築君。 

３番都築幸夫君 分かりました。この30万円ということですが、この事業をどう進めていく

のか、そういった考えがあったら説明していただきたいと思います。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 この補助金、どのように活用するのかなという質問かと思われます。 

   空き家の所有者の本人さんというのは、実は空き家に対して実際はどうしてよいか分

からないという現状があるわけであります。つまり本町の空き家に関する今回の新規の

事業もそうなんですが、情報が町民によく届いていないということが問題と考えられて

おります。まずはどのように周知をしていくかから始めていかなくてはいけないかなと

いうふうに思うわけであります。 

   幸田町の空き家対策も令和５年度から新たな空き家等対策計画アクションプランの期

間が始まるわけであります。現在幸田町空き家等対策協議会におきまして、前回の計画

のスライドでは意味がないのでというふうにも御指摘を受けております。現在最終段階

の見直しを行っておりますが、様々な議論の中で実効性のある仕組みが構築できるよう

に努めてまいりたいと思っております。 

委員長 ここで、途中ではありますが、10分間の休憩といたします。 

                             休憩  午前 ９時４７分 

                             再開  午前 ９時５７分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   ３番、都築君。 

３番都築幸夫君 先ほどの続きからやりたいと思います。 

   先ほどの答弁では１件当たり30万円ということで、３件90万円ですか、家を解体しよ

うとすると、通常です数百万円ぐらいかかってしまいますので、大体30万円ということ、

なかなか危険な空き家解消にはなかなか難しい面があるかなと思います。こういった空

き家解消のために、私ちょっと調べてみましたら、特定空家制度というのがあるわけで

すけども、これは適用されると、固定資産税の軽減、家が建つと６分の１に固定資産税

が軽減されるという、そういうのがなくなるということで、税金を高くして空き家を解

消するという制度でございますけども、この特定空家っていうようなちょっと私も詳し

くは確認しておりませんけども、恐らくハードルが非常に高いのではないかと思います。

2021年にこういったこともあって、神戸市では特定空家じゃなくても全ての空き家に固

定資産資産税の軽減措置を撤廃するという制度を実施されているそうでございます。そ

うするとかなり税金が高くなるという、平均的な宅地の４倍に増えるということが記述

されておったわけですけども、幸田町のこういった制度導入を検討されたらどうなので

しょうか、その辺についてちょっとお伺いしたいと思います。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 委員の言われます関係は固定資産税の特定空家の優遇措置がなくなる件かな
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というところも思うわけであります。 

   その前に、先ほど30万円、ちょっと少ないかなというところでありますが、全額を出

していくというイメージではなくて、危険空き家の解体の一助となればというところで

30万円というふうにさせていただいております。一度これで進めてみたいなというふう

に思いますので、御理解いただければと思います。 

   あと先ほど言いました、神戸市が2021年に優遇措置、特定空家でななくとも優遇措置

を外すという試みを行ったというのは私も記事で見たわけでありますが、この試みが政

府を動かしまして、管理状態の悪い空き家を減らすために、空家等対策措置法を、通称

空家法なんですが、こちらの改正を閣議決定をしたのかなというふうに思っております。 

   2015年の５月26日の法施行時は、倒壊などの危険があり、周囲に悪影響を及ぼす特定

空家の対策に軸足を置いていたわけでありますが、今回の改正は、その前段階での手当

を強化するものと考えられます。政府の税制優遇措置を見直すことで空き家の状態悪化

を未然に防ぐものと思われております。 

   住宅用地の固定資産税というのは、特定空家でなければ面積に応じて大体６分の１か

ら３分の１に程度に軽減されるわけでありますが、この改正案では、放置すれば特定空

家になるおそれのある管理不全の空き家も優遇対象から除外するというふうにされてお

ります。 

   この法改正によりまして、幸田町も含めまして、各自治体も税条例等の改正に進むも

のと思われます。このように本町も危険な空き家防止に向けましてしっかりと進めてい

きたいというふうに考えております。 

委員長 ３番、都築君。 

３番都築幸夫君 分かりました。神戸市と同じような全ての空き家にこういった軽減措置を

撤廃するということを内閣府で決定されるということで、近々、展開されるというふう

に理解しましたが、私の近所でも空き家がぽつぽつとあります。そして、危険な空き家

もあります。この前の廣野委員の一般質問によると、確か幸田町の１割ぐらいですか、

1,000戸以上、確か空き家があると思いますという話がありましたけども、今回幸田町

での危険空き家解体促進補助制度ですか、こういった導入で県の空き家が減るように期

待したいと思います。 

   そしてまた、近々さらに法改正による危険空き家が特定空家じゃなくて、空き家に全

て適用されるような、そういったことが制定されるということでありますので、こうい

ったことにも期待したいと思います。 

   以上で終わります。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長  ありがとうございます。最後に、委員言われました空き家の関係、どのぐ

らいかというところでありますので、少し触れさせてもらいます。 

   平成30年の住宅土地統計調査によりますと、本町、住宅総数というのが約１万5,000

ぐらいあるというところであります。このうちの空き家というのが大体1,020ぐらいと

いうふうに言われております。空き家の数が平成20年の調査から25年にかけまして250

戸増加したわけでありますが、平成30年にかけては逆に140ぐらい下がっておるという
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ところであります。この統計調査では空き家の定義に、世帯が長期にわたって不在の住

宅や建替えのために取り壊すこととなっている住宅を含んでいるから、このような建物

の増減がしてあるのかなというふうに思うわけであります。平成30年の現在の幸田町の

空き家率というのが6.8％、近隣の岡崎市が8.6、それから西尾市が12.5、それから蒲郡

市が13.6％でありますので、近隣に比べるとまだまだ低いわけではありますが、将来的

に空き家件数が増加するということも考えられます。今のうちに対策を進めていくこと

が必要であると考えますので、鋭意努力してまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

委員長 他にございませんか。 

   ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君 それでは、24ページの道の駅の件、今都築委員も質問されましたけども、

私のほうはちょっと見方を変えて確認させてもらいたいと思います。 

   裏に、北西のところに倉庫と会議室をつくるということで、今あるお店の中の奥にそ

ういったちょっとした事務所的なところがあると思うんですけども、そこは手をつけな

いんですか、その事務所みたいなところも先ほど更衣室云々の話も出ましたので、それ

は移動するのかどうか確認いたします。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 道の駅現在の状況でございます。 

   当初から変わってないわけでありますけども、売り場がありまして、そのバックヤー

ド的なところに事務室、それから若干在庫品を置けるようなスペース等もございます。

そこも今使ってございますが、もちろん手狭になっている状況であります。それから休

憩スペースだとか、それから更衣室などは道の駅の施設と、それからバイパスの道路の

間にちょっとしたコンテナ等を置いてやりくりをしてもらってる状況であります。 

   したがって、この工事で今回実施させていただくのは倉庫兼会議室をそこにつくると

いうことでございますので、当然今ある施設の中から、例えば分かりやすく言うと、在

庫品なんかはそちらに動いていくということがあると思いますけども、そういったこと

で空いたスペースをまたいわゆるスタッフ用のスペースとして活用していくという形に

なると思います。 

委員長 ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君 私は別な提案したいんですけども、売店のスペースが非常に人がすりかわ

るのもえらい状態、やっぱり多くの方が来てもらうならやっぱりちょっとゆったりとし

た売店のスペースが必要じゃないかなと思います。そういった意味で、せっかくそうい

う場所を移動するのであれば、そのバックヤードになってる壁一つ隔てたところにそう

いう場所があるんで、それを少し移動して、売り場の中のスペースを工夫するともっと

来客された方が買い物がしやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、そう

いったことも多少予算を上げても、やはりその辺のお店の使い勝手をよくするというの

が僕は大事だと思うんですけども、その辺はいかがなのでしょうか。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長  御提案ありがとうございます。今回の工事におきまして、先ほど申し上
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げたお店の中、中は今回少し触ったりだとか、広げたりとかの予定は入ってございませ

ん。ちょっと繰り返しなりますけども、在庫の整理がすごくしやすくなるだとか、それ

から売れ行きの商品を少しでもたくさんちょっと仕入れができるだとか、そういったこ

とがあることによって、従業員が、スタッフさんの従業員側のこの動きの動線だとか、

効率だとか、そういったものが上がることになると思います。したがって、そういった

ものがゆくゆくは当然ですけども、利用者の方のサービスにつながればというふうに思

っておりますけども、物理的に今回の工事の中で、今の地域振興施設でございますけど

も、の中が少し変わってくるのは今のところ予定は、すみません、してございません。 

委員長 ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君  スタッフの方が使いやすくする、働きやすくするってことも大事だと思

います。あくまでもこれも客商売ですので、お客さんが来てくれるのが大事だというふ

うに私は思いますので、その辺のお客さんの動きやすさ、買い物のしやすさというのも

考えたデザイン、工夫をお願いしたいと思います。 

   次に移りまして、28ページ、当初予算概要の28ページの幸田中央公園工事、説明会資

料の38ページにありますけども、いろいろずっと工事が続いてるわけで、トラックのほ

う、ウレタンで舗装されたところを歩きましたけども、やはりアスファルトと違って歩

きやすいし、非常にいいなと。朝行きますと、皆さん、年配の方が見えて、喜んでみえ

るというのは確認しております。 

   そういった意味で、順次改修されるのは非常にいいことだなと思うんですが、一つ、

カフェの話がずっとこれで３年あるわけですけども、この辺の、今年の応募状況、募集

しておるというふうに聞いておるんですが、応募状況はどうなのでしょうか、お聞きい

たします。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 先ほどの道の駅の件であります。 

   いわゆる売り場といたしましては、地域振興施設、それから産直施設もございます。

それから、もっと広く言うと外に小さな店舗もございますので、今回の工事をきっかけ

に相乗効果としていいふうに回って、お客様が来ていただきやすいような売り場になる

ことを目指して、指定管理者と一緒にやってまいりたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 稲吉委員からの質問で、今回行った中央公園のカフェの設置管理の募集につ

いてはどうなったのかという質問かというふうに思います。 

   結論から申しますと、応募者はなかったという状況であります。せっかくの機会です

ので、少し令和４年度の公募の経緯等をお話しさせていただきたいというふうに思いま

す。 

   令和４年の12月12日に募集要項の公表をしております。そこで、募集前の令和４年の

10月26日に、幸田町の商工会、理事会におきまして、カフェ設置管理事業者募集の説明

及び周知を行ってきております。後日、商工会の副会長さんとほか２名の方、３名の方

がグループでこちらに来まして、一応反応があったというところでこちらに見えたわけ
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でありますが、その中で、例えば箱物、建物ですね、建物は幸田町で作成して、その後

リース形式などで事務所賃貸とか、考えられないですかという相談があったというとこ

ろであります。答えとしましては、現在は箱物の建設まではちょっと考えていないとい

うところで、あくまでも出店者負担でお願いしたいということで回答させてもらってお

ります。 

   あと事務所でありますが、これはそもそも公園の便益施設にはならないというところ

で、今回の募集要件とは少し違っておるというところで回答をさせていただいておると

いうところであります。 

   その後、先ほど言いました12月12日に募集要項の公表をいたしまして、令和５年の１

月13日まで質問書の受付をさせていただきました。結果としては質問者もなかったとい

う状況であります。 

   募集期間のほうは令和５年の３月３日まで行いました。先ほど申したとおり、募集者

はなかったという状況であります。 

委員長 ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君 ３年かけて、募集をかけてもなかなかなかったということで、そういった

意味では、あそこのスペースは非常にいい場所ですので、また、今後いろんな形、カフ

ェにこだわらず、やっぱり再度白紙の状態から今、来年度も4,900万円ですか、5,000万

円近い投資をして整備していくわけですので、それにふさわしい、何か改めて考える必

要があると思いますが、その辺の、即の構想というのはないかと思うんですけども、そ

ういった面を含めて考え直していく気持ちがあるのか、予定があるのか、お聞きいたし

ます。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 委員言われますことで、今回も応募がなかったというところで、今後どうさ

れるのかというところかなというふうに思うわけでありますが、このおしゃれカフェ誘

致を掲げた２年、３年前と現在とでは中央公園も大分魅力的、先ほど言われましたとお

り、ゴムチップ舗装等を行いまして、たくさん来場者、来園者も来ておるところであり

ます。そんな中で、魅力的な施設へと変わってきているというふうに思っております。 

   また、新型コロナのほうも、この５月８日に第２類から第５類に移行するというふう

に今聞いておるところであります。そうしますと、人の動きというのも今以上に出てく

るのかなというふうに思うわけであります。そうしますと、出店者のお考えというのも

今までとは少し変わってくるのかなというふうに思うわけであります。当然役場内部で

の検討というのは必要というふうに思うわけでありますが、もう一度中央公園の魅力と

いうのを前面に出して、最終といいましょうか、再チャレンジ、最終チャレンジをもう

一度だけさせていただきたいというふうに思っております。 

委員長 ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君 いずれにしましても、やはり皆さんに喜んでもらえる、町民が喜んでもら

える公園になってほしいと思いますので、その辺のところをまたゼロからの考えでいい

と思います、そういった面で白紙の状態からどんなものを求められているのか、皆さん

が楽しんで寄ってくれる公園になってほしいと思いますので、整備の一環としてそこも
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もう一度考え直してほしいと思います。 

   それでは、次に移ります。 

   次は、説明会資料の35ページですか、土地区画整理事業、これは荻谷地区の区画整理

事業だというふうになっとるわけですけども、現実これから準備して、組合を立ち上げ

ていうことでありますけれども、新年度になってしまいますと、それぞれのこの役員さ

ん等が変わってしまいます。そういった意味で、今年度も説明を１回受けて、こんなよ

うになりますよっていう話は聞いてるわけですけども、新年度になりましたら、またや

はりそういったところも、荻区はもちろん､芦谷地区、それから横落区等隣接するとこ

ろ、関係する区にはいろんな形で説明願いたいと思いますが、その辺の計画はあるでし

ょうか、お願いいたします。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 委員、ありがとうございます。中央公園の今計画では令和９年度まで整備を

行っていくわけであります。来年度は、企業棟の前に観覧席に屋根をつける工事とか、

自転車駐輪場を設置するなど、まだまだ魅力をアップしていきたいと思いますので、今

後とも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

委員長 建設部次長。 

建設部次長 荻谷の土地区画整理の関係でありますけれども、委員言われましたとおり、本

年度につきましても、年度当初に関連いたします荻区、それから芦谷区、横落地区の議

員様、そして区長さん方に概要を説明をさせていただいております。 

   来年度につきましても、同じく３区の役員の方たちにまた現在どのような状況で進ん

でいるか、それから、またどのように進める予定であるかということについて、５月ぐ

らいに説明会をまた御案内させていただいて、日程調整して開催してまいりたいと思っ

ております。 

委員長 ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君 分かりました、ぜひやってほしいと思います。 

   それと、いろいろと工事、まだ書面上の段階ですので声が上がってこないと思うんで

すけども、やはり年度とかはっきりしてくると、だんだんと住民の方がいろんな形で興

味を持って、関心を持って心配される部分があろうかと思うんですけども、そういった

一般の住民の方へのそういった説明会とか、こんなことになるよっていうようなことと

いうのは計画されているんでしょうか。 

委員長 建設部次長。 

建設部次長 一般の住民の方への説明ということでありますけれども、今まだ計画の内容が

固まっていない状況でありますので、令和５年度、それから令和６年度には組合の設立

をしてまいりたいというふうに思っておりますので、おおむねの形が決まってきた段階

では、また関係する区の区長様方と相談しながら、どのような形で周知をしていくかと

いうことも考えてまいりたいと思っております。 

委員長 ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君 ぜひお願いしたいと思います。特に、ここで当初から問題になっているの

が水の問題で、最終的に今田んぼで吸収しておる水が、これで家が建ち、道路になると
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ほとんどが流れてしまう水になるわけで、やはりそうした問題で下流の人たちにはそう

いった水の心配が非常に高くあろうかと思います。そういった意味で、どういう形にな

るのか、やはり説明をしっかりしていかないと、あと大変なことになるかなと思います

ので、そういった水の心配等を含めて環境がこう変わるよということも併せて計画を練

って、しっかりと説明をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員長 建設部次長。 

建設部次長 昨今大変豪雨的なものが多いということで大変心配があるところであります。

荻谷の区画整理につきましても、区画整理法に基づいて調整池をつくって、一時的に水

をためて、下流への負荷を少なくする、そういったような手法は当然のようにとってま

いりたいと思っております。 

   また、豪雨等につきましては、想定を超えるものについてはやはりそういった調整池

等をつくっても、当然ほかの町内の地区と同様に吸収をし切れないというものも想定は

されるかと思います。そういった中でも、組合、まだこれから設立はされると思います

けれども、組合とよく話し合いながら、透水性舗装であったり、また地区に住んでいた

だく住民の方に透水ますを考えていただいたりと、そういったできる手法をいろいろ検

討しながら対応はしてまいりたいと思います。 

   そういった中で、また住民の皆さんにもこのような対策もしていくということ、それ

から、このような排水計画をしていくということもまた周知をしてまいりたいと思いま

す。 

委員長 ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君 ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。 

   それで、その次に、当初予算概要の26ページ、三河町村観光交流事業ですか、負担金

ですか、300万円あがっているんですけども、これは奥三河の２町１村と幸田との今年、

パンフレットもでき、交流の形ができたわけですけど、今後これはどういう形で、この

300万円の中でどういう事業計画があるのか、お聞きします。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 三河町村交流の関係の負担金でございます。 

   こちらにつきましては、奥三河交流の一環といたしまして、観光交流事業と位置づけ

て、幸田町民の方が観光で奥三河、今委員おっしゃっていた３つの町村ですけども、そ

ちらへ観光で訪れて宿泊をされた場合に、その費用の一部を町のほうからお出しするよ

ような、こんなことを考えております。 

   以上です。 

委員長 ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君 その辺のところで特に春先、５月になるとシバザクラがきれいで、私も行

きたいなと思うんですけども、また豊根村ではキャビアが、ふるさと納税の寄附金の返

礼品の中で上がっているということも聞いております。そういった意味で、興味のある、

幸田との関連のあることも、行事もあるわけで、その辺のところを事業として町民の方

に、やはり奥三河とこういうような交流があるよ、こんなことがあるよということもし

っかりとうたってほしいと思いますし、また何らかのそういったパンフレットでもって、
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交流事業が盛んになるようにやってほしいと思うんですが、その辺の準備等はいかがで

しょうか。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 今委員が幾つかの例を出していただきまして、本当に幸田町民の方が訪れ

るといいところがたくさんあるなという感じだと思います。 

   先ほど申し上げたように、観光で向こうを訪れていただいて、宿泊をしていただくよ

うなイメージをこちら今持っておりますので、そういった宿泊施設を、例えばどこがあ

るのかだとか、どんな例えば料理があるのかとか、どんなコースがあるのかだとか、そ

ういったことも当然事前にこちらも把握をしないといけないかなというふうに思ってま

すので、そういった意味でも、各町村の役所の担当部局だとか、観光協会さんだとか、

そういったところに事前に内々では連絡を取らさせていただいて、今こんなことを考え

てますといったことの下打合せはしておる状況でございます。 

   当然その辺が上がってきた段階で、要はパンフレットのようなもので、これも作成を

して、幸田町民の方に周知をさせてもらいながら、せっかくやる以上はたくさんの方に

使っていただけるような仕掛けをやってきたいというふうに考えております。 

委員長 ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君 こちらが、幸田から行く話はよく分かりました。 

   逆に、来ていただいて、幸田町にこんなものがあるよということで逆に来ていただい

て、そういう幸田町のものを奥三河の２町１村の方々に知らせる、そういった面の活動

内容というのは何かおありでしょうか。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 今委員おっしゃっていただいたように、こちらから向こうへお伺いすると

いうことなので、当然向こうからもこちらへということ、話になってくるとは思うんで

すけども、今の下打合せの段階では、幸田町の政策としてこういうことをやりたいとい

ったところに対して、じゃあ、うちもということでその逆をというのはまだそこまで話

が出て正直おりません。 

   したがいまして、まずは我々の幸田町の事業として、今後のお手本になるかどうかは

あれですけども、一度取り組んでみて、しっかりやっていって実績をしっかり上げたい

なというふうに思っております。 

委員長 ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君 いずれにしましても交流で栄えるということであれば、お互いにプラスが

ないといかんと思います。こちらから行って、金銭的に言うならば、こちらの方が行っ

て、向こうでお金を落とす、逆に、向こうの人が来て、こちらにお金を落とすというこ

とも一つの判断の基準といいましょうか、交流の一つの基準になろうかと思います。そ

ういった意味で、お互いに行き来が盛んになるようにぜひ企画をしていただきたいと思

います。 

   それで、その次に移ります。 

   ページの22ページ、飼い主のいない猫の避妊去勢手術費補助金というのがついて、ち

ょっと私猫を飼って、猫が好きなもんで興味があってお聞きするんですけども、確かに
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ここには優しく飼い主がいないと書いてありますけど、野良猫のことだというふうに思

うんですけども、これって野良猫を捕まえるってなかなか難しいことだと思うんですよ

ね。だから、その辺のところの上手な人がおればいいですけれども、何匹持っていって

もどうなのか、その辺のところの概算的な予定がありましたらお願いしたいと思います。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 先ほどの奥三河の交流の件でございます。 

   今回予算をお認めいただけましたら、また本格的な打合せを先方のほうとしっかりや

りたいと思います。そこでは当然いわゆる逆パターン、それをしっかりと提案というか、

投げかけはやってきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

委員長 環境課長。 

環境課長 飼い主のいない猫の避妊去勢手術費補助金であります。 

   こちらにつきましては予算額10万円としておりまして、避妊手術費が１万円を掛ける

５件、それから、去勢手術費は5,000円掛ける10件を見込んで合計10万円というふうに

考えております。 

   初めてやる事業であります。やはり地域の問題といたしまして、いわゆる野良猫が家

に来てふんをして困るですとか、子どもを産んじゃって、にゃあにゃあ鳴いているとか、

いうようなお話は本当に年間通じてあるわけであります。その中の最初の足がかり、第

一歩といたしましてこの事業をやらせていただいて、いわゆる猫の対策をしていただく

と。その中でやはりいわゆる野良猫も、すみません、捕獲するというよりは、ふだんか

ら慣れておるような猫を見ていただいてる方に世話をしていただいて、病院に、ごめん

なさい、獣医のところに連れていってもらってその対応してもらうというような形をイ

メージしております。この辺あたりにつきましては私どもこれからきちんと説明をさせ

ていただいて、町内獣医さんとも連携をして、周知、取組を進めてまいりたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ９番、稲吉君。 

９番稲吉照夫君 生き物、やはり命あるのは大切だと思います。そういった意味で、こうい

った形で手当することによって命が守れるというのは大事なことだと思いますので、ぜ

ひしっかりとこういったのを周知していただいて、続けてほしいと思います。岡崎では

大分前からやってるというふうに聞いたことがあるんですけど、一部の方から幸田でや

らないのという話も聞いたことがあります。そういった意味で、ぜひこれを続けていた

だいて、生き物を大切にしていく心もある面では育ててほしいなというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

   終わります。 

委員長 環境課長。 

環境課長 ありがとうございます。確かに近隣の岡崎市、蒲郡市でも地域猫に対する、地域

猫の取組が進んでおるというふうに聞いております。私どもにつきましても、最初の事

業といたしまして、令和５年度この事業やらせていただきまして、それで、順次その団

体の育成ですとか、ちょっとまだそれを言うには早いかもしれませんけども、順次進め

させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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委員長 ほかにございませんか。 

   ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 私から、今稲吉委員への答えから、まず補足で質問をさせていただきます。 

   中央公園のおしゃれカフェ、２回目の応募もなかったということでありますが、さら

にまだチャレンジをするということであるわけでありますが、応募者がない、この根本

的な理由はどういうふうにお考えなのでしょうか。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 応募者がない理由をどのように考えているかというところであります。 

   先ほども言っておるかと思うんですけど、多分コロナの関係で、人の動きが少ないと

いうところから出店者が出し渋るっていうんですかね、出るのを渋っているというとこ

ろと、あと中央公園の魅力、中央公園の魅力でどのぐらい集客があるかというところで

ありますので、今後、魅力が今から、先ほども言ったんですから、令和９年度まで中央

公園の工事をしていくわけであります。そんな中で魅力アップに努めていくものであり

ますので、その辺も加味して今後は、今後といいますか、もう最終チャレンジなんです

けど、募集が次はあるのではないかというふうに思っておるわけであります。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 ここの使用料は、敷地は500平米でしたかね、あとそれに駐車場は敷地の

使用料にはカウントされない。逆に言えば固定資産税に満たない範囲での使用料、こん

な有利な条件はほかにはまずありません。なぜ出てこないのか。これはビジネスモデル

として、コロナって言われたけど、そんなの僕は関係ない。ビジネスモデルとして成り

立つか成り立たないか、先ほど商工会との話で、町がつくってくれたら考えますよと言

われた。まさにそこなんですね。この建物をつくるときに、自己資金でそのままつくる

という方はよっぽどの方でないとまず出てこない。そうなってくると、借入れを行わな

ければならない。借入れを行うには当然担保、その敷地と建物は担保として求められて

いく。それでやって、営業しながら、そこで収益で返済をしていく、それがこういうビ

ジネスの一般的なパターンであろうかと思うわけであります。 

   中央公園の魅力が上がればと言われますけど、公園で来れる、客がとれる規模の公園

とお考えなのでしょうか。そこが一つ考え違いを私はされておるような気がするわけで

あります。 

   ですから、もうこの際、思い切ってやっぱりリセットして、あの土地をもう便益施設

として考えていく、そういう必要はもうないじゃないかなと。庁舎内につくりましたよ

ね、100メートルのところに同じようなものをもう１個つくる。意味がない。考え直す

お気持ちがあられるかどうか、ぜひこれは元に戻って検討していただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 実際の公園の中のカフェ用地というのが400平米程度を考えておるわけであ

ります。あと駐車場なんですが、カフェ用地の横に駐車場があるわけなんですが、基本

的には公園の駐車場という認識でおりますので、カフェの駐車場、カフェの方も使って

もらえれば結構なんですが、公園の駐車場という認識でおります。 
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   あと客が来る公園かという鋭い質問なんですが、私が中央公園、この間、この前ゴム

チップ舗装をさせてもらったわけであります。どのぐらい人が来るのかなというところ

で、土曜日に一応現場のほうに見にいったわけであります。出来たはなですので多いと

いう説もあるんですが、結構な人が来ていたというところであります。 

   あと公園の多目的グラウンドの真ん中でサッカーをやっておったわけなんですが、サ

ッカーをやっている保護者のお父さん、お母さんですね、の方も現場で子どもたちのサ

ッカーを見ていたというところもありまして、今から魅力が上がっていく公園というふ

うに私は思ってるわけであります。 

   そんな中でお客さんも増えてくるのではないかというところで、リセットというとこ

ろも一つの案としては考えられるわけですが、今回は最終、この令和５年度、もう一度

最終の調整をしていきたいというところであります。 

   勝負をかけるときから負けることは、既に２回負けておるというところはあるんです

が、２回、３回目、３度目の正直ということでぜひとも頑張ってやっていきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いします。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 そこまで言われるならチャレンジをされてもいいと思いますが、ただ、こ

れだけは申し上げたいと思います。先ほど町が建物をつくることについては、それはで

きないということでお断りをしたと。つくっていれば来たんですよね、来た可能性があ

るわけですよね。ですから、来ないからといって、今までよりもハードルを下げる、何

が何でも来てもらわないと困るということでハードルを下げていって、今までと違う余

分な便益を、進出してくる人への便益を供与する、そういう施設になっては、これはい

けません。これは町長の公約だからということで、公約であっても駄目なものは駄目、

やめるときはしっかりとやめるように進言をしていただくようにお願いをしておきます。 

   次に、奥三河町村交流、300万円、これは負担金になっておりますが、どこへ負担を

するんでしょうか。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 委員言われます、例えば箱物、建物をつくっていたら来てくれていたのかと

いうところで、その方は事務所、普通のコーヒーとかでなく、事務所としての利用とい

うところで考えておられたようでありますが、建物を建てて、仮に建物を建てておれば、

きっと来ていたかも分からないんですけど、ちょっとそこのところまでを、こちらが建

物はつくりませんよということで言っておりますので、それ以降の、じゃあ、建物を建

てとったらというところまでは進んでいなかったわけでありますが、既にあそこは造成

やら、駐車場整備、駐車場整備は今回砂利舗装をやっておるわけなんですが、あと電気

とか、水道、下水のインフラ等の整備もやっておりますので、基本的には、来る方にも

便宜を図っているというつもりで考えております。建物を建てる建てないというのは、

そこも重要になるかなと思うんですが、今回最終チャレンジは、建物は先方さん、出店

者側というところで考えていきたいというふうに思っております。よろしくお願いしま

す。 

委員長 環境経済部次長。 
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環境経済部次長 三河町村観光交流の関係でございます。 

   負担でございますけども、負担金でございますけども、先ほど少し申し上げましたけ

ども、相手方として考えられるものとしましては、３町村さんのいわゆる役場、それか

ら、それぞれの例えば観光協会のような団体、それから、もう一つ想定されるものとい

たしましては、観光で遊びに行くだけではなくて宿泊をしてもらうというのをイメージ

をしておりますので、そうすると、そこに金銭の精算が発生いたしますので、そういっ

た宿泊施設も当然考えられるのかなと思いますので、そのあたりをこれから詰めていき

たいなというふうに思っております。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 何かよく分からん話で、負担金である以上、それぞれが出し合うわけです

よね。新しい何がしかのこれを進める組織をつくって、そこに幸田が300万円、じゃあ、

あと３町も負担金をそれぞれ出して、それで事業をやりましょうというのが負担金、そ

ういうのなら分かるわけでありますけど、まだそういう組織も決まってないということ

で、じゃあ、ほかの３町は負担金は計上されてないわけですか。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 今回の交流連携の中のいわゆる観光部局としての実施する事業については、

奥三河の３町村さんの予算が計上されているというのは承知をしていないところであり

ます。 

   それから、今前段で出ました負担でありますけども、まだこれは事前の調整でありま

すけども、多分煩雑な事務等も発生するということも想定されますので、先ほど申し上

げた可能性としては、役所、それから団体、協会なんかの団体、それから宿と、宿泊施

設ということが考えられますけども、今はこの中でも宿泊施設さんのほうに直接お支払

いしていく方向がどうかなということで、そこら辺を軸で今、事前の調整をしている段

階でございます。 

委員長 ここで、途中ではありますが、10分間の休憩といたします。 

                             休憩  午前１０時４６分 

                             再開  午前１０時５６分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 交流という名前がつく事業かどうか、非常に疑問に思っております。一方

的に３町村のほうへ貢ぐ、利益は向こうが、幸田町民の税金で向こうが利益を被る、受

けるとこういう形で、そうじゃないよって言われるかもしれない、行った町民にお金を

あげるだもんで、そうじゃないと言われるかもしれんけども、いや、この事業のシステ

ムとすれば向こうが利益を受ける。そういう事業が本当に交流ということになるのかど

うなのか、とても疑問に思います。ついででありますけども、これからいろいろまたパ

ンフレットとか何かをつくっていかれるということを言われておるわけでありますけど

も、幸田町の道の駅、どういうパンフレットが置いてあるか承知しておられますでしょ

うか。 

委員長 環境経済部次長。 
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環境経済部次長 まず、この交流ということでございます。 

   先ほどの稲吉委員の御質問にもありましたけども、一方通行ではなかなか交流になら

ないということでありますので、当然ここは今後話をさせていただくときに、第二弾、

第三弾に向けてという話の投げかけは奥三河さんのほうにも、向こうの３町村さんにも

しっかり話をさせていただけたらなというふうに思っております。 

   お金の流れにつきましては、これも委員おっしゃるとおり、向こうのほうへ流れると、

表現がいいかどうか分かりませんが､向こうに行くことになりますけども、幸田町民の

方が観光で行っていただくという形なりますので、そこの部分の、観光部局として、役

割は使命感を持ってやる事業かなというふうに思っております。 

   それから、後段で言われた道の駅のパンフレットの関係でありますけども、すみませ

ん、細かくは承知をしてございませんけども、少し以前にいわゆる情報発信施設、国の

施設ですけども、そこにパンフレットだとか、ポスターだとかいうのがあります。以前

国のほうからの指導で、幸田町内並びに近隣の最低限のＰＲに努めてほしいといったよ

うな御要望もあったところでありますので、近隣のそういった観光施設だとか、そうい

った団体さん、それからイベントのもののポスターのパンフレットですね、があると承

知しております。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 幸田町の関係で置いてあるのは、ハピル関係のイベントチラシ、それとふ

るさと納税のチラシ、そのほかは何もありません。ほかの道の駅へ行けば、地元の情報

パンフレットを幾つも置いてあります。残念ながら、幸田町のものが一つも置いてない。

道の駅というところは道の駅というだけでいろんなところから降りてくる。本当は、普

通なら通り過ぎちゃうところを道の駅の看板があったらちょっと寄ってみようかといっ

て、そういうふうに寄られる、そういう客が来る、そういう施設が道の駅だと思います。

わざわざ餌をまかなくても、ただこっちへ来とる人に何の餌もまかんかったら釣れるわ

けがないね。観光は幸田へ人を呼んで、そこでお金を落としてもらう。そういう仕組み

が観光だと思います。この今の仕組みは、よそへ出ていってもらう、その観光だという

のは本末転倒。ぜひそこら辺は考え直していただきたいというふうに思います。 

   奥三河３町村と同じような形で取り組まれないなら、単なる３町村おもてなし事業に

なっちゃいますので、そういうのはいかがなものかなと思いますので、制度設計の基か

らやはり考え直していただかなければならんかと思います。 

   それと、次に移ります。 

   住民広場等整備事業であります。 

   こちらが岩堀住民広場の整備工事は１億1,500万円、すみません、これは説明会資料

の24ページです、であります。用地が4,970平米でありますので、工事費は２万3,150円、

このうち、平米当たり２万3,150円になるわけです。このうち整地以外の工事が含まれ

ていると思います。防球ネットですとか、トイレ、これを除いた本当の敷地造成工事は

幾らになるのか、概略でも結構ですのでお答えいただけたらと思います。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 まず、前段の道の駅、まず、道の駅の関係であります。 
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   パンフレットであります。今委員おっしゃっていただいたように、本町のパンフレッ

トが少ないということでございます。スペース的な問題、それから、何をといったよう

なこと、あと指定管理者の考え方もあると思いますが、これにつきましては、すぐ私の

ほうから指示を出して、少しでもパンフレットが行くようにすぐに動きたいというふう

に思います。ありがとうございます。 

   それから、２点目のそもそもの交流の関係であります。 

   こちらについては今回予算を上げさせていただきましたので、この事業を進めさせて

いただく、もちろん考えておりますが、繰り返しになりますけども、これから先方方と

いろんな打合せをしてきます。これが一方通行にならないように、少しでもいわゆる交

流という形に持っていけるようにしっかり、どこまでいけるか分かりませんが、しっか

り調整をして事業を進めてまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 岩堀住民広場の整備工事の金額の件でございます。 

   こちら、今整備工事等としまして１億1,505万4,000円のほう、この説明会資料のほう

に書かせていただいておるわけでございます。このうち整備工事、これ全てこの中には

整備工事とバックネット等設置工事、委員のおっしゃるとおり、あと業務委託の関係も

入っておるわけでございます。 

   整備工事につきましては、整地とトイレと駐車場、これを合わせた金額になりますけ

れども１億849万3,000円を予定しております。 

   あとバックネット等の設置工事が440万円、その他が委託料等でございます。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 そうしますと、トイレはほとんどかからないと、こういうことなのでしょ

うか。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 トイレの金額は、すみません、ちょっと今私の手元にはないわけですけ

ど、トイレ自体は男子用トイレとそれからバリアフリーのと女子がくっついたトイレを

つくりますので、すみません、ありがとうございます、トイレですね、トイレにつきま

しては4,500万円です。ちなみにトイレ自体はＲＣのユニットトイレで、男子トイレと

女子多機能トイレをつけますので、それなりの値段が含まれておるということでござい

ます。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 総事業費が１億1,500万円ですので、今の説明だとこれにならんと思いま

すけど、防球ネットと、それからトイレを除くと5,000万円から6,000万円ぐらいになる

かと思うんですが、造成工事はそれぐらいで済むと、こういうことなんですか。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 すみません、今きた数字がちょっと今、トイレとフェンスも、もう一度

すみません、トイレの金額のほうをもう一度確認させていただきますので、お願いいた

します。 
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委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 私が何が言いたいかというと、トイレをつくって、それから防球ネット施

設をつくっても、ここは１平方メートル当たり２万3,150円であります。当然トイレと

か、そういうネットを設置せんかったら当然下がってくるわけでありまして、平場でや

ればこれぐらいの金額でできると、広場ができるということであります。 

   ということで、次に説明会資料の25ページの社会福祉総務一般事業の老人保健施設と

社会福祉施設の関係に移ります。 

   こちらは、２つの平場をつくってということで計画されておるわけでありますが、こ

ちらの造成、平場造成後の単価、これは造成費が幾らになるのか、お答えいただきたい

と思います。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 長嶺北部地区福祉医療ゾーンの開発事業につきまして、当初予算というこ

とではございませんが、先日の協議会でも説明する中でお答えさせていただいたのは、

概算で11億3,800万円は必要であると考えているというふうにお答えさせていただいた

ものでございます。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 それを造成後の１平方メートル当たりの単価でお答えください。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 少々お待ちください。一応5.4ヘクタールというところでございますので

11億3,000万円を割らさせていただきますが、ちょっと一度誤りがあるといけないので

ちょっと私は下がらさせていただきます。 

委員長 事業調整監。 

事業調整監 委員の御質問ですと、住民広場の面積に対して造成費でありますので、長嶺福

祉ゾーンについては、造成工事費は７億4,000万円であります。７億4,000万円、山全体、

平場ではありません。5.4ヘクタールでありますと平米当たり１万4,000円弱でこういっ

た単価が出てまいります。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 平場でやれば5.4ヘクタールは要らないわけですよね。全有効面積がとれ

るわけであります。これをわざわざ造成費の高いところでやるわけでございまして、こ

れは結果的にどっちが安くなる、2.5ヘクタールでいいわけですよね。老人保健施設と、

それから社会福祉施設で、わざわざ5.4ヘクタール買って、そこで造成をして、高い造

成費をかけて、さらに関連工事が相当出ますよね、これ、排水路から、道路から、そう

いうのを含めていくと。岩堀住民広場はそういう関連工事費はほとんど要りません。だ

から、全体でここにどれだけ一体金がかかるのか、それを教えてください。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 関連で今言った様々な事業をつくって、造成が完了までの試算につきまし

ては、詳細まで福祉課としては積算しておりませんので、先ほど申し上げたように、今

御説明、御答弁させていただけるものとしましては、造成に試算、概算として11億

3,800万円は必要だということしか、今現在ではお答えすることができません。 



－２９－ 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 さらに、この前のお話ですと、ここは警察協議で、ラウンドアバウトの交

差点でないと認められんわけですよね。通常の交差点と比べれば、ラウンドアバウト、

用地も当然要りますし、それから工事費もかなり要る、ラウンドアバウトをつくるため

には既存の道路２本の大規模なやっぱり相当前後の改良も必要になってくる。大変な事

業費になるわけであります。ここで幾らお金が要るのか、その試算がされないまま用地

を購入をされていく、そういうことが本当にいいのかどうなのか、用地は買っちゃった

けど、あとは余りにも金がかかる。資金ショートでやめますよ。そんなことはもう、恥

ずかしくてもうやれへん。だから突き進んでいっちゃう、でも、金がなかったらどうす

るんですかね、これ。だから、全体事業費がどれぐらいかはやっぱりしっかり示してい

ただかないと、土地は買えますと言われても分からんわけです。先ほど岩堀住民広場の

お話をちょっと例にさせてもらいましたけども、岩堀住民広場は用地費と工事費がはっ

きり分かっております。多少途中変わるかもしれんけど、ほぼほぼのことは分かってお

りますので、全体で幾らかかるか分かっているから、じゃあ、それぐらいならいきまし

ょうやと認められるけど、これは分からんことが多過ぎるもんで、素直に認めれんと思

いますけど。あなた方を逆に提案をされて、逆の立場で、幾らかかるか分からんけど認

めてくれと言われて認めることができますか。あんまりむきになっちゃいかんよ。素直

に、僕は素直に心配をしておるわけでありますので、素直にお答えいただきたいと思い

ます。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 素直に答えさせていただきたいと思います。 

   福祉課としては、2040年、介護保険事業計画や高齢者福祉計画を見据える中で、その

長期計画の行く末を考えて必要だということで提案をさせていただきました。それにつ

きましては、議会についても障害者支援施設も介護老人保健施設も必要であることは理

解していただいた。ただ、このお金のかかる場所について問題だということで今改めて

これまでも議会としての御意見としてということでこの令和４年度は、福祉課としては

足踏みを止めてはおりませんが、その場で前に進むことなく考えてまいりました。その

中で、当初から委員がおっしゃるように、完成までのトータル額をというところを持っ

ていない、説明できてない中では賛同することがという慎重な御意見をいただいており

ます。ここにつきましては今後それらが概算というか、試算にはなってしまうかもしれ

ませんけども、本当に最後までどのぐらいかかるのかというのを随時これまで説明して

きたように、今後も町民の皆さん、議会の皆さんに説明をしていきたいと考えておりま

す。 

委員長 事業調整監。 

事業調整監 本事業につきましては、令和４年度、特に分割の考え方を明確にしてきたつも

りであります。福祉ゾーンにつきましては、先ほど福祉課から答弁があったように11億

3,800万円、この総予算を持って進んでおります。開発に必要な取付道路も地区内の道

路で、ここで許可を得られるように県との調整もしてまいりました。委員が御心配の完

成形までは、まだ委員の御指摘のとおり、道路も町道のほうもラウンドアバウト形式と
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いうことで、また事業費の精査は済んでおりません。それから、この町道にかかる費用、

かなりの費用がかかるわけですが、この意味合いは、東山の工業団地の造成、この時期

も見据えていこうということで考えております。時期も分割し、エリアも分割し、福祉

課が所管いたします福祉ゾーンにつきましては、こちらのほうは福祉計画の関係もござ

いますので順番に進めていく。このような全体計画を持っております。 

   以上です。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 スケジュールを見ていきますと、令和７年度末、令和８年３月には造成工

事完了で、誰が事業主体で建設するのか分かりませんけども、それから建設工事が始ま

っていくと、こういうスケジュールが示されておるわけであります。令和７年度という

のは、今策定されておる実施計画の期間内ですよね、３か年のローリングの中の。それ

が、未確定というのが何とも私は信じられん、粗々でも、そこら辺が心配になってくる

わけでありまして、事業調整監のお話ですと、道路はラウンドアバウトは後回しでもい

いようなことが言われたんですけど、これは取付け、あそこの交差点、ラウンドアバウ

トは完全にクローズですよね、でないとやれないですよね、ラウンドアバウトにする場

合。今は、普通の十字路をラウンドアバウトの形式に変えようとしたときは、完全に通

行止めかけんとやれませんよね、２路線を通しながらやるなんていうことが可能かどう

か、お答えください。 

委員長 事業調整監。 

事業調整監 現在の交差点を北へ５メートル程度動かしてかさ上げする、これが現在の平面

プランでの計画であります。ですので、南北については恐らく通行止めが必要になりま

すが、東西については迂回路を設定していかなければいけないのかなと考えております

が、これにつきましては実は道路計画はまだ平面プラン、平面図で検討している段階で

ありまして、この後詳細な設計に入ってこないと仮設計画もまだ何とも言えない、この

ような状況であります。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 とにかく生煮え状態で進んでいかれるということであります。これはやは

りしっかり見通しを立ててやっていただかないといけない。 

   さらに、もう一つの問題は、特別な便益が図られるおそれがあります。老人保健施設

は、当初の説明では補助金がもらえないかとか、それから用地が無償で提供されないか

とか、いろんなことが言われております。そういうのが、それはなしで来てくれるのか

どうか、そんな便宜を図られた施設はないというふうにちゃんと委員会でもお答えをい

ただいておりますので、幸田が初めてレアなケースでやられるわけですので、そういう

点で特別な便宜が図られないよというような状態で公募にかけると言っていただけるな

らまだ分からんでもない。町は造成をしたらその後、用地は買っていただきますよとい

うならいいわけでありますけども、そういうのが分からないままで進んでいくというの

は、私はやはりこの介護保健計画にあるから云々とはまた別の次元の問題だと、これは

私は思っておりますので、そういうことについてもきっちりと整理をしていっていただ

きたいというふうに思うわけであります。 
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   それから、藤川の里の移転用地についても、何で幸田町が全部持たないかん。愛知県

が施設を維持管理するためにつくった、下請が愛知県の構成事業団であるわけでありま

す。その県がつくった施設の運営を任されとるのが、何で老朽化したら一自治体でもた

ないかんか、そこのところが丸っきり私は理解できない。県に頼めばいい。恐らく最初

で最後でしょうね、きっと。もし幸田が一人で全部もっちゃったら、ほかのところはそ

んなところなんか、岡崎でも断ったんですからね。それを幸田町が引き受ける、事業団

の言うがままで、余りにも人がよすぎるじゃない。施設が要らんと言ってるわけじゃな

いです。この対応の仕方が私は問題があると言ってるわけでありまして、そこら辺につ

いてよく検討していただいて、問題も整理をしていただかんと大変なことになると思い

ます。やはり今の進められようでは町民の理解が得られるかどうか、私はとても得られ

ない可能性も相当あると思いますので、そこら辺は慎重に進めていっていただきたいと

思います。 

   次に、一応本件の関係で、恐らくもう実施計画の要求は済んでおりますよね、３年間

の。その要求額が幾らかまたお答えをいただけたらと思います。 

   次に、障害者福祉事業、予算概要の15、16ページであります。 

   ２億2,000万円の大幅な増ですが、この要因と今後の見込みがどういうふうなトレン

ドになっていく見込みを持っておられるか、お答えをいただきたいと思います。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 令和５年度に向けて御予算が認められたときには、地権者への用地交渉の

説明もこれからさせていただきます。そこの中の合意形成の問題もありますし、一番の

令和５年度の問題としては、介護老人保健施設を公募した際に関心を持っていただいて

いるところが手を挙げていただけて決定できるのか、その中に今委員おっしゃいます仕

様の中の条件というのが大きく関わってくるものと思いますので、そのあたりも令和５

年度、もし進めるのであれば逐次説明をして状況をお伝えをしていくことを努めさせて

いただきたいと思います。 

   なお、後段で言われました実施計画策定に係る調査につきましては、委員おっしゃる

とおり調査がかかっておりますので、まだ決裁、報告等をしている最終段階ではないの

で、また情報提供できる段階になりましたらお示しをさせていただきたいと思います。 

   それと、失礼しました、後段の障害者の２億円の部分です。 

   ひとまず、今ちょっと資料が出せないわけですけども、障害者の給付費の推移につき

ましては、以前から補正をしたり、返還をしたりという中で、当初予算の組み方につい

て御指摘ということで、補正ということで見込みが甘かったというような答弁をする中

のものでございますが、ひとまず２億円の増額の主なものにつきましては、やはり障害

児の通所給付費、主なものとしては児童発達支援と放課後デイサービスになります、こ

ちらのほうを、中身につきましてさせていただきます。 

   障害児の通所給付費としては、予算額としては、この障害児の通所給付費としては前

年度比１億59万6,000円の増の予算になっております。この主な要因としましては児童

発達支援について4,000万円弱の増、それから、放課後デイサービスとして6,100万円程

度の増になっております。この要因としましては、事業所として、町民が使っているも
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のとして19事業所95人というのが直近の情報ですけども、令和３年度は16事業所71人と

いうことで、まずは利用者自体が増加したこと、それと以前補正のときでも説明したよ

うに、一人の方が使うサービスの量というのが増えているという状態です。 

   児童発達支援を使いつつ、放課後デイサービスも使うということで、放課後デイサー

ビスは、直近の情報では32事業所191人、令和３年度の状況では30事業所176人というこ

とで、こちらのほうも、事業所も増えていますし、そうすると利用者も増えているとい

うことでございます。 

   ２億円の増の中の細かなことを言ってくるとたくさん言わなくてはいけませんので、

少し一度ここで座らさせていただいて、その増額の大きなものとしては、障害児がまだ

増えているのと、利用するサービス事業所もそれに相まって増えているというところで

ございます。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 すみません、質問の流れを遮るようで大変申し訳ございません。 

   先ほどの岩堀住民広場整備工事の整地費の関係でございます。 

   整備費全体で１億849万3,000円の中で、トイレとフェンスにつきましては4,500万円、

残りが整地費で6,349万3,000円ということで、平米当たり１万2,775円ということでご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君  お昼にはかからんように終わりますので、もう少し付き合ってください。 

   分かりました。障害者福祉については今まで補正増を繰り返されたというのが今回、

よく精査をされて、当初予算に盛り込まれたということで理解できました。ですので、

こちらについては承知をしましたのでオーケーであります。 

   次に、概要書の17、18ページに、サポートセンター管理運営事業があります。このサ

ポートセンターの予算が1,650万円増えております。それはなぜ増えたのでしょうか。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 当初予算概要書の18ページのサポートセンター管理運営事業につきまして

の増ですけども、ここの主なものはサポート推進事業補助金というのが2,250万円とい

うことで、これは大幅に令和４年度の予算よりも増えております。その背景には、御承

知のとおり、シニアシルバー世代サポート推進協議会が運営しておりますこのセンター

につきましては、国、愛知労働局の委託事業として実施しておりまして、それが今年度

で３年目を迎えるということで、事業が終わると、委託事業が終わるということでござ

います。 

   それが今回予算を計上させていただいたのは、事業が継続ではなく、国が新たな事業

を創設をされまして、そこで上限1,750万円のまた委託事業というものを公募をしてお

られますので、町としましては一定の評価をされているところを継続したいというふう

に考えておりますので、この国の事業に応募する、それを見据えると、委託で1,750万

円で、これまで、昨年度の補助金としては600万円を計上しておりましたので、それに

相対する額を委託事業に町の補助金として上乗せした上限2,250万円を一応担保する形

で補助するという予算でございます。 
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   ただ、国の採択が得られれば1,750万円は国から交付されてきますので、その部分に

ついては使わなくてよくなるという、これまでの３年間の事業と同じでございます。新

しい事業というのが厚生労働省の事業で、その名称が生涯現役地域づくり環境整備事業

ということで、令和５年度募集に３月下旬に応募したいというふうに思っているもので

ございます。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 このサポートセンターの事業の成果が全然見えてこないわけですね。何を

やっておるのか、そういうのが見えてこない。だから、これは、この予算を見たときに

私が思ったのは、言われたとおりに、国の補助金が３年間で終わりましたよと。だから、

だけどもこれは非常に有効な成果を上げておるから、単独ででも続けてやっていきます

よという組み立てで来られたのかなと思ったわけでありますが、そうじゃなくてまた国

の補助金をもらってやると言われるならば言われるで、それはそれでいいわけでありま

すけど、とにかく成果を報告していただかんとよく分からない。そういう成果が本当に

余り上がっておらんようならやめてしまうというのも選択の一つですよね。そういう考

え方もあると思いますので、そこら辺について、やはり補助金が切れるときは、一つの

続けるか、進むか、引くかの判断時期でもありますので、今までやってきたからだらだ

らと続けていくというのじゃなくてひとつ総括をしていただきたい、そういうふうに思

いますので、そのお考えがおありかどうか、お尋ねをいたします。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 以前委員から要求いただきました資料で、このサポートセンターの活動に

ついての事業報告、実績については報告しておるところですけども、委員おっしゃる部

分の広く町民にこの成果が知られていないという部分は、他の協議体の中からの意見も

いただいてるところではございます。この事業につきましては３年の計画である高齢者

福祉計画の中にも健康寿命を延ばす一つのテーマとして高年齢者の健康増進、また活躍

する場、生きがいというのが健康に大きく影響するということから計画に入れている事

業でございますので、これが単町事業で、採択されなかった場合にどうするのかという

のも当然予算執行に当たりましては議論させていただきたいと思いますけども、まずは

この事業を広く知っていただくためにサポートセンター事業の周知活動が足りないとい

う御指摘と受け止めさせていただきまして、どのようにしたら多くの方にこの成果を発

表できるのか、福祉課としてはこれがいかに健康寿命、健康につながったのかというエ

ビデンスにこれがなるようにどうしたら説明できるのかというのも、福祉課としては考

えなくてはいけないなというふうに思ってます。来年からの３か年の健康福祉計画の中

の位置づけとしての一つでございますので、慎重に策定委員会等も含めてこの活動の在

り方については御意見をいただく中で進めたいと思います。 

委員長 ５番、伊澤君。 

５番伊澤伸一君 ぜひよろしくお願いをします 

   最後になりますけども、今私は一つの区切りでもあるというようなことを言わせてい

ただいたわけでありますが、新しい事業が起きたときには似たような支援をやっている

古い政策があれば、それも含めて考えていかれるようにすべきではないかというふうな
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思いがしておるわけであります。今回は答弁は求めませんけども、そういう観点からい

くと、母子保健事業の子育て応援事業が始まりますので、これについて今までおむつ購

入補助をやっておった、そういうのはこの子育て支援応援事業が始まるに合わせてスク

ラップアンドでできないかどうか、そういうことも検討していただく。これは例示とし

て申し上げたわけでありまして、視点としてはそういうふうにしていただけたらと思い

ます。特にこれは私の意見でありますのでお答えは結構でございます。 

   以上をもちまして、私の本会議場での質問はこれで４年間終わりとさせていただきま

す。ありがとうございました。 

委員長 ここで、途中ではありますが、昼食のため休憩といたします。午後は１時より会議

を開きます。 

                             休憩  午前１１時４１分 

                             再開  午後 １時００分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   ほかにございませんか。 

   ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 まず、83ページであります。予算書の83ページでありますが、この中の

社会福祉協議会の補助金との関連でお聞きしたいと思います。 

   現在社会福祉協議会が行っている見守り配食事業でございますけれども、この事業に

つきましては利用者負担、これが４月から、250円から50円アップをされて300円になる

というふうに通知が高齢者のお宅のほうに、利用者さんのほうに来たわけであります。

とても大変だということで、どうなっとるかねということでありましたが、現在、この

コロナ禍、いわゆる物価高の折にこうした料金改定で引き上げる、この点につきまして

いかがかということであります。 

   現在の見守り、配食事業、この利用者がどれぐらいいらっしゃるのかということと、

それから、この事業の目的はそもそも何なのかということでございますけれども、この

２点についてお聞きしたいと思います。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 社会福祉協議会が運営しております見守り配食事業につきましては、社会

福祉協議会の福祉課からの補助金で運営されている事業、委員おっしゃるとおりでござ

います。現在は契約する配食サービスを行う事業所として、幸田町シルバー人材センタ

ー、それから株式会社ひなた、ＪＡあいち三河のふれあいサークル、株式会社シルバー

ライフまごころ弁当、この４社が町内の独居高齢者等に見守りということをしつつ、昼

食、夕食のほうを配付しているところでございます。 

   配食数の実態につきましては、現在のシルバー人材センターは、これは毎月少し違う

ものですから何とも言えませんけど、大体月に500から580の間ぐらいで、ひなたさんは

100から60の間、それから、ＪＡのふれあいサークルさんは900から1,200の間、まごこ

ろさんは120から210の間ぐらいで配達をしている状態でございます。この状態は令和３

年度の12月末の対象者としては1,113人であったものが、令和４年度12月末では1,385と

24.4％ぐらい増加をしております。この理由を確認したところ、この背景には令和４年
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度から、包括支援センターを３か所にしたことで、実態把握とともに、この配食サービ

スの情報提供をすることで、各北部、中部圏域で増えているというのが明確になってお

ります。ですので今後も配食サービスは増えるというところでございます。 

   委員おっしゃるとおり、50円上げたのは事実で、上げるという方針を出したのは事実

で、幸田町福祉課と社会協議会で協議をさせていただいて判断したものでございますが、

当初は町の福祉課のほうで、補助金のアップのことについてもそうせざるを得ないかな

という、これだけ増えてくる中でできないということではいけないのでと思いましたけ

ど、実は令和２年に１食当たり50円上げさせていただいて、御予算のほうを認めていた

だいている背景がございまして、またさらに50円を町の補助金で上げることについて協

議をしたところ、まずは近隣市の情報を社会福祉協議会に調べてほしいということで、

協議するに当たって調べていただきました。その中で調べたのが、岡崎市、刈谷市、豊

田市、西尾市、知立市、碧南市、高浜市、みよし市を社会福祉協議会に調べていただい

た中で、利用者さんの負担が250円と一番安いのは本町でございまして、多くが300円か

ら350円という事実から、前回令和２年度に50円、町も上げたので、この際、利用者さ

んにも負担をしてもらってはどうかという意見の中で判断をしたんですけど、その背景

には、年末に、昨年末にシルバー人材センターのほうから、本町のこの見守り配食サー

ビスは、お弁当は600円という企画の中で、そういう仕組みづくりなんですね。なので、

50円アップするということは650円の弁当にするということを理解していただきたいと

思うんですね。それは、シルバーさんがお弁当をつくってもらって配達するとなると、

今の600円の企画では苦しいので上げてほしいという要望があったのは事実です。その

ときに、配達ができなくなってしまうと今増えていますので、配達してもらうために上

げるという発想になりました。それが年末だったので、急遽何とかするようにしたんで

すけども、今委員おっしゃるとおり、利用者さん、高齢者の方にとっては50円を上げる

ことは大きいということなので、実は今、近隣市を調べたところで分かったことなんで

すけど、そもそも弁当の企画を一つの単価にしているので問題があるということが分か

って、他の自治体の取組からすると、補助額を決めて、今幸田町は350円補助をしてい

ますので、補助額を決めてお弁当を、いろんなメニューの中から利用者さんが選べば、

なるべく安いお弁当がいいという方については、例えば500円のお弁当を選べば350円補

助があるので250円の弁当で継続できるという、そういう仕方もあるということを社会

福祉協議会も気づきましたので、来年度については、その要綱、社会福祉協議会で定め

ている運用を急遽ちょっと変えれなかったので、今回50円上げさせていただくことで御

理解をいただきたいと思うんですけども、令和５年度中には他の自治体を調べた結果に

基づきまして、そもそも見守り配食のお弁当の利用者の選び方自体も一つ検討すること

で、安いお弁当を選べるようにも、また高い弁当も、いろんなものを選べるようなそう

いう事業にしてはどうかという意見も社会福祉協議会から出ていますので、令和５年度

中に一度検討させていただいて、説明する機会があればまた説明をしていきたいなとい

うふうに思っております。 

   長くなりましたけど、以上です。 

委員長 ８番、丸山君。 
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８番丸山千代子君 高齢者の食事にいたしますと、やはり特別の仕様がいるわけであります。

例えば、刻み食になったりとか、また栄養のバランスを考える、そして薄味にするとか、

いろんなそういう高齢者の食事に合った健康的な食事というようなことで取組が進めら

れているというふうに思うわけであります。 

   そういう中で、ＪＡのふれあい給食は先進でありまして、本当に味がよくておいしい

ということで評判だったわけでありますが、毎日配食となると、そこだけではとても足

りないということで事業者を増やし、そして、今では４事業者が参加をしているという

状況の中で、いろいろとばらつきはあるようでございますけれども、しかしながら、一

応は600円近くのお弁当ということでございますけれども、しかしながら、この見守り

配食という、この意義にのっとっていけば、私は今回のこの物価高の折になぜ50円引き

上げるのか、こういう高齢者からの声っていうのはやっぱり聞き届けていただきたいと。 

   ほかの予算を見るならば、例えば子育て世帯には給食費、主食費の400円の補助とか

そういうのがあるわけです。やっぱり物価高騰での対応はされている。ところがなぜ高

齢者にはこれがされないのかということであります。それぞれ決まったお弁当じゃなく

って、いろいろ選べるようにしていき、そして、単価もいろいろと変えていくというこ

とのそれもやっていきたいというそれはそれでまたあるでしょう。ですけれども、今回

の50円アップすることによって、高齢者の負担というのはどうなるのかということでご

ざいます。やはり高齢者の方々が元気で健康的な生活をしていくためには配食サービス、

それと同時に孤独死を防ぐとか、そういう意味でも配食サービスの見守り活動というの

は意義があるわけです。そうした点におきまして、今回の引上げを機会にこれを断って

いくと、そういうことのないようにすべきではないかと思うわけであります。 

   ですから、その点について、やはり私は再度見直していただき、そして引上げ、据え

置く、そういうことでやっていく、高齢者には。そして、社会福祉協議会のほうにはや

はりこれを、補助金をアップして、運営が成り立つようにすべきではないかと思います

がいかがでしょうか。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 今の50円アップをこの４月から中止につきましては、実施機関である社会

協議会にもこの議会で意見があったことをお伝えさせていただいて、考えを見直すのか、

いや、やってみるのかということは議論をしたいと思いますけど、一度やらせていただ

いて、それで利用者さんが減るようでは見守りにならないものですから、そこは見直し

を町としてもしなければいけないのかなと思っております。 

   もう一つの背景としましては、実はこの４月からなんですけども、今言った株式会社

ひなたさんが事業を辞退するという話がきておりまして、そういうのもございまして、

今言いました見守りが増えている中で多くするための価格という問題で負担というのが、

希望者が減るということであればまたこれは本末転倒でありますので、町の補助の金額

の在り方と、お弁当の単価の考え方、４月から見直しが止められるかどうかはここでは

ちょっと御答弁はできませんけども、御意見をいただきながら見直すタイミングという

のは、もしかすると４月はやらせていただいて、その先にまた考えを見直すというよう

なことも本日の意見をもって議論していきたいと思いますので、今この時点では一応社
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会協議会と御意見があったことをお伝えさせていただいて、検討はさせていただきたい

と思います。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 この見守り配食事業というのは、やはりボランティアにも支えられてい

るわけです。本当にいろんな方の支援があって成り立っている、それと同時に、こうい

う宅配弁当をやってる事業者も参加をされている、そういう中で高齢者の見守り活動が

行われているという、こういう福祉施策にのっとって行われている事業でありますので、

これはやはり行政が責任を持って支援をしていく、そういうスタンスに立つべきだと私

は思います。 

   今本当に物価高騰で生活が大変です。ましてやこの宅配給食を利用されている方たち

は年金暮らしの方、自分では調理ができない方、一人暮らしの方、いろいろと制約の、

本当に限定された方たちへのサービスになってきている。そういう人たちを値上げとい

うことによっていじめるのかと、こういうことを言われる人もいるわけです。やっぱり

こういうときにこそきちっと手当をすべきじゃないかと、それが福祉の心ではないかと

いうふうに言われるわけでありますので、やはり私はこれは早急に見直していただいて、

高齢者の負担増につながらないようにしていくべきだというふうに思いますので、その

辺のところ、よろしくお願いしたいと思います。１回実施してからではこれは遅いわけ

であります。それで、本当に４月３日からの宅配になるというふうにお聞きをいたして

おります。ですので、その辺はまだまだ今からでも十分間に合いますし、ましてや、こ

れは事業者、調理をする、お弁当をつくる業者もやっぱり物価高騰で大変な時期であり

ますし、そういうところから撤退をしたいということも分からんでもないわけでありま

す。ですからそういうときにこそやっぱり行政の支援というのが必要なときではないか

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   次に、長嶺北部地区福祉医療ゾーンコース開発構想でございます、同じく83ページで

ございますが、ここにおきましては、私は本当に見切り発車だと言わざるを得ない状況

だというふうに思います。先ほどの伊澤議員からの質問等にもありましたように、高い

土地を買って、わざわざ高い造成費も払って、なぜここでやらなければならないのかと

いうのが分からない。もっとほかのところも検討しながらというようなこと発言してま

いりましたが、そういう候補地のいろいろ検討するということもされなくて、そしてボ

ーリング調査をして、そしてもう見切り発車という状況じゃないかと言わざるを得ない

わけでありますので、その辺のところ、本当にこれでいいのかというふうに指摘できる

ものであります。これからどんどんお金をつぎ込んでいかなければならないわけであり

ますので、そうした点におきましてやはりこの土地選定に当たっては、本当にじっくり

と考えていく必要があるし、何よりも税金をつぎ込む事業については、やはりそうした

点でも検討していくべきではないかというふうに指摘するものでありますが、いかがで

しょうか。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 この長嶺北部地区を選択をして提案させていただいている背景につきまし

ては、令和４年の２月14日の私の拙い文書のほうで背景と理由については述べさせてい
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ただきましたので、またこの場で長いお話をするのは避けさせてもらいますけども、こ

れまでの協議会でも説明をさせていただいたように、じっくりやれるものではないもの

がございまして、協議会で御説明したように、圏域の会議でこの100床を検討すること

自体が令和５年度が最後の状態という、最後の時間ということでありまして、それを過

ぎたときにはその先のこの100床の誘致自体を立案することができないというのも御説

明をしてきました。だから見切り発車したのかということではございませんけど、説明

がしっかりされてなかったということについては以前も反省の弁を述べさせていただい

たところでございます。 

   いずれにしましても、この令和５年度仮に進めさせていただくについても公募して、

業者が手を挙げなければそもそも長嶺北部地区の構想自体変更が求められることにもな

りますので、そのあたりは公募させていただいて、事業者が決定できたときにまた御報

告をさせていただきたいと願うものでございます。 

   ですから、ゆっくり再度場所を見直すという御意見は以前から聞いておりますけど、

その背景の中には障害者支援施設についてもタイムリミットがあるというのは説明をさ

せていただいたので、そのほかをフラットのところで探すということができないわけで

はないんですけども、今の相手方と圏域の協議会からするとゆっくりできないという事

情もあるというところで御理解をいただきたいと思います。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 そもそも論に入っていくわけでございますけれども、一つだけ言わせて

ください。そもそもこういう造成のかかる地域を選ぶこと自体がおかしいわけですよね、

じゃあ、町民が納めた税金をどう使って、湯水のように使っていいのかと、そういうと

ころに計画していいのかというふうになるわけです。じゃあ、そこをやらざるを得なか

った状況があったんじゃないかって、そこに縛られてるからここが全く見直す気もない、

こういうふうに言わざるを得ないというようなことであります。やはり本来計画するな

らば、もう少し安価で、造成もそんなにかからない、そういうところを必死になって探

すんですよ、普通は。それがなされなくって、議会の声も聞かず、どんどん見切り発車

をしていく、私はそこに町の姿勢が、本当にこの姿勢でいいのかというふうに言わざる

を得ない。これを指摘しておきたいというふうに思います。 

   次に、85ページであります。 

   高齢者の福祉タクシー助成についてお聞きしたいと思います。 

   これは初乗り運賃の助成の15枚600円、540円、これをプラスをして対象者宅とＪＲ３

駅との区間運賃の全額助成とされたわけであります。これは令和４年度に充実という意

味でやられたわけでございますけれども、この点で利用して、令和４年度に利用された

のはどれぐらいあるのか、お聞きしたいということと、それから今回同じように、この

デジタル化タクシー料金助成事業というのも同じように993万3,000円上げられているわ

けでありますけれども、この辺についての説明も同じくいただきたいというふうに思い

ます。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 施策に対する御指摘につきましては御指摘として受け止めさせていただき
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ます。 

   それから、福祉タクシー、今の話を聞きますと、具体的には在宅高齢者外出支援タク

シー、高齢者のほうのタクシーということで議会で御答弁をさせていただきます。 

   まずは令和３年度の実績につきましては、予算に対して執行額の合計額が141万円程

度でございます。予算に対しての執行率としては28％ぐらいで、利用者につきましては、

最終的に427人でございます。これは令和３年度で、令和４年度の状況ですけども、１

月末までの現在の状況で執行額のほうは200万円というところです。 

   それと、ただこれとは別に、今の200万円というのが初乗りのほうの執行率、執行額

が200万円程度、それとは別に３駅のほうの執行率が78万円ぐらいありますので、トー

タルではそれを足したものになりますので、令和３年度に比べればやはり３駅タクシー

無料化というイメージですので、この執行率はある程度伸びたというふうに言えると思

います。 

   利用者につきましては、こちら487人というところで、利用者も増えている状況にご

ざいます。 

   もう一つのほうのデジタル化タクシー利用助成事業といいますのは、現在イメージと

しては、令和４年度、３駅で無料のチケットを配ることでもっと執行率が上がるかと思

いましたが、意外に伸びなかったというところがございます。ですので、これも外出支

援の事業として固定することなく、御意見もいただきながら免許証のない方にも対象に

したりとかする中で、一部無料にすることで利用率が伸びるのかということも試してき

たものでございます。 

   このデジタル化タクシー利用助成事業については、今現在、県の補助事業を考えてお

りまして、スマートシティ、ちょっと名前がすっと出てきませんが、100％、1,000万円

まで補助していただけるものでモデル的にやりたいなというふうに思っております。 

   これは、少々お待ちください、資料がさっと出せなくて申し訳ないんですけど、スマ

ートシティモデル事業というところでございます。これが1,000万までの100％事業で採

択されればですけども、これで何がしたいかというと、まずは今は初乗りということと

ＪＲは無料ということなんですけど、その助成自身も、例えばイメージ、ＦＮＣカード

というものらしいんですが、かざすだけで決済できる、ＴＯＩＣＡだとか、ｍａｎａｃ

ａとか、そういうものと同じような仕組みだと思うんですけども、利用者さんにそれを

使ってもらうことで一定の料金から使っていけるというような、簡単に使っていけると

いうような仕組みもできないこともない、または１回1,000円までとか、2,000円までは

使えるというような、いろんな仕組みができるんですけども、それを令和５年度にモデ

ル事業としてモニターさんを集めて何人かに使っていただいて、幸田町においての高齢

者のタクシーが、どういうモデルが好まれるのかを実証してみたいなと。このメリット

は何かというと、利用者にとってはいろんな条件なくそのカードをかざせば簡単に使え

るということにする。イメージとしてはシステムのほうに情報を持っているので、カー

ドを、今は券を紛失したらもう再発行はしないんですけど、なくされたとしてもデータ

は元に残っているので、カードを再発行すればまたそこから使えるというようなものと、

それから、タクシー会社にとっても今は乗ったところ、降りたところだとか、金額を書
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かなくてはいけない、その一枚一枚のチケットを月で事務的にまとめて請求額を算出し

て請求書を町に送るっていう、そういう紙ベースの事務をして、幸田町は幸田町でその

一枚一枚のチケットが集まったものと請求書を検算をして請求が合っているかどうかを

確認をして毎月の支払いをしている。これらの事務的な負担、タクシー会社の負担、町

の事務的な負担もこのモデル事業でそういう仕組みがつくれないかというものとしての

予算でございます。ですので高齢者のタクシーチケットが来年すぐ変わるわけではなく、

70歳、80歳の方に一度モニターさんに集まっていただいて、今後のタクシー助成の在り

方についてを一度モニタリングしてみたいというのが愛知県の採択を受けるということ

も前提にはあるんですけども、デジタル化タクシー料金助成事業というものでございま

す。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 そうしますと、そのモニターさんがそのタクシーを使うと、全て行き先

は無料になって、どこでも行き放題というような、そういうカードになるということで

しょうかということと、それから対象が、これは高齢者とは限らず、70から80と免許返

納とかいろんな方がタクシーを使われるわけでありますので、そうしたモニターの方の

人数はどれぐらいなのかということをお聞きしたいと思います。 

   それから、この高齢者福祉タクシー助成とは明らかに違っているわけでございますが、

この高齢者の福祉タクシー助成がなぜ低調なのかというその背景も考えたことがおあり

でしょうか。一つには、ＪＲへ行く方については無料としたということでありますけれ

ども、そういうことです、少しは増えたわけであります。それで、この予算は500万円

を取っているわけですけれども、本当に困っている高齢者のためになぜこれがもっと増

額できて支援できないのかと、私はこれを言いたいわけです。新しい事業にはどんどん

つぎ込んでいく、その実証実験といってつぎ込んでいく。ところが本当に困ってる人が

病院に行きたい、時間をやっぱり使わずに直行で行きたいと、そういう願ってる人たち

に対しては制限がある、枚数に制限がある、こういうこのアンバランス、本当に困って

いる人に対しての支援というのが、私はこれは福祉タクシー助成じゃないかと思うんで

すね。ですからその辺でいうと、例えば障害者の方のように、もう少し増やしていく、

せっかくの予算を取ってあるわけですから、目いっぱい使えるように、喜んでもらえる

ようにすべきではないかな。そのためには障害者の方たちには３万6,000円分になって

いるわけです、別に多いとは思いませんけれども、それでも１万円よりははるかに使い

やすいわけですよね。その辺をもう少し助成金のアップ、チケットのアップ、その考え

があるかないかお尋ねしたいと思います。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 まず、このデジタル化のタクシー料金助成事業については、実証実験とい

うことで将来80歳になるであろう、これからの70代というイメージで70という表現をさ

せていただきました。令和５年度の外出支援タクシーの対象者は昨年同様80歳以上の方

でありますので、少しお間違えないように御理解いただきたいと思います。 

   モデルとして実証するには、これから80歳として対象になる方にも使っていただいて、

少し若い方にも使っていただいて、これからのデジタル化にとっての御助言をいただき
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たいものですから今対象とさせていただきました。 

   どこまでか、これは一つの問題です、委員おっしゃるとおり。今は初乗りはどこで利

用してもいいんですけど、タクシー会社が契約が決まっていますので、名古屋にそのタ

クシーがいなければ初乗りも使えないんですね。だけど、聞くところによれば豊川とか

では、遠鉄タクシーさんとかが契約してくれているので、豊川の駅から病院までとか、

初乗りを使っておられる事実もございます。それで、要は町外までのエリアになると、

委員おっしゃるとおり、今の500万円の予算では、もう少し岡崎まで行けばかなりの料

金になってしまうので間違いなく足りなくなってしまいます。 

   例えば、一つのこれはあくまでもモニターさんに意見を聞いて、今後施策としていつ

からということも決めていませんが、一つの考え方としては、町内であれば、例えばど

こまで行ってもいいよと。ただし、カードの上限金額は設けますよと、その中であれば

好きなところまで行けるという、そういう企画にするのも一つだと思います。 

   いや、町内だけじゃなくてさっき委員会でおっしゃいましたように、町外にもスーパ

ーで町民がよく行くところがあるんだということになると、町内というルールを外すと

やはり１回の最高料金の設定を設けないとなかなか仕組みとしては成り立たないんでは

ないかというところも議論がありますので、そのあたりを今委員のおっしゃった意見も

含めまして、令和５年度にデジタル化も含めて見直しをする機会にできないかなという

ことで、この愛知県のスマートシティモデル事業を使って利用できないかという提案で

す。こもってる方に対してその500万円の予算を増額できないかという御提案、補助金

アップで予算を上げてほしいという御提案は福祉課にとってはありがたい話でございま

す。それらも含めまして、現在は当初予算500万円で提案させていただいておりますの

で、将来、使いやすいものを使っていった先にもう少し助成をということが求められる

ときにはそういう判断をさせていただきますが、しばらくはまだ執行率が100％到達で

きていないので、それができるようにしたいと思います。委員がおっしゃるとおり、な

ぜ低調なのかというと、行きたいところにいけないからというのも一つありますが、今

まだ現在元気な高齢者で、車に乗っておられる方もあって、お守りのようにお持ちの方

もいらっしゃるというアンケート結果もありますので、それらも含めまして予算の規模

を、障害者の３万5,000円というのもございますので、それも参考にどのあたりがいい

のかというのも検討の一つとして引き続き毎年課題としてよりよいものにしていきたい

と思います。 

   以上です。 

委員長 モニターの人数は。 

   健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 モニターの人数につきましては、この愛知県のスマートシティモデル事業

自体がどういう提案で通してもらえるのかというところをまだ実はしっかり勉強してお

りませんで、今は私個人的な当初の案としては、そんな大勢じゃなく10人とか、20人と

かというイメージでしたけど、これは私の単なる私案であり、愛知県がこのモデル事業

を認めるに当たっては、最低50人はいなくちゃいけないよというような、そういうよう

な内容であれば採択をいただくためにはその内容に従って企画をしたいというものなの
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で、今現在何人でというのは決まっておりません。 

   以上です。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 そうしますと、まだ決まっていないのに予算にあげたんですか。別に悪

いとは言わないわけですけれども、説明もできないようなものをなぜ予算にあげるのか

と、これ種まきですか。 

   それで、先ほどの高齢者福祉タクシー助成、私は別にこの500万円を増やせとは言っ

ていません。この500万円をやっぱりちゃんと使えるような、そういう助成の仕方にす

べきじゃないかということを言ってるわけです。それで、福祉タクシー助成を使う方は

限定されてるわけですよね。80歳以上の高齢者で車に乗らない方、そういうふうにいろ

いろ限定されている、それで、免許返納した方にはまだまだ遠い道のりだと、こういう、

こうした方たちの、やっぱり本当に困ってる人が本当に目的地に行ける、そういう福祉

タクシー助成にすべきじゃないかなと。そのためには、やっぱり使い勝手のよいものに

していく、そしてまた高齢者は結構病院に行きますし、また一人暮らしの方たちは買い

物も行ったりとか、そういうふうにしながら活用されているわけですよ。ですから、そ

うした方たちが本当に生活に困らないように、障害者の方たちと同じぐらいの助成額に

引き上げてはどうかと。車を持ってる方は車で移動されるわけですので、そうした点に

おきましてやはりもう少しその辺の使い勝手のよい、気兼ねなく使える金額、そういう

ようにしていくべきじゃないかなと。それと同時に、免許返納をされた方たちへも同じ

対象者として加えていく、そういうタクシー助成にしていただきたいということのお願

いであります。 

   このデジタル化タクシー料金の助成事業というのは、これは993万3,000円ということ

で予算はあがっておりますけれども、これはまだ県の国県支出金特定財源の中には盛り

込まれていない。採択があってから補正であげていくというようなスタンスに立ってい

るのかどうか、お尋ねしたいと思います。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 スマートシティモデル事業につきまして人数が決まってないのになぜこの

金額かといいますと、利用者の利用料金という意味でこの金額があがっているものでは

なくて、システム開発をしていただくための料金でございまして、モニターが10人、20

人だからといってこの料金が変わるものではなく、あくまでも今言ったＩＣカード的な、

ＮＦＣカードを利用するような仕組みづくりを考えてくれる業者にお願いするものでご

ざいますので、なので、この金額というのはそのシステム開発に必要な金額ということ

でございます。ですから、モニターについては若干の上限は変わりますけども、県の採

択を受けられる内容に使用をさせていただいて、申請をしていきたいと思っているもの

でございます。 

   それから、高齢者の外出支援タクシーの使い勝手のよさにつきましては、私どもも当

然使い勝手がいいようになるようにと思っておりますので、段階的に軟化をさせていき

たいとしておりますので、それをそのためにも、増えてきたときに、事務的にタクシー

会社も福祉課も事務が煩雑にならないように、この補助金を使ってデジタル化をできな
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いかと思うものでございます。 

   この予算は当初予算にあがっておりますので、あげさせて要求させていただいており

ますので、採択されなかったときについては、その後に補正するというものではなく、

当初予算としてお認めいただいて、採択をされれば執行がされないというふうに、採択

にすると県の事業でできることになりますので、このお金は使わなくてよくなる場合が

あるというふうに考えております。採択されなかった場合に町単独でやっていくかとい

うことについては、今この時点で要求してる時点ではそう考えてなく、採択されるつも

りでやって、採択されるように申請を出していきたいと思っておりますので、そういう

ふうに御理解いただければと思います。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 分かりました。 

   次に、認定こども園等の支援事業についてお聞きしたいと思います。 

   89ページであります。 

   この認定こども園等につきましては送迎バスが利用されているというふうに思うわけ

でありますけれども、この送迎用バスの中での置き去りによる死亡事故等が多発をした

ということで、国のほうでブザーの設置というのを支援をしているわけでありますけれ

ども、こうしたことが町内の幼稚園や認定こども園等で起きないように、そういう取組

というのがやられたかどうか、やられてなかったら、やはり予算の中で対応しながら国

もこのような支援をしておりますので、やっていくべきじゃないかなというふうに思い

ますが、その点については各園ではどのような対応をされているのか、お尋ねしたいと

思います。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 通園バス対策の件でございます。 

   置き去りがあったということで、これに対するブザー等の補助の関係の御質問でござ

います。 

   まず、９月12日、県から通園バスに関する点検項目の調査というものがございまして、

あけぼの第２幼稚園、幸田みやここども園、それから、あけぼの第１幼稚園、たつみ幼

稚園、こちらの調査をさせていただきまして、調査内容につきましては、運転手のほか

に職員が同乗しているのか、子どもの下車後に車内を見回っているか、乗車名簿を作成

しているかといったところの聞き取りをさせていただいたところ、現在のところ置き去

りにすることはなという状況であることを確認をさせていただいたところでございます。 

   ブザーの設置等の取組につきましては、国や県からも情報をいただいておりますので、

情報の提供を各園にさせていただいておるところでございますけれども、今のところそ

れに対して何か導入をという話はこども課にはお聞きしておらないところでございます。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 この送迎用のバスのブザー設置費用につきましては、国のほうで子ども

の安心・安全対策支援パッケージの推進ということで推進をしているわけであります。

今のところ必要ないというような答弁だったわけですけれども、しかしながら、やっぱ

り安心感で、もしかしたらそういう置き去りということもあるかもしれないわけであり
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ます。そういうことでやはり子どもたちが安全なようにそうしたブザーを取り込んで知

らせる、そういうのでやっているわけでありますので、やはりこれは設置義務じゃない

んですけれども、そのようにやっぱりきちんと促していく、その方向の取組ができない

かということでございますけれども、いかがでしょうか。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 今も人的な確認という形で進めておるかと思いますが、それにプラスア

ルファこういった機器的な機器、ヒューマンエラーもありますので、こういった機器を

使うことによってさらに安心感が深まる、もちろんそのとおりだと思います。再度各園

にまたこういうものがあるよということを周知をさせていただきたいと思います。 

委員長 ここで、途中ではありますが、10分間の休憩といたします。 

                             休憩  午後１時４７分 

                             再開  午後１時５７分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   12番、水野君。 

12番水野千代子君 まず帯状疱疹のワクチン予防接種事業についてお伺いをいたします。 

   議案説明書のほうの28ページでございます。 

   午前中でも細かいことは質問されましたので、それ以外で質問させていただきたいと

思います。 

   この助成の人数、また金額等については岡崎の医師会と決めたということをお伺いを

したわけではございますが、例えば岡崎管内だけではなくて、蒲郡市とか、西尾市で診

療をされている方もいらっしゃいますが、そういうところへ行ったときでも同じ額の助

成がされるということで理解してよろしいか、まず一点お伺いをいたします。 

委員長 健康課長。 

健康課長 委員の言われる岡崎市医師会管内での助成だけかということでございますけど、

こちらについては、金額の設定をさせていただくときに御相談させていただいただけで

ございますので、町外、町内関係なく、県内関係なく、助成する予定でございます。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 ありがとうございます。そのようにお伺いをして安心をいたしました。 

   そして、この予防接種でございますが、不活化ワクチンと生ワクチンがあるというこ

とで、助成金も違うわけです。ここに書いてあるように、医療機関で相談をして、どち

らを接種するかを決めてくださいというふうになっているわけでございますが、その医

療機関に行って、自分がこちらの生ワクチン、また不活化ワクチンをしたいというとき

に希望を言えば、ある程度医療機関で聞いてもらえるものなのかどうなのかということ

を、まずお伺いをいたしたいと思います。 

委員長 健康課長。 

健康課長 帯状疱疹ワクチンにつきましては、受けられる医療機関、受けられない医療機関

あるかと思いますが、そういった中で、希望すればということでございますが、希望に

よる、沿えるもの、ドクターの指示によるものというのもやはり若干あるかと思います

ので、その辺を御相談していただいた上で決めていただくっていうのが基本的なことで
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ございますので、必ずしもこちらがいいからっていうことに、御希望に沿えるかどうか

はちょっとドクターの判断になるとしかちょっとお答えができないもので申し訳ござい

ません。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 どういうことかっていうと、やはり私は不活化がいいな、生がいいなと

あるというふうに思うんです。例えば自分のかかってるところの診療所へ行ったときに

は、私の診療所はここしか、このワクチンしかやっていないよと言われたときに、次の

ところを探さなきゃいけないわけですよ。そういったときに、もし分かりましたら、こ

の予算が通って周知するときには、例えばこの医療機関はこれとこれは大丈夫です、両

方大丈夫ですよとか、ここは不活化ワクチンしか駄目ですよとか、生しか駄目ですよと

か、そういうことも例えば情報で提供していただけるとありがたいかなというふうに思

うわけでありますが、その辺についていかがでしょうか。 

委員長 健康課長。 

健康課長 委員おっしゃられるとおり、医院によってはどっちかしかやってないっていうの

はございます。ちなみに、刈谷市さんのホームページを見ますと、どちらが打てるか、

こういったＰＲもしています。そういったもところを参考にしまして、この医院ではこ

っちが打てるよ、両方打てるよっていうのを周知してまいりたいと考えております。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 ありがとうございます。ぜひそのように情報を提供していただきたいと

思いますので、お願いいたします。 

   それから、あとはその情報提供もう一つちょっとお伺いをしたいというふうに思いま

す。 

   先ほど課長の答弁では、そのワクチンによって次の発症予防効果というのがあるとい

うふうに思うんです。それが、私がちょっと調べたところによりますと、不活化ワクチ

ンのほうはもうワクチンの予防接種すると発症予防効果が約97％あると。反対に、生ワ

クチンの方は１回やって、発症予防効果は50％か60％だということを私は調べたわけで

はございますが、その辺についても情報提供がされるといいかなというふうに思うわけ

でありますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

委員長 健康課長。 

健康課長 生ワクチン、不活化ワクチンによって予防効果が違うというのは検証されてもう

既におるところでございます。見るサイトによって違うわけですけど、委員おっしゃら

れたように、当然生ワクチンのが低くて、不活化ワクチンのほうがかなり予防効果があ

るということが出ておりますので、こういったことを踏まえてホームページ等で周知し

てまいりたいと考えております。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 よろしくお願いいたします。やはりどちらかによって負担額もかなり違

うわけでありますので、その辺も併せてきちんとした情報提供をお願いしたいというふ

うに思います。 

   それから、もう一点ですが、ちょっとこれは不確かでございますが、愛知県のほうが
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帯状疱疹ワクチンの予防接種事業をやられるとか、これから予定するとか、ちょっと聞

いたことがあるんですが、その辺についての何か情報提供がありますでしょうか、よろ

しくお願いします。 

委員長 健康課長。 

健康課長 愛知県のほうが、帯状疱疹ワクチンについて町村に対する補助があるかというこ

とでございますが、今のところ県からそういう情報はいただいておりませんが、アンテ

ナを高くして、そういう情報がありましたら当然幸田町は実施していくものですから、

補助金申請してまいりたいと考えます。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 よろしくお願いいたします。アンテナを高くしてお願いいたします。 

   次に、その隣の29ページのところに、出産子育て応援事業がございます。令和５年度

では一般財源が618万円で、当初予算で3,940万云々が予定をされております。これは本

当に妊娠から子育て支援の伴走型の支援ということで、令和４年度から実施をされてい

るものでございます。前のときの報告では、令和４年度の出産が450人、また、妊娠届

が220人を今支給が進みつつあるということを聞いたことがあるというふうに思うんで

すが、既にもう支給が始まっておりますが、順調に支給をされてるかどうかというのを

確認をさせていただきたいと思います。 

委員長 健康課長。 

健康課長 現在の出産子育て応援給付金の支給状況でございます。 

   ２月の終わりにこの対象者の一部の方に対しまして、現在１期目として郵送したとこ

ろでございます。100名程度だったと思いますけど、今現在回収をしておりまして、初

回に回収できて、書類がちゃんと整っていた方、例えばアンケートがあるだとか、申請

書のところに口座名がある、口座の情報がちゃんとコピーされているかと、そういった

ことを確認しまして、現在、昨日支払いを10名の方に30日、この今月30日に支払うとい

う状況でございます。作業が遅れてるのはシステム導入がやはり遅れておりまして、手

でやると、その20名の方に支払うだけでも、システムがないと２時間、３時間かかって

しまうと、二重三重のチェックをして支払いの間違いのないようにしておるわけですけ

ど、やはりシステムに頼らないところですとマンパワーでやっても時間がかかってしま

うのでそういったところでございます。１回目を30日に20人の方に支払う予定で、今現

在進めておるところでございます。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 確かシステム改修をやられたというふうに聞いてるわけですが、それが

うまく働いていなかったっていうことなのでしょうか。それともまた今その改修がいつ

頃ならできるんでしょうか、お聞かせ願いたいと思います。 

委員長 健康課長。 

健康課長 システム自体は今現在発注しておりまして、業者とやっておるんですけど、まず、

いち早く支払いたいということで、１回目を早く払いたいということでシステムには頼

らずにやってみたというところが実際のところでございます。システムについては導入、

今月末で今調整しておりますので、それに向けて業者と今、うまく連携ができるように、
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財務会計システムと連携できるようにということで調整、最終段階に入っておるところ

でございます。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 ありがとうございます。本当にもう出産された方、また、出生届出され

た方、このお金を楽しみにされておりますので、ぜひとも早くお手元に支給できるよう

に努力をしていっていただきたいと思います。 

   それから、また新年度につきましてもこの予算がついております380人ぐらいを予定

しているということで、この方々も本当に楽しみにしておられますし、この金額を使い

たい目的ももう決まってるかというふうな人もいるかと思いますので、ぜひとも早く手

元に支給できるように努力をしていっていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

   次に、予算議案説明書の説明資料の26ページの農福連携コーディネート事業でござい

ます。 

   これは新規で100万円がついております。これは農福連携といって、障害者の方々が

農業分野でお仕事することによって働き方の改革だとか、また、その自分の健康だとか、

そういうものをつくっていくものでございます。新年度につきましては、耕作計画等を

つくるということのお金でございます、金額でございます。 

   この障害者の対象人数というのはどのくらいかということをお聞かせ願いたいのと、

あとここの説明会資料の中では、障害者の支援拠点である障害者地域活動支援センター

の周辺農地にというふうに書いてあるわけではございますが、この周辺農地というのは、

候補地というのはもう決まってるんでしょうか、お聞かせを願いたいと思います。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 農福連携のコーディネート事業ということで、目的としましては幸田町の

障害者が活躍する場所としてどういう農業が適当なのか、またどういう事業所の障害者

の方が活躍できるのかというのをプロの方に見ていただいて、その可能性についての助

言をいただく、そういう方を探してコーディネートしてもらうという事業でございまし

て、それは概算で100万円ということです。 

   その場所としまして、地域活動支援センターの周辺に、実は幸田町の町有、福祉課所

管で持っている畑が１筆と、それから、幸田町に無償で貸していただける一般の方の畑

がございまして、その２筆を地域活動支援センターで使っている場所があります。その

周りに草が生えてしまって使っていない農地とかもありますし、つい先日、隣接する畑

をやっておられる方から使わないかというような御相談もあったこともありまして、計

画のプランとして考えてもらいたいのは、地域活動支援センターの隣接する農地を活用

することと、障害者の今人数という話でしたけど、これもそのコーディネーターさんに

幸田町の障害のある方を資料としてお渡しさせていただいて、このフィールドで障害の

ある方が活躍できる農業の在り方、それから町内には就労継続支援Ｂ型というサービス

の事業所を持っているところが３か所ございますので、その方たちの確か人数が四、五

十人いらっしゃると思うので、町内の就労事業所で通ってる方たちと、町外で通ってる

方たちも対象にすると100人ぐらいいらっしゃると思うんですけど、対象者はそのぐら
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いをイメージ、ただ、その方たちが望まれるかどうかは別なんですけども、コーディネ

ーターにその情報を提供して、また、事業者にも参画するかどうかというのも提案する

上で、フィールドとしては地域活動支援センターの周辺農地がもし利用できるならどん

なことができるのか、そこでやった農業を、農業といってもそれが園芸なのか、作物な

のかというのも含めて、障害者が活躍する農福連携自体をコーディネート、立案してい

ただいて、将来の可能性を構想してもらいたいというもので、すぐ何か事業がこの場で

起こるというものではございません。一つ、こういう構想のプランをコーディネートし

てもらうものでございません。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 ありがとうございます。まずはコーディネーターをお願いをして、こう

いうフィールドで何ができるのかっていうのを計画してもらうということだそうですの

で、これ分かりました。ただ、今この障害者地域活動支援センターの隣、温室があって

確か園芸か何かやってみえますよね。今やってるかどうかちょっと分かりませんが、過

去はそれをやられて、福祉まつりとかそういうときに販売をしていたっていう過去とい

うのもありますので、ぜひとも働き方、働く場所を提供していただけるといいかなとい

うふうに思いますし、また他市町では本当に大きな畑を借りて、ここのところはダイコ

ンだよとか、ホウレンソウだよとやられる方もあるし、また反対に今言ったその園芸の

部門でやられているところもありますので、ぜひともコーディネーターをしっかりお願

いをして、フィールドをつくっていただきたいというふうに思います。 

   それからあと、障害者の方々ですが、こういう事業が始まりますと、ぜひとも自分も

参加したいという方もたくさんあられるかというふうに思いますので、その方たちの利

用者の方々が参加できるように、たくさんの人が参加できるような計画も立てていただ

ければありがたいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。その

点はいかがでしょうか。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 農福連携の事例としましては東海農政局がホームページでアップしており

まして、４つのスタイルがございます。直接就労型、直接農家さんが障害者と契約をす

るというものと、それから福祉完結型というのが障害者福祉サービス事業所が障害のあ

る方をその圃場で、これが今の委員おっしゃいました地域活動支援センターの中に、ハ

ウスで以前は花類を育てて販売をしていたんですけど、今は菌床シイタケをつくって、

菌床シイタケを販売しているというところでございます。これが福祉完結型でございま

す。そのほかに連携型っていうのは、これは、この辺で、三河の辺でやるとＪＡが中心

になって、要は農業者と、それから障害者事業所をつないでマッチングをして、障害の

ある方を農業の場所に派遣する形でという農福連携で、これが一般的に近隣では多いも

のでございます。 

   もう一つはグループ内連携型というのもありますけど、少しちょっと複雑になってい

るのでこれは省かせていただきます。 

   今回福祉課が提案するのは、マッチングということではなく、農業を何にするかとい

うのも一つあって、花はかつて植えたけども売るのが大変だった、シイタケもつくった
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けど、そうたくさんもないし、どこに販路をというところが、事業所さん自身が探して

いるというところもありますので、少し外のプロの方にどういうスタイルにすると活躍

する場ができて、それを売るところに困らないような形にできるのかというのを助言を

して、それに賛同できる、やはり障害者もそうですけど、障害者を今支えている事業所

さんの御理解もないといけないと思いますので、そのあたりも含めてコーディネートし

て、将来の機会を設けたいと思います。 

   これを発想する一つの背景としましては、先ほど伊澤委員の質問にお答えできなかっ

た部分がありますけど、２億2,000万円、障害者の事業に対して増額は２億2,000万円し

て、障害児の話をしましたけど、今、冷静に手元に開けるんですが、ほかの特徴として

は介護給付費とか、これは生活介護という事業所に行っている方の増額が7,900万円ぐ

らい増えておりますので、そういう意味では児だけではなく障害者のサービスも増えて

おります。 

   何が言いたいかと申しますと、障害児が増えている、その方たちが将来障害者になっ

ていく、そうすると、児童発達、放課後デイサービス、その次に就労支援、グループホ

ームというようなサービスの流れがございます。その中で、障害児が増えているという

ことは、その先に就労ということも考えていくことになりますので、就労する機会を、

プランができるものとして町としても何か地域活動支援センターを中心にできないかと

いうところでまずはプロの方の御意見を募りたいと。プロの方はどういう方がいるのか

もこれからちょっと探させていただいて、幸田町に合ったこの農福連携事業を福祉課主

催で考えてみたいというものでございます。よろしくお願いします。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 本当に初めて行う事業でございますので、しっかりとした基礎を持って、

しっかりとしたコーディネーターを立てていただいて、ビルドをきちんとしていってい

ただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

   それから、あと同じ社会福祉総務一般事業の中で子ども食堂支援補助金というのが15

万円ほどついております。この点について内容をお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。これは予算概要の16ページにございます。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 この15万円につきましては、現在も今言いました地域活動支援センターを

指定管理で運営しております、社会福祉法人愛恵協会が主催で、子ども食堂を運営して

３万円、令和４年度予算では３万円の支援をさせていただいております。 

   これにつきましては今の要綱上３万円としていますけども、５万円にしまして、実は

今年度情報提供いただいたものに、町内で子ども食堂を２団体ですか、やっているとい

う情報を企画部のほうからいただいております。こうた環境ネットワークさんと、それ

からちばる食堂さんでやっておられるものがございます。 

   この15万円の根拠は、もし私どもの福祉課主催の子ども食堂の補助金交付要綱に基づ

く助成の御案内をしたときに申請をしていただけるのかなというふうに思っていますけ

ど、ついては、３万円は集いの家でカレーをつくっていただいて、そのカレーの具材も、

先ほど言いました畑でとれたもの等から、フードドライブでいただいたもの等で使って
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いますので、それではそのほかの団体は難しいのかもしれないので、気持ち増額をさせ

ていただいて、５万円の補助額にして、最低でもきっと３団体からの申請はあるであろ

うという予算でございます。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 分かりました。ちばる食堂と環境ネットワーク、あと愛恵協力ですかね。

それで、５万円ずつということで、３団体ということで15万円の当初予算をつけてよと

いうことでよろしいか、再度お聞かせを願いたいというふうに思います。 

   それから、あと次に緑のふるさと協力隊事業負担金、予算概要の24ページでございま

す。 

   これは確か新年度では３年目になるかなというふうに思うわけでありますが、この内

容についてお聞かせを願いたいというふうに思います。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 ３団体というのは決定ではなく、要綱を４月１施行で新たに制定しようと

しております。それで、広報等にも、この要綱に基づく補助事業を啓発してというか、

周知をしてまいりますので、もしかすると今後やってみようという団体が増える場合が

ございます。そのときには予算が不足する場合には補正のお願いをすることもあります

ので、３団体が決定ということではなく、要綱に基づいて募集をかけて、子ども食堂を

やられる方に対して年間５万円という形で助成をする事業でございます。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 緑のふるさと協力隊事業についてでございます。 

   こちらにつきましては、委員おっしゃっていただいたように、令和３年度より取り組

んでおりますので、令和３年、４年として、来年度から３年目といった事業でございま

す。 

   内容につきましては、農山村の現状や暮らしに関心を持つ都会の若者が地方の住民と

なって暮らしながらその地域のお手伝いに取り組む、こういったことを通して地域の魅

力を再発掘をしたり、地域の活性化につなげるといったようなものでございます。 

   繰り返しになりますけども、幸田町については今年度で２年間終わっております。今

年度が29期の隊員ということになるんですけども、実は昨日、無事に幸田町を離れまし

て、今週末に東京で最終的な報告会がございますけども、そこに向けて今実家のほうで

最終の準備をしながら最終報告を待ってるという状況でございます。 

   こちらにつきましても同じように来年度も取り組みたいといったことで、金額的には

645万5,000円をあげさせていただいています。内容的には、活動に係る負担金といった

ことで、幸田町シニアシルバー世代サポート推進協議会、こちらのほうへ500万円を例

年どおり活動に伴う負担金ってことで納めると。 

   それから、もう一つは受入れに伴う負担金ということで、こちらについては隊員の派

遣元であります特定非営利活動法人、地球緑化センター、こちらのほうへ145万5,000円

を納めて、その活動に係る経費と、その受入れに係る経費、合わせてまた１年間活動し

てまいりたいというふうに思っています。 

委員長 12番、水野君。 
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12番水野千代子君 ありがとうございます。本当に緑のふるさと協力隊の方々が幸田町の魅

力を発信をして、全国に発信をしているのかなというふうに思うわけでございますが、

その辺の効果というんですか、その辺の効果がこういう形での効果が出たようだとか、

例えば全国にいろんな幸田町を発信を、魅力発信をされて、その答えというんですか、

そういうのがもしあられたら教えていただきたいと思います。報告会があるようでござ

いますので、その報告会の内容等もまた何かしらの方法で私達たちに知らせていただけ

ればありがたいかなというふうに思うわけでありますが、その辺についてのお考えをお

聞かせください。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 これまで今委員おっしゃっていただいたように、この隊員が幸田町の情報

をいろんな形でいろんな場所で発信をしてくれる、これは一つ大きな狙いであります。 

   具体的には、今年度の29期の隊員につきましては、ＳＮＳを使って、インスタグラム

と呼ばれるものを使って、１年間で180ほどの投稿をしておっていただきます。こちら

については幸田町、この緑のふるさと協力隊そもそものいわゆるその遠く離れた地方都

市ということでもなく、適度な田舎具合、適度な都会具合といったこともあって、それ

が功を奏して、今いろんな種類の活動をしてもらっております。そんなこともありまし

て、その活動の内容を本当にたくさん発信をしていただいております。 

   今手元でもフォロワーが380人ほどもいるといったこともありますので、こういった

方はどういう方かというのはちょっと分かりませんけども、こういったところを見ても、

本当に１年間を集中して情報発信をしていただけたかなというふうに思っております。 

   もう一つ、最後言われた報告会の関係ですけども、例年はコロナのこともありまして、

現地での開催をライブで発信をしていただいたようですけども、そういったものも今年

度どうもないということも聞いておりますので、編集されたものが公開をされるのかな

といったところで、我々としてもその辺のあたりの情報を待ってる状況でございます。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 ありがとうございます。今ＳＮＳが本当にすごい効果があるというんで

すか、それぞれ対面で会って話すよりも、この発信を１本ぽっと押せばもう全国でフォ

ロワー数が伸びてくるという、そういう時代もありますので、ぜひともいい効果が得ら

れますように、特に180回投稿されたということで、約２日に１は回投稿されてるのか

なというふうに思いますので、ぜひとも新年度の協力隊の方にもその辺についての協力

をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

   そして、もう一点でございますが、概要の26ページであります。 

   林業振興一般事業の中で、今回、新事業が４つ入っております。この４つを足します

と1,700万円ほどになるかなというふうに思うわけではございますが、この辺について

のそれぞれの詳細をお聞かせを願いたいというふうに思います。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 まず、緑のふるさと協力隊の関係でありますけども、こちらについても、

来年度も１人今隊員を派遣してほしいということで依頼をしてございます。当然若者が

来ていただきますので、そういったＳＮＳとか、そういったものは得意なほうかなとい
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うふうにも想像もできますので、しっかり発信していただけるようにお願いもしていき

たいなというふうに思っております。 

   それから、森林の関係でございます。 

   こちらにつきましては新規事業４つということで今あげさせていただいております。

こちらが、順番にちょっと似たような名称もあって分かりづらいということがあります

が、まず、森林経営計画策定業務であります。 

   こちらにつきましては、今後森林経営管理制度によりまして、自治体のほうがいわゆ

る森林の所有者に代わって管理をしていくような時代になってくるという中で、今年度、

令和４年度ですけども、町内のそういったその森林所有者のリストを手元の資料と照合

するような業務を発注をしておりまして、リストが今できてくるような状況でございま

す。それを基に、令和５年度の業務の中で、その森林所有者で今後どのように森林管理

について考えていますかといったような、そういったようなアンケートをとる、意向調

査をしていくような形もとりながら、将来的には当然そこをきれいに管理をしていくこ

とになりますので、できれば町内でどこかモデル的な地区を定めてその後、そこを施業

していくような形に持っていけたらいいかなというところの今回その策定の業務という

ことであげさせていただきました。 

   それから、もう一つですけども、森林整備計画更新業務であります。こちらも少し似

たような名前がついてございますけども、こちらについては各市町村が森林整備計画、

これは市町村が作成する森林整備の基本的な考え方やその地域のゾーニングだとか、そ

ういったものを含めまして長期的な視点に立った森林づくりの構想を示したものでござ

います。こちらにつきまして、この令和５年度に一部見直しもかけたいといったところ

であります。見直しの内容もありますけども、数値的なものの見直し、最新のデータに

するだとか、それからこの後少し述べますけども、幸田町としてやりたい、森林施策と

してやりたいこともあるといった中のそういったものを反映させたりだとか、そういっ

たものをこの中で、この森林整備計画を少し見直したいなといったところの業務委託の

費用でございます。 

   それから、３つ目であります。 

   今度、森林サービス産業計画検討業務でございます。これは300万円あげさせていた

だきました。こちらについては森林サービス産業、近年、この森林空間を利用した健康、

観光、教育だとか、多様な分野で活動する新たな産業ということで注目をされていると

ころでございます。幸田町についても先ほどのような背景もございまして、この森林を

使った何かアクションを起こせないかといった中で、幸田町のこの豊かな自然環境を生

かした新たな産業の創出といったのを目指して取り組みたいなというふうに思っており

ます。 

   そういった中で、この森林サービス産業、これを今後取り組んでいくために、推進方

法やその推進体制の検討、それから、幸田町としての森林や里山に対するそういった産

業をどういうふうに持っていくか、そういったビジョンだとか、あとは具体的にどの地

区、どこでどんなことをイメージしたらいいのか、そんなことを検討する業務というふ

うに考えております。 
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   したがいまして、この中で現状の分析、幸田町の現状の分析や、先進的事例、これ全

国的になると思いますが、先進的事例の調査、それから幸田町の里山産業のビジョンの

検討、現在でも北部地域、京ケ峰に代表される北部地域だとか、あと東部では遠望峰山、

健康の道ですね、それから西部地区では六栗でも地域の方がいろいろ活動しておってい

ただきます。南部につきましては三ヶ根山だとか逆川、深溝、恋文字とか、こういうと

こでいろんな動きがございます。そういったものを入れながらこういった可能性検討の

業務をしていきたいなというふうに考えております。 

   最後でございます。 

   あいち森と緑づくり人工林整備事業計画策定業務であります。 

   こちらにつきましては、このあいち森と緑づくり税を財源といたしまして、実は愛知

県が施行事業主体となって整備を進めとっていただきます。その整備をするに当たりま

して、現在は荻地区、健康の道の沿線の荻地区で進めとっていただくんだけども、それ

の次の候補地をどの辺りを施業して、間伐をしてやっていこうかといったところの計画

をつくるのは各市町村でやりなさいといったことがございますので、そういった意味で

の候補地を選んだりだとか、それから、その作業するエリアを決めて、どこまでやろう

かと決めたりだとか、それからその作業の方法を決める。それから、現在そこにどのよ

うな木が、どれだけ大きい木があるのかとか、そういった樹種だとか、樹高の調査、こ

ういったものを今後愛知県さんの事業でやっていただくための事前の業務ということで

今回あげさせていただいております。 

   以上、４つでございます。よろしくお願いします。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 ありがとうございます。全部は覚え切れませんでしたが、ただ今回本当

に４つの事業が全部合わせて1,700万円、かなりの大きな金額になるわけでございます。

すぐ結果が出るというものではないのかもしれませんが、一番初めに言われた森林経営

計画策定業務ということは所有者のリストを今調べているということでございますが、

これもかなりたくさんあるのかなというふうに思いますし、幸田町は何と言っても森林

が多いところでございますし、またその里山もしっかりつくっていっていただける地域

もございますし、また今後、候補地はたくさん要るのかなというふうに思います。 

   それからあと森林整備計画更新業務ですね。これは新たにまたつくるということでご

ざいますが、見直し等もしっかりやっていくということでございます。 

   また、そのサービス産業計画検討云々っていうのも、ビジョンとか、どんなところを

イメージするかだとか、どういうものがここはできるのかだとか、やられるということ

ではございますが、本当に先ほど言いましたように、幸田町は山林も多くございます、

里山もある、しっかりしているところもたくさんございます。 

   また、その最後に言われたあいち森と緑づくりの人口云々で、この事業も本当に健康

の森ですか、荻のところですか、そういうところもまた参考にされながら、県がやられ

ることではございますが、それが幸田町で次の候補がどういうところがいいのかという

こともしっかりと検討していただいて、本当に初め言いましたように、大きな事業の予

算がついておりますので、しっかりとした計画性を持って成功していただけるとありが
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たいかなというふうに思いますので、ぜひともその辺について、また何かほかにお考え

がありましたらお聞かせを願いたいというふうに思います。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 今回の４つの事業、少し分かりにくい名称で大変申し訳ございませんが、

あげさせていただきました。今国から地方自治体としてやるべきことだよといったよう

な内容、それから幸田町としてもやりたいこと、それから、最後に出ましたいわゆる森、

緑につきましては、県にやっていただくその前段階での地元の地域で、自治体でやらな

きゃいけない事業ということが重なってきているということでございますが、委員おっ

しゃっていただいたように、幸田町、森林、もう半分近く、町の半分ぐらいを占めてお

りますので、ただそこには、いわゆる山深い、いわゆる山、山林ですね、と違った里山

と言われるところも当然ございますので、その辺もバランスを持って整備をしたり、計

画をつくっていくのが大事かなというふうに思いますので、今回のこの業務の中で、そ

の辺もしっかり検証できたらなというふうに思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 よろしくお願いいたします。確か成瀬町長の公約的なものも、こういう

ものも入っていたかなというふうに思いますので、ぜひとも町長のお考えを、新年度の

予算に対する、この事業に対する新年度の決意、またお考えをお聞かせ願えたらありが

たいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 町長。 

町長 今森林サービス産業とありましたけど、やはりＳＤＧｓだとか、カーボンニュートラ

ル、いろんな絡みもいきますと、やっぱり山の資源っていうのはとても緑、二酸化炭素

の関係もありますけども、森林資源は有効であります。 

   しかしながら、林業というタイプでは幸田町はありません。でも森に関わっていく、

森の中でいろんな作業をしながら健康づくりを目指すっていう地域の方々が増えてきた

ので、長嶺のほうにあります京ケ峰だとか、健康の道であります大草から荻に至って天

の丸に至る健康の道、そして六栗の西山の整備事業ですね、水晶山等も含めますよね、

そういったところでまた深溝を三ヶ根駅を駅を降りて周辺を逆川のほうへ行って巡って、

深溝断層のほうを見る、そういった森林空間に対して、子どもたちでも健康づくりをす

る人たちがいろんなアクセスのほうを歩いたり、自転車なんかいろいろあると思います

けども、やっぱり先ほど言いましたように、森がこれだけ半分以上占めてるところに、

もう少し人が入り込んで、そこに親しめるようなところ、かつそれが最終的にこういう

木を植えようだとか、こういう木を植えることによってまた新しい産業ビジネスチャン

スになるような部分を専門性の高い人にちょっと御指導いただいて、こんな町でも例え

ば木工づくりだとか、いろんなものが住民の方々と楽しめるような工夫をそれぞれの地

域でスタートし出す最初の年にしたいなと思っております。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 ちょっと続きでお願いしたいと思います。 
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   先ほどの水野委員の中でお聞きをいたしまして、幸田町には青少年の施設をつくると

いうことでもう40年以上前にも取得を山がございます。これは須美南山ですね、林道整

備をやりながら、そして、その上の段に町有地があるわけです。そうした生かす、その

辺のところは考えられないのかということでございます。やはりせっかくある町有地の

森林、山、これをやっぱり生かしていく。そして、道の駅とタイアップしていく、健康

づくりもそうですけれども、そのようなことも、今ある資源も生かしていく、その考え

をぜひ伺いたいと思います。 

委員長 町長。 

町長 須美の道の駅の海側のほうのところに須美の地域であります、かつて青少年研修セン

ターという土地があるということで、私もドローンを飛ばしたり、歩いてみたり、２度

ぐらいしました。もちろん須美の方々がそこへ行く道を管理されているということもあ

りました。またボーイスカウトの方々にもうちょっとここを管理しながら、ボーイスカ

ウトの拠点として使ったらどうだということも言いましたけども、断られておりますけ

れども、今言いましたように、道の駅の前であるということ、それから道の駅の前の空

間、結構だんだん畑になって、柿があり、須美の方々がうまく利用されているところが

ありますけども耕作放棄地もある。今言われたように、青少年研修というテーマになる

と、とてもいろんな絡みがあってうまく機能できないわけですけども、今回のこの森林

資源にいろんな住民の方が入り込むという意味で、そこのせっかくの土地利用活動を皆

さん方にいろいろ提供しながらあがってもらって、どういう使い方があるかということ

を、道の駅の前でもあるということでうまく生かせる方法もあるんじゃないかなという

ことで今言われましたように、いつまでたってもほかっておいても誰かがどこかで必ず

その解決をしなくちゃならないということなので、少しずつやり出すのが自分の役割だ

と思っております。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 幸田町は合併70周年を迎えるということで、来年度ですか、再来年度で

したかね、そういうことでやはりそうした、もともとはあちらは幡豆郡になるわけです

よね、ですので、そうした関係から言えば、やはりそうした山、一つの山を生かした取

組というものも記念事業としてもやれるんじゃないかなとも思いますし、また町長が課

せられたものではないかと、解決していく時期に来ているというふうに言われましたの

で、これがやはりこのあいち森と緑づくり人工林整備事業の計画策定業務、こういう中

でも生かしながらぜひ取り組んでいただきたい。いつまでもあそこを放置していくこと

はいかがかというふうに私はもう何度か議会でも取り上げてきましたし、また、須美南

山１号線の林道整備についてもまだ着地が見えませんけれども、しかしながら、着地が

見えないけれどもやはり活用するにしたがって、そのそれもおのずと解決の方向につな

がっていくんじゃないかというふうに思います。ぜひあの土地を放置することなく活用

していく、そして子どもたちに開放していく、そういう取組もぜひお願いしたいなとい

うふうに思います。 

   次に、お聞きしたいと思います。 

   先ほどの、失礼しました103ページでございます。 
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   新しい園芸産地づくり支援事業補助金についてであります。 

   これについて、この事業についてお尋ねしたいと思いますが、どういう内容のもので

しょうか、お伺いします。 

委員長 町長。 

町長 私への質問だと思いましたので、前段の部分であります。 

   何らかの形で今回のいろんなまず須美南山の整備はもちろんでありますけども、林業

の振興事業、先ほど水野委員からお話がありました、事業の中で、フィールドとして一

度入れてみたいなと思っております。 

   例えば島原へ行ったときにあります8,888の階段とかあったんですけど、例えばそこ

に道の駅にお寄りいただいた方に何とか展望ができるような、そういったものが開けれ

ばいいんですけども、そこに安全性が担保される。もちろん周辺の土地利用計画の中で

位置づけたいなと思っておりますけども、いろいろ御批判もいただいております。ホテ

ル建設、建設は別に町がつくるわけではありませんので、誘致をするということで、た

くさんの方がここに来ていただいたときに、幸田町のその資産を見ていただくような、

幸田町の中でいろんなものを利用していただくような人たちが来るような観光の事業の

中で、今言いました場所が位置づけられないかということも含めて、もちろん皆さん方

にもお話をする中で、一度真剣に考えるべき候補地だなという認識には立ちました。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 新しい園芸産地づくり支援事業補助金でございます。 

   こちらにつきましては2,500万円ということで令和５年度の新規事業としてあげさせ

ていただきました。こちらにつきましては、農業者支援の施策の一つでございますが、

愛知県が実施した生産構造分析調査、こういった調査があるんですけども、こちらにお

いても、愛知県の中で西三河地域、ここも例外ではなく高齢化が進み、いろんなものを、

産地として維持が困難であるといった状況ですよといったところの報告が今あがってい

る状況の中で、主要産物である西三河、岡崎、幸田地区ですけども、イチゴの産地とし

て活性化を図るといったところの提言もあったところでございます。こちらについては、

このイチゴのブランド維持と産地の発展を目的に、新たな担い手の確保、育成するため

の新規就農者の生産実践研修といたしまして、生産拠点研修農場、いわゆるいちご塾と

いうのを数年前から設置をして取組をさせていただいておるところであります。 

   これの発展形といたしまして、そこを、その研修を終わって、いよいよ新規に就農す

るといった方を対象にいたしまして、農業への自立のスタートを支えるためのイチゴ就

農の支援施設、これを整備するといった運びになってございます。 

   この整備を行うのが幸田町いちご部会だとか、それから、もちろん岡崎市さんのいち

ご部会、それから、ＪＡあいち三河等が入りまして、いちご産地活性化プロジェクトチ

ーム、こういったものを組んで、ここが事業主体となって国のほうからも補助金をいた

だきながら、いわゆるこのイチゴハウスですね、イチゴの施設、ハウスをつくっていこ

うといった事業でございます。そこについて、幸田町といたしまして2,500万円、これ

岡崎市も同額でございますけども2,500万円を補助していくと、こういった事業でござ

います。 
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委員長 ここで、途中ではありますが、10分間の休憩といたします。 

                             休憩  午後２時４９分 

                             再開  午後２時５９分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   ４番、鈴木君。 

４番鈴木久夫君 １問だけお願いします。 

   議案説明会資料35ページ、土地区画整理事業の関係です。 

   区画整理事業につきましては、幸田町の発展のためにも、幸田町のまちづくりの根幹

を成していく重要な事業だと思っております。それで、ここの荻谷の区画整理に関しま

して目的として、町の中心部にふさわしい利便性と豊かな居住性を兼ね備えた、安全で

質の高いまちづくりを推進するとされております。これはこういったイメージであると

思うんですが、今の段階では難しいかもしれませんけども、こういったことが具体的に

はなってないと思いますけども何か特色のある施策というものを考えておられるのか、

考えておられるのだったらちょっと披露していただければと思います。 

委員長 建設部次長。 

建設部次長 現在、荻谷の地区の区画整理に向けて準備会の中で進めているところでござい

ます。そういった中で、今回荻谷地区については、地の利的に割と子育てであったり、

それから、公共施設であったり、運動施設が割と１キロ圏内の中におさまっていくよう

な地形をしております。駅も近いということでありますので、今国の方ではウオーカブ

ルというような形で、歩いて生活をしていくようなものも推奨されているという中で、

この荻谷地区につきましては、そういった生活もしていくのに割と便利な地形をしてい

るところでございます。そういった中で、通勤であったり、それから、生活であったり、

そういったものも歩きということですね、環境にも配慮しながら、それから健康にも配

慮した、そういったまちづくり、生活ができるような町をつくっていきたいということ

で現在考えております。これからまたそういった実際にどういうふうにしていくかとい

うことについては組合の皆様方と一緒に考えてまいりたいと思っております。 

委員長 ４番、鈴木君。 

４番鈴木久夫君 分かりました。町の中心部ならではのイメージだと思います。それはそれ

で大変結構なことだと思います。カーボンニュートラルにも適合するような内容がある

かなと思います。 

   それで、自分としては、今課長が言われたようなことに加えて、次長が言われたこと

に加えて、例えば他の区画整理であるかもしれませんけども、道路、要は区画を直線的

に碁盤の目のように切るだけではなくて、やはり一定の公共空間の中で歪曲させたり、

曲げたり、そこに植栽があったり、ちょっと安全に配慮した、車が猛スピードで走らな

い工夫、これがここの目的でもある安全で質の高いまちづくりにもつながるかなと、こ

んなこと思います。そして、加えて緑というものをもっと大切にしてもらって、それが

生け垣がいいのか、通常の植栽、そういったスペースづくり、また個々の方々にも推奨、

推進をしていただく、傍から見ても緑の多い気持ちのいい町並みだなというふうに言わ

れるように、要するに今までの区画整理が悪いと言ってるわけじゃなくて、いろんな特
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色のあるまちづくりを進めてもらいたいな、これから構想されていくわけですので、そ

こを地元の方々としっかり議論していただきたいなと思います。 

   それから、この事業というのは、やっぱり町税、固定資産税や町民税が増えていく一

つの推進的な地域でもあります。そういうことで考えると、どうやって税収を上げてい

くか、普通にやってけば普通に税収は上がりますけども、加えて区画そのものを、一部

でいいんですけども高級住宅とは言いませんけれども、フラットなところで２区画分を

分譲というんですかね、そういうふうにして、売れなかったらまた１区画ずつ売ってし

まうと、何かそこでビバリーヒルズとか、田園調布とは言いませんけども、そういった

一部空間をつくって高級住宅街とは言いませんが、高額所得者、高額納税者を呼び込む

ようなことも施策の一つとして考えられてＰＲすれば、そういった方も来ていただく可

能性もあるかなと、こんなことを思います。その辺のことも少し考えていただけるとい

いかな。ビジネスホテルだとか大規模店舗、そういったものも考えておられるようです

けども、あと248沿いということもあって、私は前町民会館におるときに、よく芸能人

の方が、岡崎からインターを降りて幸田へ入ると、これはどこの大田舎だっていうよう

な言い方で、もう田んぼばっかりしか見えてなくってここへ着いちゃったみたいなこと

よく言われたんですけど、何にしても248沿いが余りにも発展しないのは都市計画の用

途区域の設定の問題があると思うんですけども、この際にこういったことを少しでも区

画整理利用して、沿道のにぎわいを出していくことも、代理店がどこに入るかというの

もあるかとは思いますが、そういったことの配慮もお願いできるといいかな、そんなこ

と思いますが、いかがですか。 

委員長 建設部次長。 

建設部次長 新たなまちづくりをしていく中で、いろいろと御意見をありがとうございます。 

   緑のスペースということで、大変今こういった時代でありますので、生活していく中

でも緑といったものは大変重要になってくるかと思います。そういった中で新しく町を

つくっていくということでありますので、公園スペース、そういったものも十分に確保

しながら、どういった公園にしていくかということもまた組合の皆様方と検討しながら

進めてまいりたいと思います。 

   また、安全な道路の工夫ということでございます。 

   最近、桜坂だとかそういった道路の形式もありますけれども、ちょっとこちらの道路

の形等についてもまたどういったものがいいのかということはまた検討をさせていただ

ければと思っております。 

   あと区画、２区画分であったり、そういった高級な区画でそういった方たちを呼び込

むというようなお話でありますけれども、幸田町でこの荻谷で区画をどういうふうにし

ていったらいいかということについて、また大きく保留地だとかを設けていく予定をし

ていくつもりでありますので、そういった中で、住宅メーカーであったり、いろんな地

域の方の御意見等を聞きながら、そういった需要等もどのぐらいあるのかと、そういっ

たものも聞き取りをしながら、皆さんが求めるようなものをつくっていければというふ

うに思っております。 

   あと沿道のにぎわいということであります。 
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   議員言われましたとおり、幸田町に入ってくるとまた田園風景が広がってくるという

ところでありますけれども、今回区画整理を行っていく荻谷地区について、今のところ

商業街区を設けて、地域のにぎわいをつくっていきたいというふうにも考えております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

   今言っていただきましたとおり、新しい町をつくっていくということでありますので、

皆さんの意見もいろいろ聞きながら、どのような町にしていくとよりいいかということ

をこれからも地域の方と検討してまいりたいと思います。 

委員長 ４番、鈴木君。 

４番鈴木久夫君 ありがとうございます。組合へということで、住民さんの意向もかなり聞

かないかんわけでありますけれども、町としてのそういったまちづくりの指導、考え方

をしっかり持っていろいろ協議していってほしいと思います。 

   先ほど稲吉委員も言われました、あと水の問題といいますか、それはやはりちょっと

気になるところでもあるんです。この区画整理、本当に推進して成就してほしいわけで

すけども、水の問題というのは結局広田川に前田下水から入っていきますよね。広田川

は下流からずっと今改修が進んで、町内の河道改修もほぼ終わりつつあるんですけど、

もちろん遊水池もできておるわけですが、問題は、広田川に入るところからこの地域、

区画整理を行う地域のこの区間の前田下水そのものの河川断面っていうか、それが改良

は多分されないんだろうなと思っておるので、先ほど次長も言われたかな、透水性の舗

装だとか、透水ます、こういったことも当然やってもらわないかんわけですけども、や

はりそういったものはいずれ詰まってはくるんですよね。最初は有効ですけども、もう

５年、10年で機能しないと思います。 

   ですので、要するに、じゃあ、どうするかというと調整池、排水計算で一定の調整池

をつくらないかんというのは分かるんですけども、そこで少しギアを上げてもらったよ

うな、もう一つ１段階上の安全対策といいますか、貯水機能多くすることもこれは検討

という、お金もかかる話ですので難しいかもしれませんが、検討はしていただいて、そ

して地域の住民、説明会ですかね、そういったときに、必ずそういう声が出てくるので、

その対応をしっかりやっとるよという姿勢を示す上でも、ただ、しゃくし定規に計算し

てこうだよっていうんじゃなくて、一段高いレベルで考えていくということも必要かな

と、そんなこと思います。 

委員長 建設部次長。 

建設部次長 先ほど水の問題ということで御意見いただきました。 

   水の問題、確かに区画整理の中だけで整理できるものでありません。先ほど言いまし

た広田川の改修であったり、あと今委員さんが言われましたとおり、前田川下水の部分

ということで総合的にいろんな対策を組み合わせながら少しずつ対応していくしかない

のかなというふうにも思っております。 

   そういった中で調整池についても少し検討をということでありましたので、そういっ

たところも含めて地域の皆さんにも荻谷の区画整理についてはちょっと上流部分にもあ

りますので、またそういった御意見等もあるかと思いますので、どのようにしていくか

ということも含めて調整池、それから、そのほかの施策も含めて十分検討してまいりた
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いと思いますので、よろしくお願いします。 

委員長 ほかにございませんか。 

 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 引き続いて、この103ページでございます。 

   肥料価格高騰対策事業補助金でありますけれども、これは令和４年度分が、また春の

分が令和５年度に回ったということでありますが、この価格高騰による補助金でありま

す。この肥料価格の肥料につきましてはＪＡを通さなければ補助金がつかないというよ

うなことだったというふうに思うわけでありますけれども、やはりＪＡに加入してない

人もいるわけでありまして、そうしたところへの肥料の補助、こういうものもやってい

ただくことができないのかというようなことがあったわけです。補正のときにはＪＡの

ものを使わなくちゃいかんよというようなことであったんですが、その辺についてそう

したところではないところへの農業者への支援というのはないのかということでありま

す。 

   これが１つと、次に、以前に農業者支援として新しい施策を提案をした場合に、そう

した提案に対しての助成という、そういうのが、提案型のものがありましたよね、これ

は農業、商業、両方合わせて前の大須賀町長のときにあったわけでありますが、今そう

したものがないわけですけれど、幸田町で農業をされる若手の方たち、これは旬果集稲

で頑張っている若手農業者もいるわけです。そうした点で、やはり提案型のものが寄せ

られているわけですけれども、既成のものだけではなくて、そうした幸田町で若い方た

ちが頑張っているこの農業支援、これにももう少し目を向けていただくということには

ならないのかということでありますけれども、いかがでしょうか。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 すみません、１点先ほど御質問した内容で、すみません、再度確認の意味

で御答弁をちょっとさせていただきたいと思います。 

   イチゴのハウスの関係で、町から補助金を出していくよといったような中の御説明の

中で、幸田町から2,500万円を補助として今回あげさせていただいております。岡崎市

も同等の金額を計上ということで御説明させていただきましたけども、こちらについて

は正確に申し上げますと、岡崎市さんの中で同じようなハウスの建設予定をしておりま

すので、岡崎市さんの負担についてはそちらのほうを負担するということが正確な御説

明でございました。ちょっと訂正をさせていただきます。すみませんでした。 

   それでは、ただいまの御質問の肥料の価格高騰の対策でございます。 

   こちらも今委員おっしゃっていただいたように、当初12月の補正予算でお願いしまし

た、今年度、ですので昨年の春にまく分と、それから、すみません、昨年の秋にまく分

と、それから、今年、この春にまく分をということで12月お願いしたわけですけども、

国のほうの進め方、ちょっと事務進め方が変わりまして、この春にまく分については令

和５年度対応といったことが出ましたので、それに伴って今回500万円をお願いしたと

いったところであります。 

   そもそもですけども、国の受給者に対しまして幸田町がお話をするという形で今は進

めておりますけども、こちらについては、必ずしも、ＪＡさんが多いわけですけども、
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必ずしもＪＡさんでなければならないといったことではございません。いろんな、例え

ば量販店だとか、ホームセンターみたいなところだとかから、それから、いわゆる肥料

屋さんで買ってみえるといったところの方も当然みえると思いますので、ただ扱い件数

だとか、事務のそういった流れなんかはＪＡさんがすごく分かってみえるかなというふ

うに思いますけども、制度的にはそういったほかのいわゆる肥料屋さんだとか、そうい

ったところの方が取りまとめをしていただいて、国のほうの申請事務をやっていただけ

れば、我々としてもそこへ上乗せ補助をするといった形になってございますので、その

あたりはまたよろしくお願いをしたいと思います。 

   それから、後半に言われた提案型の施策に対する町の補助金ですね、支援のメニュー

があったんではないかということでございます。 

   こちらにつきましても、これも委員おっしゃっていただいたように、今の切り口の農

業分野だけではなくて、いわゆる工業とか商業の産業分野でもございました。事業費の

２分の１の上限50万円という形のその施策のことかなというふうに思いますけども、こ

ちらにつきましては、町の判断といたしましては、ある一定の成果も出たかなといった

ところで一つ区切りとさせていただいたところでございます。 

   農業者施策の中で、これも今委員おっしゃっていただいた新規就農者、新しい若手の

農業者、もしくは農業意欲のある若者に対する支援、これすごく大事なところでござい

ますので、行政といたしましては担当者一同、アンテナをしっかり高くして、既存の制

度の中でという話でありますけども、ＪＡさん、それからもちろん近隣市町、それから

県の農業改良普及課、そういったところのいろんな情報を得ながら、それから、農家さ

んというと幸田町については各部会がございますので、そういったところの部会の御意

見を聞きながら、若手の会も当然ありますので、そういったものを聞きながら、求めら

れる政策については少しでもやってきたいなと、こんなふうに考えているとこでござい

ます。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 肥料につきましてはＪＡだけではなくて、ほかの量販店等でもオーケー

だよということでありますので、やはりそうしたこともこの利用者に対してはきちんと

周知していただきたいなというふうに思います。 

   先ほどの新規就農に対してはやはり手厚い助成が、支援があるわけですけれども、今

現在幸田町で就農しながらいろんな果樹だったり米だったり、そして筆柿だったり、そ

してサツマイモだったりとか、いろいろ取組を進めている若手農業者たちの皆さんがい

らっしゃるわけであります。そうした方たちがさらに発展をしながら、例えば６次産業

化の部分にそうした点で拡張したいと、そういう取組もされているわけでして、確か町

長のほうにもいろんな提案をされてきたかというふうに思うんですけれども、私どもの

福祉産業建設委員会のほうにもいろんな資料が寄せられております。そういうものに対

しての支援をしていく考え、これについて伺いたいというふうに思います。やはり今の

農業につきましては６次産業化も積極的に取り組んでいって、幸田の特産を増やしてい

くと、そういう取組も進められているわけでありますので、そうした若い方たちの思い

もしっかり聞き止めながら支援をしていく方向ということが考えられないかということ
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でありますが、いかがでしょうか。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 ありがとうございます。まず、肥料の価格高騰対策事業の関係であります。 

   こちらについては、今本当にちょうど国のほうへ申請をしましたよという形の中で、

我々のほうにも書類が来るようになってございますので、いよいよ動きが出てきたかな

というふうに思っておりますので、こちらについても引き続き周知をしてまいりたいと

いうふうに思います。 

   それから、後段で言われた若手農業者、それから若手の農業に対して、意欲のある若

者に対しての支援、こちらは本当に、繰り返しになりますけども、農業施策の中で本当

に大事な分野だと思っております。幸田町の様々な部会の中で後継者の見えないところ

もありますし、それから若手の後継者も入ってみえる分野もございます。しっかり情報

を共有しながらその中で耳を傾けて、先進的な取組についてもしっかり支援していくよ

うな形でサポートできたらなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 幸田町に遊休農地は余りないというふうに言われたわけであります。遊

休農地になるとしたら農地にならないような大変不便なところとか、そうしたところし

かないよというふうに言われたわけでありますけれども、これからやはりどんどん高齢

化に従ってこうした農業が存続できない、そういうところも出てくるわけでありまして、

そうしたところの取りまとめ、それからあっせんといいますか、そういう情報提供、そ

ういうものもやはり町の窓口がやっていくべきではなかろうかなというふうに思うわけ

であります。やはりこの先祖代々のその土地を貸すと後々面倒だと、財産のことにもつ

ながってくる、そういうことでなかなか次の世代に引き継げないような形もあって、そ

れがまた遊休農地となってしまうということにもつながりかねません。ですのでその辺

を空き家バンクでもそうですけれども、その農業の農地バンクみたいな形の中で、幸田

町で農業をやりたいとそういう希望者があった場合に、やはりそうしたところであっせ

んができる、そういう仕組みづくりができないかなと思うわけであります。 

   以前にも若い、これは幸田町の農業をされている方々の中からだったわけですけれど

も、幸田町の中で工業用地として開発しているところで、あれは何だと、あれをサツマ

イモ畑に借りたいんだけどそういうことはできないかと、そういうような相談もあるわ

けです。ですのでやっぱり本当に耕作放棄地、そういうふうになりそうなところがあっ

たら、遊休農地になる前にまた次の世代に引き継いでいく、そういう取組ということで、

ぜひ農地バンクではないんですが、そうしたものをやっていただきたいなというふうに

思うんですが、その辺のところ、ぜひ若い方たちとタイアップしていただきたい、これ

についての答弁をお願いしたいと思います。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 今委員おっしゃっていただいた仕組みづくり、農地バンクという言葉も出

ましたけども、正直幸田町、ここまではまだ当然ですけどなかなかイメージもできてな

いところ、部分もあるわけでありますけども、遊休農地、耕作放棄地、これが点在して

ると、これは幸田町以外にとっても全国的な課題であります。 
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   幸田町についてはまずはこういった現状の把握をしたいと、それからその地主様への

いろんな確認をするだとか、そういったものを農業委員会の事業になりますけども、そ

ういったほうでここ数年、積極的に取り組んでいるという状況がございます。なのでま

ずはそういったもの、状況をしっかり把握をしながら、そこから、先ほどから言われて

おります、若手の方への耳を傾けながらそれをマッチングしていくような仕組みができ

ると本当にこれはいいなと思いますので、これからの検討研究課題の一つだと思ってお

ります。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。やはり意欲のある若

い人たちがどんどん幸田町に入ってきてくれることも、これも人口を増やす一つの施策

でもあります。 

   一つの事例で、私もこれはＪＩＡＭの研修で受けたわけですけれども、全国的に有名

な西粟倉村、ここは誰もが確か多分御存じかというふうに思うんですけれども、あそこ

はやはり山間部にあって、そして、若者がどんどん移住をして、そして、農業に取り組

んでいく、林業に取り組んでいく、そして、レストランも開業していく、そういうよう

な魅力ある村づくりに取り組んでいるところであったわけであります。幸田町も田舎と

は言うものの、半都会的な田舎といいますか、そういうところではありますし、ただ非

常に便利なところでもあります。けれどもやはり自然環境、農地を守っていく、そうし

た一つの取組もやっていかなければならない地域ではないかなというふうに思いますの

で、ぜひそうした新規就農者で移住を受け入れておりますので、そういうのもどんどん

積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

   次に、95ページでございますけれども、住民健康診査事業について伺いたいと思いま

す。 

   この住民健康診査事業につきましては今現在保健センターで、地域ではなくて保健セ

ンターで一括で取り組まれているかというふうに思いますけれども、この住民健康診査

事業につきまして聴力検査をぜひ取り入れていただきたいということであります。やは

り高齢になってくると耳がだんだん遠くなってくる。けれどもそれが日常生活の中で当

たり前と思ってくればどんどん本当にこれが一つの認知を誘発していくものというふう

にも言われてきております。そうした意味で自分の聴力の状況を知る、その一つの手が

かりになるものでありますので、ぜひ聴力検査の導入ができないか、伺いたいと思いま

す。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 先ほど来言われております若手への農業支援の関係でございます。 

   若手、若者ですね、若者が幸田町で就農するということになれば、そういった土壌が

できれば当然幸田町ではそういったこともできるんだという幸田町の魅力にもつながっ

てきます。それから、それがつながることによって幸田町の商業、それから様々な分野

の発展にもつながってくというふうに思いますので、今委員言われたことをしっかり受

け止めて、前向きにしっかりやっていきたいなというふうに思います。よろしくお願い

いたします。 
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委員長 後段のほうの答弁をお願いします。 

   保険医療課長。 

保険医療課長 保険医療課としましては、住民健診の中の一部の方、40歳から74歳の方を対

象に特定健診というのを実施しておりますが、特定健診の基本的な健診項目の中には聴

力検査というものが入っておりませんので、現在のところ特定健診で聴力検査を増やし

てやる予定はございません。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 特定健診の中に入っていないということであるならば別枠でやれないか

ということであります。それとまたこの住民健診の事業の中で、40歳以上64歳未満の方

たちは特定健診の対象となります。この特定健診を今全て住民健診の中に盛り込んでや

っているわけですけれども、これを他の医療機関でできないかという要望がございます。

岡崎市を調べますと、岡崎市の方ですと、医療機関、かかりつけ医の中でこの特定健診

を別で受けている、そういう事例がございます。ですのでできないわけはないというふ

うに思います、同じ岡崎医師会管内でございますので、その辺のところは希望者には特

定健診をほかの医療機関でできないかということですけれどもいかがでしょうか。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 特定健診につきまして、40歳から74歳の方の特定健診を住民健診とは別に実

施ができないかという御質問でございます。 

   令和５年度につきましては、保健センターにて年間20日、住民健診を実施予定です。

今年度までは区別していませんでしたが、令和５年度からは特定健診とそれ以外の住民

健診は実施日を区別して、７月、８月に５日間、特定健診対象者の健診日を設けて実施

していきたいと考えております。 

   他の医療機関で特定健診が受けられないかということでございますが、幸田町は現在

個別健診というのを実施しておりません。今までの流れから言いますと、幸田町内で個

別健診をやっていただける医療機関のほうが少ないためではないかと思われますが、現

在のところでは集団健診ということで保健センターで実施していきたいと考えておりま

す。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 この住民健診とは切り離して特定健診は別に集団で行うということなん

ですね。それならば岡崎市のように個別健診、そして集団健診というふうに分けながら

希望するところで受けるというようなことでできないのかということでありますけれど

もいかがでしょうか。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 個別健診と集団健診と併用ができないかという御質問でございますが、個別

健診につきましては一般の医療機関の方の中では一般の診療と個別健診とそれぞれでや

っていくということになるとかなり煩雑になるのではないかということもお聞きしてお

りますので、今後そちらのほうは医師会のほうと十分検討してまいりたいと考えており

ますが、現在のところでは行う予定はございません。 

委員長 ８番、丸山君。 
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８番丸山千代子君 実際岡崎市管内の、岡崎医師会管内の医院では特定健診を、岡崎市は実

施しているわけです。それを見られた方が幸田町ではできないのかということの要望が

ございました。やはりこれは岡崎市で実施できるのならば幸田町でも実施できるのでは

ないか。やはり今はすぐには実施できないかもしれませんけれども、十分調査をしてい

ただいて、そういうことができるならば、やはり健診力もアップさせていく。以前はこ

の特定健診についてはどれだけの健診があったかということで国のチェック等もありま

したよね、今はそれがないけれども、やはりこの特定健診というのは大事でありますの

で、健診率をアップさせていくためにも集団と個別と両方併用していく形の中で健診率

アップにつなげていただきたいということで、ぜひ調査をしていただきたいと思います。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 委員おっしゃられますように、今後十分調査、検討してまいりたいと考えて

おりますが、現在幸田町のほうの受診率に関しましては、県内でも高いほうに今位置し

ておる状況でございますので、本当に幸田町は今までずっと集団健診という形でやって

きておりまして、そのあたりのところは住民の方にもなじんでいただいているんじゃな

いかなという部分もありますので、今後医療機関と医師会と十分検討してまいりたいと

考えております。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 よろしくお願いします。 

   次に、同じく95ページですけれども、低所得者初回産科受診支援事業、これについて

お伺いをいたします。 

   これは、産前、初回の産前の受診、これについて支援をするというものだというふう

に理解をするわけでございますけれども、これについてはどれぐらいを見込んでおられ

るのかということと、それから、幸田町につきましては、産後健診、これについては１

回しか実施していないわけであります。県下の中では２回実施ということでやっている

わけでありますが、産後の健診についてももう県下の中でも一番最後でした、実施した

のが。ですので、そうした点から言いますと、やはり産後健診も２回目の実施、これに

ついてもお伺いをしたいと思います。 

委員長 健康課長。 

健康課長 低所得者の初回産科受診支援事業ということでございます。 

   妊娠したかどうか、医療機関にかかるということでございます。妊娠の確認の初回の

受診につきまして、非課税世帯を対象に１万円の助成をしていくということでございま

す。国が想定しているのが低所得者世帯の割合が約3.25％ということから、幸田町の年

間出生数が350から400程度となっております。国の想定している割合3.25％を掛けまし

て、切り上げまして20人を現在想定しておるということでございます。 

   産後の健診につきましては現在１回ということでございますが、一番県内でも遅かっ

たという御指摘をいただいております。これにつきましては今後の検討課題とさせてい

ただきたいと思います。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 産後健診の２回目実施をやはり早期に実施していただきたいということ
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で要望でございます。 

   次に、土木課についてお聞きをしたいというふうに思います。 

   土木課が担当する町営住宅でございますけれども、失礼しました、都市計画でござい

ますが、ここの町営住宅の入居基準に保証人というのが必要であります。もう岡崎市等

ではこの保証人制度をやめてきておりますが、幸田町ではまだ外しておりません。この

点について、保証人制度、これを外すことができないのかということでございますが、

お聞きしたいと思います。まずはこれをお願いします。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 委員言われます町営住宅の保証人の関係かと思います。 

   現在保証人のほうは２人をお願いしておる状況であります。国のほうも保証人を外せ

ないのかというところで今きておるわけでありますが、本町においてはいわゆる滞納者

という方もみえまして、滞納金を本人さんが払えない、大分たまっているというところ

を保証人の人に払ってもらったという実績が今回、今年度もあるというところにおきま

して、なかなか保証人を外すというのが現状は難しいというところで、今現在は保証人

制度を持っております。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 国のほうでもこの保証人制度を廃止するという方向で通達も出してきて

いるわけであります。そうした点から思いますと、ほかの自治体でできてなぜ幸田町で

はできないのかということでございますけれども、よその事例ではそうした滞納という

のはないから外したということなのでしょうか、伺いたいと思います。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 実際外しておるというところで、すみません、記憶になっちゃうんですが、

岐阜市のほうでは外したということを聞いております。岐阜市のほうの事例を見てみま

すと、実際に滞納者がなかったというところで、保証人を入れておっても保証人にお願

いすることがなかったというところで外したというふうに聞いております。本町の場合

におきましては、保証人さんにお願いすることがあるというところで、今現在では保証

人は外さない方向で進んでおるというところであります。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 県下の中の公営住宅で保証人制度の保証人を義務づけているところがど

れぐらいあるのかということと、保証人を外しているところがどれぐらいあるのかとい

うことで調査した結果があるかどうかということと、それからまたするつもりがあるか

どうかということでございますけれども、やはりもうほとんどのところが保証人を外し

ているということであるならば、やはり幸田町の事例というのが入居者にとっては不利

益になってくるということにつながりかねません。その辺のところをよく調査しながら

対応していただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

委員長 都市計画課長。 

都市計画課長 すみません、保証人を義務づけている市町がどのぐらいかというのは、すみ

ません、ちょっと資料を持っていませんので、すぐ出るのかな、すみません、後ほどか、

後日なってしまうかも分かりませんが、回答させていただきたいというふうに思います。 
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   国の施策といいましょうか、その流れですね、保証人を外していくという流れもあり

ますので、一度この辺は周りの自治体や参考事例とかを見て、どのようになっていくか

というのはちょっと検討させていただきたいというふうに思います。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 よろしくお願いをいたします。 

   次に、115ページでございます 

   河川改修事業等でございますけれども、併せて河川愛護活動についてもお尋ねしたい

と思います。 

   ６月の終わりから７月ぐらいにかけますと、河川愛護という形の中で草刈り、その辺

の作業が各区で始まるわけでございますけれども、これが住宅密集地、都市部ですとそ

んなに負担はないわけですけれども、これが、例えば周辺部、河川の多いところになり

ますと、かなりの住民負担ということで何とかならないかというようなことが言われて

おります 

   幸田町に引っ越してきたはいいけども、これが大変だと、区のお役があって本当に大

変だということでかなりあちこちから言われております。やはり一部の地域だけにそう

した負担がかかってくるっていうのはいかがなものかというふうに思うわけですね。確

かに河川愛護は、私は別に否定するわけではございません。自分たちの地域を自分たち

で守っていくという、きれいにしていくというこれについて参加していくということに

ついては私もやっていくべきだなというふうに思っております。しかし、過度な負担っ

ていうのは、これはきちんと行政でやるべきではないかなというふうに思うんですけれ

ども、その辺のところをですね、区の人口の少ないところ、そういうところではかなり

負担になっているということで、調査をしてこれをきちんと業者委託していくのかどう

か、その辺について伺いたいと思います。 

委員長 土木課長。 

土木課長 河川の草刈りについては日頃ありがとうございます。どうしても令和５年度予算

で河川の予算につきましては2,500万円程度を計上しておりますが、これは主に河床草

刈り、川の底ですか、一般の住民の方が入ると危険な部分について業者様にお願いして

いる金額でございます。それですら2,500万円でございます、かかっておりますので、

堤防等の住民の方について御協力願う業者委託という金額になりますと多大なる金額が

かかるということは容易に想像できます。ただ、指をくわえて見ているわけではなく、

例えば人口の少ないところにつきましては、河川の堤防を今まで草を刈っておったけど

も、それでは大変だということで、河川の堤防をアスファルト舗装をさせていただいて、

そういった草刈りやる範囲を狭めたり、また来年度につきましては、一般質問でありま

したようにラジコン草刈り機を計上させていただきますので、まずは親切班でやってみ

て、このラジコン草刈り機が有益ならば、操作が簡単でかつ安全ならば地域のほうにも

貸出しをして、御負担をなるべく少なくするようにお願いしたいと思っております。何

とぞ河川愛護活動につきましては町の河川を管理するためには必要な制度でございます

ので、過度な負担を求めませんが、適度な負担は引き続きお願いしたいと思っておりま

す。 
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   以上です。 

委員長 ここで、途中ではありますが、10分間の休憩といたします。 

                             休憩  午後３時４７分 

                             再開  午後３時５７分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 この河川の草刈り、しゅんせつ等でかなり多額の費用がかかるというこ

とを言われたわけでありますけれども、それによって河川がきれいになってよくなると

いうこともあるわけでございます。ただ、河川愛護のときに、こうした川が繁茂してい

る。そして、人口、集落の中で少ない地域ですと、逆に今度は河川も何本かある、そう

いう中で、出役が１日かかってしまうというようなことが言われるわけであります。片

や私の住んでいる横内なんかですと、１時間もあれば、逆に30分もあればいいというよ

うな、そういう地域もある中で、やっぱり新しく幸田町に引っ越してきて、そうした出

役の多いところに来ると、もう本当に嫌になってしまうというような、そういうことを

言われるわけであります。ですのでその辺のところ同じ町民でありながら負担がアンバ

ランスになっているところ、そういうところで少しでも負担を軽くしていく、そういう

取組をぜひお願いしたいと思いまして質問を終わります。 

委員長 土木課長。 

土木課長 委員おっしゃるとおり、バランスは常に意識しております。人口が増えている、

増えているといっても、確かにおっしゃるとおり、市街化調整区域では人口が減り、高

齢化が進みというお声を聞いておりますので、そういったところにつきましては、以前

に草刈り機等を大量に買わせていただきましたので、親切班で少しフォローしたりして

やっていきたいと思っております。 

   以上です。よろしくお願いします。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ７番、廣野君。 

７番廣野房男君 予算概要の24ページですけども、ちょっとお聞きしたいんですけども、農

業振興一般事業の中で、農業次世代人材投資資金375ですか、それから、その下にある

強い農業担い手づくり総合支援交付金5,500ですかね、これをちょっと見ると、昨年の

予算と上の農業次世代が増えて担い手づくりのほうが減っているということで、このメ

ニューの変更だとか何かがあってこうされたんでしょうか、お聞きします。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 農業施策についての御質問でございます。 

   まず、農業次世代人材投資資金を初めとする農業者支援策につきましては、事前に農

業者への意向確認だとか、下調整を行って準備ができたものを予算計上させていただい

て、お願いしているといったまず背景がございます。 

   今具体的に言われた農業次世代人材投資資金につきましては、こちらは経営開始時の

経営開始資金を交付しながら、新規就農者を支援するメニューでございます。委員言わ

れたように、昨年度から比べると1,000万ほど減っている状況でございます。昨年度、
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昨年度というか、令和４年度につきましては1,380万円、８名分ということで計上させ

ていただきました。今回の令和５年度につきましては３名分ということで375万円とい

うことで少し減っているということでございます。 

   ただし、このところを見ていただくと、その下に経営開始資金という新規事業が載っ

てございます。これが先ほどの農業次世代人材投資資金のいわゆる後継型となります。

こちらに今回改めて1,650万円という形で載せさせていただきました。こちらにつきま

しても、先ほど申し上げたように新規就農者を支援する同様のメニューでございます。

したがいまして、その２つを合計しますと、令和４年度につきましては８名分で1,380

万円ほどでしたけども、令和５年度につきましては、いわゆる旧型と新型を合わせまし

て10名分で2,025万円の予算計上させていただいたということでございますので、新規

就農者向けの事業としては少し事業をあげて今回計上させていただいたという形になり

ます。 

   それから、もう一つ出していただいた強い農業担い手づくり総合支援交付金、こちら

につきましては、こちら先ほどの新規就農者ではなくて、地域の中心経営体の方の担い

手さんですね、担い手さんを意識した事業でございます。こちらについても、昨年度か

らは、ごめんなさい、令和４年度からは250万円ほど減っておるわけでありますけども、

こちらにつきましては、まずそもそもがこの550万円のうち500万円はいわゆる被災者、

台風等で被災があった場合の予算ということで500万円取ってございます。これ昨年度

も同様でございます。したがいまして、そこを引きますと、令和４年度が300万円に対

して令和５年度が50万円と減っておる状況でございますが、こちらは、対象の担い手さ

んは１名を今想定していまして変わっておりませんが、具体的にどういったものを、こ

れ購入をされるわけですけども、その購入の中身が少し変わってきて金額が下がってい

るということございますので、人数は同じお一人を対象として今想定をして計上してご

ざいます。 

委員長 ７番、廣野君。 

７番廣野房男君 私の考え方が全然違うかもしれないけど、私は例えば次世代人材、あるい

は担い手づくりというところに着目しまして、例えば私の周りの若い人たち10家族ぐら

いが近くの遊休農地を使って、地権者の了解を得ながらやっておるわけですが、そこで

農業者じゃないんですけど農業をやっとるというような人がたくさんおるんですけども、

その人たちに、３年ぐらい前の一般質問で言ったかもしれませんけど、何か補助はあり

ませんかと言ったことがあって、そのときは検討しますといって検討してから３年ぐら

いたっておるんですけども、例えばそういったところに何か苗を、サツマイモの苗でも、

10本分でもちょっと町からあげるとか、何かあげてもらうと、この人たちは町外、県外

から来とる人ばっかりですので、例えば盆正月に帰ったときに幸田町からこんないいこ

としてもらっているよというような、本当に幸田のいいところ言ってくれるかもしれま

せんので、そういったところにもちょっと目をつけていただけるとありがたいなという

ふうに思っております。 

   先ほど水野委員も言いました緑のふるさと協力隊の今年は山下君でしたけども、山下

さんって言わないといかんかもしれませんけども、３月11日に帰られましたけども、私
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も最後に見送りをさせていただきましたけども、山下君もここへ来て非常によかったと、

きちんと幸田のいいところを宣伝しますと言っておりましたし、六栗の西山の整備にも

ボランティアで何回も来ていただきまして、たまたま来た大学生を指導したり、南中生

の総合学習だとか、豊坂小学校の子どもたちと一緒にやったりして、こんないい経験を

させてもらって非常にありがたいと言っておりましたので、そういったことが東京に帰

って宣伝していってくれるものだと思っておりますので、この緑のふるさと協力隊の活

動はこれからも続けてほしいし、前回はもっと増やしてくれと言いましたけども、一人

でもまた、予算は一人分ですのでまた一人かなと思いますけども、こういった活動を充

実して、ちょっとでも幸田町を宣伝してくれる人を増やしていくということも大切じゃ

ないかなというふうに思いましてこの質問をさせていただきました。 

   ちょっと話は、答弁は要りませんけども、次にちょっと朝、田境委員が言いましたゼ

ロカーボンシティ推進事業について、ちょっと確認なんですけども、例えば成果目標の

中で、具体的な取組の促進によりゼロカーボンを実現すると。それで、数値目標は2013

年度比46％削減を目指すというふうになっておりますけども、例えばこれから町民だと

か、町内の事業者に具体的に何をやってもらうのかというのをこれから広報していかな

いかんと思いますけども、その辺のメニューとかありましたらお願いします。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 今委員も言われた、いわゆる農業者でない方の何か支援はというところで

ございます。 

   こちらについては今そういった支援メニュー等は持ってない状況でございます。今農

業施策を所管する産業振興課としましては、まず産業としての農業を守っていく、それ

を支援していくという中で、先ほどのイチゴのハウスの建設ではありませんけども、そ

ういった地域の産物、それから地域の農業者を守っていくというところに主眼を置いて、

そこについては新規就農者、それから担い手を対象として幾つかのメニューを用意しな

がら、先ほど申し上げたようにここに予算をあげさせていただく前には必ずそういった

関係機関と調整しながら、農家さんの意向も確認しながら準備をしてあげさせていただ

いてますので、そういった意味でまずそういうところをしっかり、根幹をしっかり固め

ていきたいなというふうに思います。 

   ちょっと話戻りますけども、農業者でない方の作業についても、本当にやっていただ

くことは本当にいいことでありますし、先ほどちょっと出していただいた緑の協力隊の

隊員がそういったところで一緒にやらせてもらうだとか、そういったことも非常にいい

効果が出ると思いますので、そういった面での支援はどんどんやってきたいというふう

に思っております。 

委員長 環境課長。 

環境課長 事業者、町民の皆様に取り組んでいただく具体的な目標、具体的な実施内容とい

うことであります。 

   これに関しましては、第２次幸田町環境基本計画の中でこれから策定しようとするも

のでありますけど、この中でお話させていただいていますとおり、それぞれの立場でそ

れぞれが主体的にできることを実施していただく、決して無理をして、我慢してやって
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いくっていうような取組ではなくて、私ども、補助事業、補助メニューとかでやらせて

いただいています、そういった住宅用の機器を変えていただくですとか、新たにしてや

らせていただく省エネ家電の購入ですとか、そういったできるところから取り組んでい

ただく。また、私たちが一緒にやっておりますごみ対策のほうでも、ごみを減らすこと

ができれば、資源化できればそれなりにＣＯ２の排出ですとか、そういったことも全体

的な流れとしてＣＯ２を減らすことができるわけであります。こういった生活の中の全

体的な取り組みとしてＣＯ２の削減、脱炭素、ゼロカーボンシティの実現に向けて取り

組んでいきたいと、それとまた来年度、調査事業の中でより具体的な取組について、調

査をして目標を実現に向けた取組を具体的に決めていくというふうに考えております。 

   以上です。 

委員長 ほかにございますか。 

   ７番、廣野君。 

７番廣野房男君 それぞれの立場でやってくださいというような抽象的な話だったんですけ

ども、私はもっと具体的に、電化製品、いいやつを買ってくださいとか、補助しますよ

とかいうのありますけども、その辺の考え方でこの46％、今例えば2013年度比か、23年

度が一体ベンチマークは何なのかちょっとよく分からないんですけども、それから46％

を下げるのにこういったことをやると下がりますよという、そういった具体的な取組が

ちょっと弱いのかなと、やります、積極的にやりますというだけでちょっと弱いのかな

と思って質問させていただきましたけども、また何かの広報などで皆さんこういったこ

とに協力してくださいとかいうような中で広報していただければいいかなと思いますけ

ども、またよろしくお願いします。 

   以上です。 

委員長 環境課長。 

環境課長 これから取組を具体的に、より具体的に町民の皆様に御案内させていただいて、

皆さんと一緒に、事業者含め皆様と一緒に、すみません、実行していくことといたしま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。 

委員長 ほかにございませんか。 

   14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 先に失礼します。すみません、予算書及び説明書の85ページにあります、

丸山委員のほうからも質問があったかと思うんですけども、デジタル化タクシー料金助

成事業というところで、丸山委員の質問の中で、実際これはシステムづくりということ

は分かったんですが、この補助金が出たらっていう話で言っていたかと思うんですが、

ただもう予算書に載っている段階ですので、補助金が出なくても進めていく、いずれは

必要になってくる内容かと思うんですが、進めていく御予定があるのかを確認させてく

ださい。 

委員長 健康福祉部次長。 

健康福祉部次長 金額が1,000万円弱ということで大きいということもありまして、今委員

がおっしゃっていただいたように、私どもとしてはこのシステムを開発して、早期に内

容も含めて変えていきたいと思いますけども、何分相手も高齢者の方でありますので、
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慎重に、使いやすいものになるように進めたいと思います。 

   その上では、補助金が採択されなかったらということで、曖昧な私が答弁をしたもの

ですから、ぜひやってくださいということなので、予算の執行について採択がされない

ときでもできるようにしたいと福祉課としては思っております。 

   以上です。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 補助金が下りなくてもやっていくということでよかったっていうことです

ね。分かりました。ありがとうございます。 

   次に移りたいと思います。 

   予算書及び説明書の95ページに移ります 

   出産子育て応援事業のほうになるんですけども、こちらは国のほうで５万円、５万円、

産前産後と配っていく事業ということになるんですけども、こちら交付の要件として必

ずアンケートのほうがされると思うんですが、産前産後、各どのようなアンケートをさ

れているのか教えてください。 

委員長 健康課長。 

健康課長 出産子育て応援交付金のアンケートを実施するということでございます。 

   アンケートは３回行う予定でございますが、マニュアルに沿った形式が示されておる

わけですけど、妊婦さんに関しましては、妊娠中の状況だとか、育児支援のものがチェ

ックリストとしてあります。 

   出産後につきましては、同じく育児支援のものもありますけど、実際に生まれて、赤

ちゃんへの気持ちの質問、それから、エジンバラ産後鬱病、こちらについては現在も行

っておりますが、これらのアンケートをそのまま用いる予定でございます。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。妊娠中今後どういうような生活になっていくかと

いうことの確認をされているかなと思うんですが、実際産後、エジンバラのアンケート

自体は産院、出産された病院でも大分前から取り入れさせていただいておりまして、実

際病院にもよるんですが、出産後、入院中にやられる病院さん等、また１か月健診のと

きにやられる病院さんもあるかなと思います。私も産科で働かせていただいておりまし

たので、実際１か月健診のときにエジンバラの点数がとても高い妊婦さんで、特に自傷

行為等が見られる質問というのが一つありまして、そこに点数がついた方は保健センタ

ーさん等に連絡をさせていただいて、連携をしていたわけではあるんですけども、ただ

点数がとても微妙な方っていう方がやはり産科でもおりまして、ちょっと見ていたほう

が、関わっていたほうがいいんだけれど、ちょっと市町村に紹介するほどかなっていう

方も中にはおりました。多分そのような方が多分産後のアンケートを市町村でやられて、

いても、保健師が介入する、しっかり見ていくというほどではないんだけれども、ちょ

っと気になるなという方も出てくるかなとは思うんですが、そのような方をどういう基

準で実際アンケートをされるので、結果というものが出るかなと思うんですが、幸田町

としてはどの程度の方をフォロー等をされていく予定があるのか教えてください。 

委員長 健康課長。 
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健康課長 委員言われるように現在、エジンバラ産後鬱病につきましてはハイリスクな点数

の高い方につきましては支援を行っておるということでございます。保健師が、アンケ

ートは自体は赤ちゃん訪問員の方がその場で回収するということで、その場で意見だっ

たり何かをアドバイスするっていうことは決してございません。持ち帰ってきまして、

チェックをして、どうしたらその子を支援できるかというのを一人一人地区担当という

のを設けております。地区担当、そのお子様にいわゆる専属の保健師がつくわけです。

そういった保健師がついて、ちょっと気になるところがあるお子さんなどにつきまして

は、継続的にこれはやっていくべきかどうか、そういったことも含めましてケース検討

も行っておりますので、今でも様々な支援事業、相談事業を実施して、そのより地区担

当、それからほかの保健師も情報を共有しながら、ケース検討しながら支援をしている

ということでございます。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。ただ地区担当は現在もされているということなん

ですが、実際全例アンケートを計上されてはいるとは思うんですが、追加でしていく中

で、実際多分地区担当する産後のママさんというのは多分増えていくことが予想される

んじゃないかなと思います。実際アンケートをして、振り分け等、この方をどうしよう

かっていう相談の担当のメインになるのが多分保健師さんになりますし、実際振り分け

した際に、この方には実際人手があったら解決するっていうことでしたら、この新規事

業である家事サポートだったりとか、既存のファミリーサポートでサポートするという

方向性になるのかなと思います。 

   あと、実際その中で家事サポート、ファミリーサポートでは難しいかなって、もう一

歩ケアが必要な方には実際産後ケアというものが多分有効になってくるんではないかな

と思うんですが、９月の一般質問を私がさせてもらった中で、実際過去の執行率、予算

の執行率が大分低いというところから、メニューをちょっと見直してはどうかというこ

とを提案させていただいたと思うんですが、その後、メニュー等はどのようになったの

かということと、また使いやすさという意味では、費用面としての自己負担等、もし変

化があれば教えてください。 

委員長 健康課長。 

健康課長 産後のケア事業についての御質問でございます。 

   令和４年度までは宿泊型、デイサービス型と２つの事業を行っておったと思います。

令和５年度から訪問型を実は検討しております。訪問型でアウトリーチ担当者が利用者

の自宅に赴き、実施するということも令和５年度から考えております。 

   自己負担額につきましても、現在検討中でございます。非課税世帯等配慮して、近隣

の状況を見ながら今現在検討を行っておるという状況でございます。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 検討していただいてとてもうれしいです。 

   自己負担のほうですが、実際国としては自己負担をなるべくなくしていく方向性だと

いうのをちょっとニュースで見たこともあるんですが、実際近隣ではないんですが、隣

の静岡市とかですと、ちょっと以前なのでちょっと今、近日中にやってるかが、今ちょ
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っと新しい情報ではないんですが、一人出産されると一定額３万、３万5,000円ぐらい

の補助券をお渡しして、助産院だったり産後ケアに使える補助券を全例、妊婦さんに、

産後のお母さんにお渡ししている事業がありました。安城市もそのような似たような事

業をやっていて、一度ちょっと終了してしまったということですが、来年度からまた助

産院等で使える補助券等がまた復帰する予定というのも聞いております。 

   その中で、実際産後ケアが一定の基準があるわけなんですが、利用する中で、それの

基準というのが、この妊婦さん、エジンバラがちょっと点数が高い、産後鬱のリスクが

あるよっていう方に限定するのではなく、実際全例、幸田町ですと380から400人ぐらい

かなと思うんですが、の方に使いたければ使えるっていう制度にぜひ持っていっていた

だけないかなというのは思っているんですが、そのような今後、そのようなことを検討

していく予定はありますでしょうか。 

委員長 健康課長。 

健康課長 産後ケア事業につきましては、退院後一定期間、病院、診療所、助産所において

助産師等が中心となって、母親の身体的、心理的回復と安定を促進するということを目

的に支援をしておるのは御承知のとおりかと思います。対象者につきましては、町内に

住所を有する出産後１年未満の赤ちゃんとそのお母さんということでございます 

   ただし、今から申し上げる全てに該当するものということとなっております。出産後

体調不良のある者、入院治療の必要性がある者は除くもの。それから育児について不安

がある者、家族そのほかの者から支援が十分に受けられない者。感染症に罹患していな

い者というものが対象でございます。この辺が微妙と言いますか、取り決めが、線引き

というのがしっかりしていないものですから、一概には言えないと思うんですので、ケ

ース・バイ・ケースで検討していきたいということで、使っていけるような支援ができ

ればと思っております。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひ使いやすい制度にしていっていただいて、執

行率が高く推移するようにしていただければと思います。今までちょっとお話ししてき

た中で、実際この産後の出産子育て応援制度事業等が追加で始まっていくわけなんです

が、保健師さんの業務の点でちょっとお聞きしたいと思います。 

   実際コロナ禍の中ですと、当番制だと思うんですが、休日出ていたりとか、とても老

人のｾｲｼﾞﾝだったり、母子のもともとある健康診断だったり等でとても多忙だなという

のをすごい感じるんですが、実際それにプラスして産後、出産子育て応援事業で、アン

ケートを全例にとったものを判断をするというプラスの業務のほうがきていると思うん

ですが、その点が業務がプラスにはなっているんですけども、実際保健師、今いる既存

の保健師さんの中で人員というのは足りているのでしょうか、教えてください。 

委員長 健康課長。 

健康課長 委員おっしゃるとおり、本来の保健師業務だけではなくて、ワクチン接種もお手

伝いいただいたり、新たに出産子育て、こういったものが加わってきてまいります。非

常に多忙な部分がございます。健康課で現在11人、保健師がおります。うち４人が産休、

育休に入っておるというような状況でございます。また、それを補うため会計年度任用
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職員で賄っておる状況でございます。会計年度さんの時間をこの出産子育て応援の交付

金が、事業が始まったときから時間を延ばさせていただいて対応しておるということで

ございます。本来の保健師活動がなかなかそういったところで集中してできないという

ことで、現在事務分担ができるように、グループを超えて手伝ってもらっておるという

のが実情のところです。 

   本来の保健師業務以外に、例えば契約の行為だとか、支払いの事務だとか、補助金の

申請に対する支払いだとか、こういったことを保健師さんがもっているというのは事実

でございますので、そういったこともありますので、そういったところを事務職ででき

るものは事務職に今振っておるということ、それから出産子育てにつきましてはですね、

こども課の職員さんに協力をいただいて何とかやれておるような状況でございます。ま

た、出産子育てにつきましては、今ＤＸ課でシステムを入れたり、アプリを入れたりし

てＤＸで何とか効率化して、アンケート集約だとか、システム改修で支払いの事務の効

率化、そういったものが非常にボリュームがあるものですから、そういったＤＸ化で何

とか導入していければ負荷が減になると、減らすことができるのではないかということ

で何とか対応できておるというところでございます。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。いろいろ今後対応していく予定だったりとか、会

計年度任用職員さんがおられるということですが、実際11人の中で４人が実際産休育休

に入られてるっていうことですので、会計年度任用職員さんは時間で働いている方と思

いますので、じゃあ、実際業務として現状保健師さんが残業だったりとか、休日に出て

までカバーしているような現状というのはあるのでしょうか、教えてください。 

委員長 健康課長。 

健康課長 残業とか時間外でやっているものの主なものはやはりワクチン接種が主なものと

なります。ただ、繁忙期、補助金の申請だとか、土日に教室をやったりということもご

ざいますので、基本的にはそういったところのみで何とかやれておるというのが状況で

ございます。そこをカバーしていただいてるのが会計年度任用職員の保健師さんにカバ

ーいただいておるというのが現状でございます。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。実際保健師の業務が本当多忙に統計だったりも含

めますし、実際人と町民の方と接して、やっぱりじっくりお話を聞いたりがたくさんあ

るかなと思います。実際出産子育て応援事業の議案説明会資料の中の事業概要の中にも、

本事業では妊娠期から出産子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即し

た必要な支援につなぐ伴走型の相談支援を充実しと書いてありますので、やっぱりしっ

かりとした相談できるということも充実させていくのが大切ではないかなと思っており

ます。 

   実際子育てには、夜間休日関係なく子育てはありますし、やっぱりママさんたちが不

安になるということも、別に平日保健師、役所が空いている時間だけ不安になって相談

できるというわけではございませんので、やっぱり夜間だったり、休日だったり、なか

なか相談等がすぐにアクセスできないときに不安になってしまうっていうこともあるか
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なと思います。その点でちょっと一点お聞きしたいのが、実際夜間休日等、役所が開い

ていない時間帯にお母さんやお父さんが不安だったりとか、ちょっと相談をしたいとい

う場合に、幸田町として子育て等も含めて、何か相談窓口等はあるのでしょうか、教え

てください。 

委員長 健康課長。 

健康課長 現在例えば閉庁日に相談がどうしてもしたいというところで、町としてはござい

ません。育児不安だったり、相談は現在休日、閉庁日だとか、祝日とかにはできておら

ないのが現状でございます。先ほど申し上げたとおり、アプリを入れることによってそ

ういったやり取りも24時間可能になるものですから、今後はそういったものを活用しな

がら相談体制ができるのかなと考えております。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。アプリの活用というのは、例えばお悩み事、発熱

とか入れたら、発熱の対応だったりとか、嘔吐と入れたらその対応なのか、あとは緊急

時の子どもの相談窓口の電話番号が出るなどの対応なのか、例えば委託先で24時間相談

ができるようなところにつながるものなのか、具体的なものがもし見えていたら教えて

ください。 

委員長 健康課長。 

健康課長 育児の相談サポートにつきましては、常時現在のところすぐに返信するというわ

けではなくて、出勤してからということになりますので、ちょっとタイムラグがあって、

緊急な場合というのがないものですから、例えば県ですとか、国ですとかの相談窓口の

そういったほうに導けるようにはすることは可能ですし、例えば、今後そのアプリを導

入することによって、子どもの成長だとか、情報を発信できるようにはしていきたいと

いうふうに考えております。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。今子育てアプリっていろんな企業さんだったりが

たくさん出しているものがあるかなと思いますので、ぜひ幸田町のこのアプリに入るこ

とに意義があるっていうアプリにぜひしていただければなと思います。 

   実際相談も、やっぱタイムリーに聞きたいこと、本当に緊急だったら救急車だったり

とか、小児医療とかにはなるんですが、そういうことではないんだけれど、やっぱりタ

イムリーにどうしても相談したい、不安が強いというお母さん方もおられますので、そ

ういうときの対応等を、一つ提案としては実際この産後ケア等で受けていただける事業

者さん等がいるかなと思うんですが、そこに、例えば平日じゃなくて、土日の昼間は相

談できるだったりとか、そういう委託業務っていうのも提案としてはありじゃないかな

というのは、私は思っています。 

   あとこの事業の中で、実際保健師さんのほうが４人産休育休中ということで、会計年

度任用職員さんでカバーしているっていうところではあるんですが、実際多分業務内容

とこの人口規模から考えても、大分きちきちな内容で頑張っていらっしゃるんじゃない

かなと私は思います。 

   実際やっぱり対人として関わっていく職業ですので、保健師に特化せずとも、実際や
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っぱりサービスを、しっかりしたサービスを提供していくためには十分な人の確保とい

うのがしっかりしたサービスの維持になっていくかなと思いますので、ぜひ保健師の必

要人数の確保というのが大事じゃないかなと思うんですが、現状、今会計年度任用職員

さんでやられているとは思うんですが、現状、もし分かれば、あと何人ぐらいいると業

務的に安定した、今後見込みとかもあると思うんですが、相談業務等が増える可能性が

あるということも含めると、産休の方が全員復帰してくれれば間に合うのか、それでも

やっぱりなかなか厳しい現状なのかっていう、ちょっと肌感でいいので教えていただけ

ればと思います。 

委員長 健康課長。 

健康課長 相談につきましては、委員提案がございましたが、町独自で対応するということ

はなかなか土日で難しいもんですから、委託ではどうですかということだと思います。

そういったこともどうしていくか、今後課題として捉えていきたいと思います。御提案

ありがとうございます。 

   また保健師の充足ということでございます。 

   現在会計年度で賄っていると、産休育休での部分を賄っているものですから、その方

たちがフルに復帰すれば何とかなるという肌感で、肌で感じておる感覚ではございます

けど、なかなか復帰しても時短でとられたりということになりますと、まだ３年とか先

まではこの状態が続きそうな感じはしますので、人事とも相談しながらやっておるわけ

なんですけど、毎年少しずつ増やしてはいただいておりますけど、何せ業務が多く、業

務量も増えてきておるというのは出産子育てで分かっていただいておるとは思いますけ

ど、その辺の充実も人事と相談しながら保健師の確保に努めてまいりたいとは考えてお

ります。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひ相談業務については検討いただければと思い

ます。 

   あと保健師の確保についても、やっぱり中で働いている現在の保健師さんが倒れてし

まっては元も子もありませんので、やっぱしっかりした町民の皆様にしっかり行き届い

たサービスの提供という意味でも、しっかり人の確保というのはしていただきたいなと

私は考えております。 

   次の質問に移ります。 

   予算書及び説明説明書の97ページ、稲吉委員も質問されました飼い主のいない猫の避

妊去勢手術助成金についてお聞きします。 

   制度自体のほうはしっかり分かったのですが、実際今幸田町において、私もちょっと

相談をいただいたこともありまして、猫がいるんだけれども、近所で、餌箱を外に置い

てあげている家があり、そこに自分の猫じゃないんだけれども食べに来るということで、

多めにあげている。実際来た場合、飼い主のない猫、野良猫ちゃんですよね、が実際子

どもを産んでしまうという中で、御近所から、ちょっとあんたのところ餌をあげている

もので、あんたんちの猫じゃないのかと言われて、いや、いや、うちは勝手に食べてい

かれるもので、いや、いや、この猫は、生まれちゃった子猫等はうちの子じゃないとい
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う中で、どうするんだっていう問題で聞かれたことがあるんですが、実際岡崎市とかで

すと、多分Ａｎｉｍｏだったかなと思うんですが、岡崎の東公園の中に施設があるかな

と思うんですが、そちらで猫をちょっと引き取っていて、実際一定期間の間は譲渡会等

をしていて、飼い主が見つかれば譲渡、もちろん見つからなかった場合は、ちょっと残

念ですけども一定期間で処分という形をとられているかなと思うんですが、実際幸田町

の場合ですと、そういう猫ちゃんがいた場合はどのような方向でいかれるんでしょうか、

教えてください。 

委員長 環境課長。 

環境課長 幸田町におけるいわゆる飼い主のいない猫についてであります。 

   基本的には町のほうで捕獲して、例えば岡崎市のＡｎｉｍｏのような対応はできませ

ん、できておりませんし、実際にその体制も整っておりませんのでできません。Ａｎｉ

ｍｏの場合獣医師もおりますし、そういった施設が充実しているというところもありま

すので、そういったことができるわけですけど、私たちではちょっとできないものです

から、仮に私たちのほうで引き取った場合はそのまま動物愛護センターの方に連絡して

引き取っていただくというようなことになろうかと思います。 

   地域における餌やりですとか、そういったのはなかなか難しい問題がありますけども、

それが確かに結果的にいわゆるその地域における飼い主のいない猫を増やしてしまう原

因の一つになっていることは間違いないことであります。その辺も含めて、そういった

方がみえるっていうような情報ありましたら私どもの方にお寄せいただきまして、そう

いった現地へ参りまして、御指導と申しますか、お話をさせていただいて、そういった

ことをやめていただくようなお話もさせていただきたいと、県の動物愛護センターとも

協力してそういった取組もさせていただきますのでということであります。よろしくお

願いします。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。せっかく飼い主のいない猫の避妊去勢手術補助金

等の事業が新たに始まりますので、ぜひ地域猫の考え等ですね、去勢した猫、避妊した

猫は誰かが飼ってくれればいいんですが、飼わない場合またそこに戻されるわけなので、

今都心部ですと地域猫ということで耳に切れ目を入れて、ここで寿命を全うするまで一

定の方がお世話をしていくということで浸透している地域もございますので、ぜひ地域

猫としてという考え等も、去勢避妊だけやって、はい、お金だけ出しましたではなく、

その子がどう生きていくのかまで、何となくでいいかなと思うので、方向性等も何かち

ょっと示していただけると、多分この制度を使われる方もいいんじゃないかなと思いま

す。 

   次に移ります。 

   109ページのロケツーリズム推進事業負担金のことに入ります。 

   午前中の質問で、都築委員からもどうする家康等のＰＲにすると言っとったけどお金

がないんじゃないかということで、観光協会の補助金に400万円あるよということを答

弁いただいたんですけども、実際こちらのロケツーリズム推進事業の中でも、成果目標

のほうにどうする家康に登場する本町ゆかりの将軍等を活用した観光客の周知、地域の
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活性化を図るということがあるんですが、こちらの事業としてはどのようなことで具体

的に何をやられるのか、教えてください。 

委員長 環境課長。 

環境課長 今回令和５年度の当初にあげさせてもらったこちらの補助金につきましては、い

わゆる地域における猫の取組の第一歩であります。猫が好きじゃない方も実際におみえ

になります。そういった配慮も含めまして、いわゆる猫の命とかも、それから繁殖させ

ないような取組というのも含めて、その地域における猫をいわゆる保護していくような

形で取組をさせていただくと。将来的にはその団体の育成ですとか、そういったまた次

のステップといいますか、段階になったときにまたさらに包括的な取組ができたらいい

なというふうに考えておりますので、最初の一歩ということで見ていただけるとありが

たいと思います。よろしくお願いします。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 ロケツーリズムに絡めた家康の活用で、大河ドラマの活用ということござ

います。 

   午前中もちょっと御答弁させていただいたように、この家康、大河ドラマの活用につ

きましては、具体的な政策につきましてはこちらの持ってるイメージとしては幸田町観

光協会、これが主体となって、そこの関連する団体さんと連携しながら何かやっていこ

うと、こういうふうに思っております。 

   従来幸田町として進めてまいりましたロケツーリズムの関係でございますが、こちら

についても、観光事業の中に幾つかあげさせていただきました。具体的に申し上げます

と、幸田町魅力発信業務、それから、幸田町イベント企画開催業務、それからちょっと

切り口が違いますけどもグルメの開発といったようなこともいつもロケツー関連という

ことであげさせていただいてます。 

   具体的にこれといったものは今持ってるわけでもありませんが、例えば幸田町の魅力

発信業務でいいますと、紙媒体、それからデジタルの媒体を通した幸田町のＰＲ、そう

いったものを考えておりますので、そういった中に、実はこの大河ドラマにゆかりの人

物が出た幸田町ですよっていったところを盛り込んでいく、こういったことはできるか

なというふうに思っております。 

   それから、イベント企画のほうにつきましては、ロケツーリズムに関わるシンポジウ

ムだとか、それからセミナー、こういったものの開催も少しイメージを持っております

ので、そういった中で大河ドラマの関連のことについても中に盛り込んでいく、これは

できるのかなというふうに思っておりますので、そこもリンクしていきたいなと思って

ます。 

   それから、グルメについても、先ほど申し上げたように、全く観光協会のやる事業と

幸田町の事業と全く切り離してやるつもりは当然ございませんので、こういったグルメ

の中でも連携できたらというふうに、こんなふうに思っております。 

委員長 ここでお諮りします。 

   本日の会議を延長したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（異議なし） 
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委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の会議を延長することに決定いたしました。 

 ここで、途中ではありますが、10分間の休憩といたします。 

                             休憩  午後４時４９分 

                             再開  午後４時５９分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   都市計画課長。 

都市計画課長  先ほど丸山委員が言われました公営住宅の保証人に関してのデータのほう

が届きましたので、報告をさせていただきたいと思います。 

   愛知県の中で、愛知県も含めまして県営住宅がありますが、愛知県も含めまして40県

市町村中14県市町が保証人を求めていないというデータがあります。ちなみに西三河で

は岡崎市さんと刈谷市さんが保証人を求めていないという状況であります。 

   保証人の取扱いに対しまして、今後幸田町もこのデータで岡崎市さん、刈谷市さん

等々がありますので、検討させていただきたいなというふうに思います。 

   以上です。 

委員長 ほかにございませんか。 

   14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 先ほどの質問のロケツーリズムの件ですが、実際具体的に商工会と観光協

会等とダブルでやられていく内容かなと思うんですが、実際にいろんな方面でたくさん

盛り上げていただくのはとてもいいことかなと思います。実際町内にも城跡だったり、

生家だったり等、たくさん様々などうする家康に関わる場所というのはたくさんあると

いうのをちょっと資料で見せていただきまして、実際とてもファンの方ですと聖地巡り

等をされるかなと思います。そういう方々に、町民の方の住居だったり等の場所もある

んではないかなと思うんですが、ぜひ御協力いただいて、そこがこういう聖地だったり

とか、城跡だったりという場所が明確に分かるようにしていただければ、ぜひも聖地巡

りもしやすいんではないかなと思います。 

   あと以前多分健康の坂道か何か、デジタルスタンプラリーみたいなのをやられていた

かなと思うんですが、そういうので聖地巡りスタンプラリーみたいな感じだったりとか、

今後ＹｏｕＴｕｂｅ等を作成されるということですので、その場でＱＲコードそのＹｏ

ｕＴｕｂｅが見れるだったりと、若い方でも楽しめる、年齢が高い方でも楽しめる仕掛

けをぜひこの予算でつくっていただければいいんではないかなと思います。この点につ

いていかがでしょうか。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 いろいろ御提案ありがとうございます。聖地巡りといった言葉も出ました。

今現在、愛知県下でいわゆる簡単に言うとチーム家康、愛知県でチームを組んで盛り上

げようということもやってるんですけども、その中のデジタルスタンプラリーではあり

ませんが、幸田町で４か所、今そういった県下のマップに載ってるといったことでもう

既に始めております。そこにヒントを得まして、それの幸田町版も今、今年度の事業と

して取り組んでいるところでございます。 
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   今後ですけども、番組でどのような幸田町のゆかりのある人物が出てくるのかとか、

こないのか、いろいろあると思いますけども、ちょっと繰り返しになりますが、観光協

会の施策としては、どちらかというとやっぱり一般の方向け、今委員おっしゃっていた

だいたように、そういったスタンプラリーだとか、聖地巡りだとか、そういったものを

何々ツアーだとか、そういったものは一般の方に向けてのいろんな施策をちょっと工夫

して、アイデアを出してやっていきたいなというふうに思います。 

   幸田町のほうの予算におきましては、一般の方向けもそうですけども、これまでどお

り制作関係者といいましょうか、業界関係者の方への実は幸田町、大河ドラマとこんな

に関係ある場所なんだよといったことも併せてＰＲできたらなというふうに、そのぐら

いの使い分けをしてやってきたいなと思います。 

   いずれにしろこんなチャンスもめったにあるわけでは当然ございませんので、午前中

の話もありましたけど、タイミングよく、機会を逃さず、いろんな策を知恵を出してや

ってきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひ本当に今だと思います。また舞台が三河から

移動してしまっていても、ドラマがやっている間は、まだ旬と言っていいんではないか

なと思いますので、ドラマが終わってしまって半年、１年たって効果は全くないという

わけではないと思いますが、実際ドラマがやっているときがやっぱり一番旬かなと思い

ますので、一日も早くできることからやっていただければなと思います。 

   あと一般の方向けということで言っていただいていましたので、一応一般の方には観

光で市町村、ほかの市町から来られる方も多いかなと思うんですが、ぜひ幸田町で育っ

ている子どもたちにもこんなところがあるんだよっていう、歴史を知るという意味でも、

ぜひ学校教育課さん等もタイアップしていただいて、子どもたち向けにもぜひ何かアピ

ール等をしていただけると、やっぱり幸田町に住んでいる子どもたちは身近に町も感じ

れますので、ぜひその点も力を入れていただけると母親としてもうれしいところではあ

ります。 

   次の質問に移ります。 

   予算書及び説明書の91ページになります。 

   児童福祉費の中の保育園のことになるんですけども、実際先日の一般質問等で保育園

の保育士不足のこともちょっと触れさせていただいたんですが、今ＤＸ、デジタル化の

中で、保護者にとっては保育園の入園の手間がデジタル化されてちょっと楽になってい

く方向ではあると思うんですが、働く保育士にとって、実際事務作業というのが大分あ

るかなと思います。検温だったり、健康チェックだったり、あとは連絡帳を書いたり等、

個別なことの内容を書く内容についてはまだなかなか事務作業として減らせないかなと

思うんですが、いろいろ精査していけば、実際デジタル化することで、業務のほうが改

善できることは多々あるんじゃないかなと思うんですが、その点はデジタル化に向けて、

業務の軽減に向けて何か保育園等でやられていたり、今後やる予定のものがあれば教え

てください。 

委員長 環境経済部次長。 
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環境経済部次長 いろいろ御提案をロケツーに対しましてありがとうございます。 

   先ほど私一般向けにといったところでいろんなことをやっていきたいということを申

し上げましたけども、やっぱり町内向けと、一般の方でも町内の方と町外の方と当然や

り方も違ってくる、狙いも違ってくると思いますので、その辺もしっかりすみ分けしな

がらやりたいというふうに思います。 

   それから、今御提案あった一歩踏み込んで、町内の子どもたちへといったところもす

ごくいい御提案をいただきました。所管部局としっかり情報共有していきたいなという

ふうに思います。よろしくお願いいたします。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 御提案ありがとうございます。保育園の入園につきましては今回から電

子による入園受付を始めさせていただいておるところでございますが、今度保育士の事

務におけるデジタル化という部分でございます。実際町の役場におる職員につきまして

はパソコンが１台ずつ渡されておりますのでそれで全てできるわけですけども、保育士

につきましては全員に行き渡っていないのが今の現状でございまして、実際今、朝の退

勤のシステムの入力、あと日頃の休日の申請、そういったもの、あと時間外、そういっ

たものはパソコンでやるように、あるパソコンを全員で使っておるという状況でござい

ます。 

   実際要望も出ておりまして、園の便り、そういったものも園児のお母さん方に届ける

のに当たってこういったデジタルを活用できないかというのも保育園のほうからも提案

も聞いておりますので、この辺につきまして今後検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。園の便り等、昨日もちょっと学校教育課さんのと

きにも質問させていただいたんですけども、ちょっと今どきのママ、私もちょっと大分

若くはなくなってきてしまったんですが、ママさんたちってスマホを持ってる方が多い

ですので、あとやっぱり紙媒体でもらってもなくしちゃうだったりとか、あの紙どこ行

ったかなということがとてもありますので、ちょっと希望者と希望されない、紙で欲し

い方等が出てきてしまうとちょっと業務、ちょっと逆に煩雑になってしまうという点が

出てきてしまう可能性も懸念はされるんですけども、ぜひ園のお便りだったりとかは、

紙ではない方向性のデジタル化というのも一つ方向性としてぜひ御要望が出ているよう

でしたら対応できるようにしていただければなと思います。 

   あとそれ以外に民間の認可外保育園だったりとか、幼稚園等ですと、大分デジタル化

が進んでいるもの等も、たくさん取り入れている内容等もありますが、今の公立の保育

園において、デジタル化されてる内容、今後取り入れていく予定のものがあるだったり

とか、こういうのはそういう便利と聞いているんだけどみたいなことがもしありました

ら教えてください。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 そのほかのデジタル化というところでございますけれども、あと話とし

て出ているものなんですけれども、例えばお子さんの出欠の連絡とか、そういったもの
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についても、今児童クラブのほうで進めておる、ＣｏＤＭＯＮというのを使ってやって

おるわけですけども、そういったものが保育園のほうで導入できないかということも、

もちろん財政的な面もありますし、システム的にどう運用していくかという面もありま

すけれども、その辺につきましても今後検討課題だなというふうには考えております。 

委員長 14番、岩本君。 

14番岩本知帆君 ありがとうございます。ぜひ出欠の連絡等、デジタル化できると多分ママ

さんたちも楽にはなってくるのかな、働く保育士としても、多分今の出欠の連絡ですと、

電話を取って、お休みしますだったりとなりますのでやっぱりその分、人員のほうが割

かれてしまいますので、ぜひＩＴ化というか、デジタル化、ＤＸ化によって業務の軽減

できるところはぜひ軽減していただいて、保育士は保育に集中できる体制をぜひとって

いただければなと思います。ぜひそういう点も、今回難しいのですが、再来年度の予算

策定の際には反映していただければ、また保育士不足というところで保育士が確保でき

ないところもカバーできることにはなっていくのではないかなと思いますので、ぜひ御

検討お願いいたします。 

委員長 住民こども部次長。 

住民こども部次長 現在保育士は保育だけでなくいろいろな事務的な作業もしておるわけで

ございます。できるだけ保育士が子どものほうだけを見るといいますか、保育に専念で

きる環境を、集中できる環境をつくってまいりたいと思いますので、そういった事務効

率がどういったことができるのか、今後検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。よろしくお願いいたします。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ６番、黒木君。 

６番黒木 一君 私は１点だけちょっと質問させていただきます。 

   ロケツーリズム関連の事業でございますけども、何人かが質問されたんですけども、

違った切り口で質問したいと思います。 

   昨年の４月１日から、職員の方が、課長クラスですかね、方が商工会に派遣されまし

た。その派遣の目的は、お互いに相乗効果を出すというふうに私は聞いてるんですけど

も、私も商工会に行くたんびに、寄っていろいろ話をしてくるんですけども、明るくや

っていますので、まず安心した次第です。それで、その相乗効果で何がこの１年間、１

年間だから大した効果は見られないかも分かりませんけども、次長として、上司として

どういう効果が現れたのか、あったら教えてください。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 令和４年４月から今委員おっしゃっていたように、幸田町の職員が課長級

として商工会へ行っているということであります。このロケツーリズム事業に関しまし

てのすみ分けでございますが、いわゆるその現場の対応、それに伴う事前調整だとか、

その後のフォローなんかは商工会の職員が担うと。その事前の受入れをするときの判断

であったりだとか、我々としても要望を相手に伝えたりとか、そういったものについて

は一緒になって考えて、幸田町としての返事を出していくといったことで今進めておる

状況でございます。この３月にもロケも庁舎内ではあったわけであります。これまでと
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違って、現場のことは商工会に行ってる職員が一手にやっているものですから、そうい

った面での事業の分担はしっかりできるもの、そこがメリットかなというふうに思って

います。当然ロケの当日は応援体制ということで商工会の職員、それから幸田町の職員

も含めて、産業振興課の職員も含めて対応していくわけでありますけども、そういった

現場に軸足を置いて動く職員と、それから、こちらの本家のほうで様々な現場以外のこ

とを総括的にやっていく、できるといったところはメリットがあるかなと、こんなふう

に思っております。 

委員長 ６番、黒木君。 

６番黒木 一君 この資料を見ますと、令和３年、４年は六、七本ぐらい映画とテレビがあ

ったわけです。そうすると今年から１本、１本、２本ですよね、計、ぐっとと下がって

ますよね、これは何か原因があるんですか。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 資料の33ページのこの下の表だなと思います。こちらについては今我々が

目指すところは、映画とドラマといったところを目指そうといったところで頑張ってい

ます。最近先ほどのＤＸの話ではありませんが、動画ですね、いわゆる動画も最近では

少しずつお話もあって、実績も上がっているところであります。したがいまして、この

目標値にありますように、映画とドラマを我々としてはこれを何とか毎年１本ずつ持っ

ていきたいといったところで何とか頑張っているところでありますので、そのほかのと

ころは全く力を入れていないわけではありませんけども、附随的に話を聞いていただけ

るというところでありますので、当然我々としての自主的に動く場合は映画、ドラマを

いわゆる撮ってくるといったようなことで動いているところでありますので、我々とし

てそこを気にしながらやってるという、そういう状況でございます。 

委員長 ６番、黒木君。 

６番黒木 一君 余りにも減ってたもので私は人が足らないのかなと思って心配したわけで

す、そういうことはないわけですね。 

   それで、最後の質問ですけども、先ほどもグルメの問題だとか、そういうのが出たん

ですけども、あんまり令和２年、３年、４年に走り過ぎたんじゃないですかね、最近全

然そういうあんまりうわさが出てこないですね。例えば今冬場だからいいんですけど、

弁当を販売するだとか、そういうのは割かし好評だと聞いておったんですけども、そう

いうものが欠けてると。それから、バーガーなんかも、議員さん、金出すから１回食べ

させてよという話もしたことあるんですよ。そうしたら、それはいいねと言ってなかっ

たんですけどね。そういうだからこっちが要望出したら、以後の協力をしますから、拡

販には相当やっぱり効果があると思うんですよ。そういう周りの取り巻きの効果もやっ

ぱり使っていかなきゃ伸びないと思うんです。その辺を今後検討してください。お願い

します。 

委員長 環境経済部次長。 

環境経済部次長 ありがとうございます。私もこの場で御答弁をさせていただきました令和

元年からロケツーリズム取り組んできまして、今年で４年が終わろうとしているところ

でございます。最初の３年は本当に前だけを見て走ってきたという感じであります。先
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ほどドラマとか映画を、ロケをとってくるという表現も私もさせていただきましたけど

も、本当にそのロケを持ってくるだけにこだわってやってきたと、これも過言ではあり

ません。それに伴ういろんなロケ弁だとか、それから幸田町の事業者の方への協力依頼

だとか、そういったことも一生懸命やってきたところでありますが、やはりそれだけで

は当然駄目なわけで、それを、ロケを持ってきて、それから、そのロケを持ってきたと

き、だから幸田町にロケがあるときにどの程度の経済効果があるのかとか、ロケが終わ

ってからどうだとか、そこが重要だといったところは当然でございますので、そういっ

た意味でも少し足を地につけながら、周りもちょっと見ながら、それからロケの誘致、

それから町内の商工業事業者の方への協力依頼、それからグルメ関係の開発、それから

販売、普及、ＰＲ、そういったものも少し周りを見ながら、しっかり先を見据えてやっ

てきたいというふうに思います。ありがとうございます。 

委員長 ほかにございませんか。 

   12番水野君。 

12番水野千代子君 戸籍住民基本台帳一般事業についてお伺いをいたします。予算概要の16

ページでございます。 

   住民課の窓口はこの２月末でマイナンバーカードの申請等で本当ににぎやかであった

のではないかなというふうに思うわけでございますが、担当課としてどのような課題が

あったのか、どのようにそれを乗り越えられてみえたのか、少しお伺いをしたいという

ふうに思います。よろしくお願いします。 

委員長 住民課長。 

住民課長 今回マイナンバーカードの交付申請ということで、もともとマイナポイントを取

得するために２月末までにカードをつくるという申請をしなければならないということ

で大変２月は窓口も混雑いたしました。カードの申請自体はＱＲコードを読み取って、

インターネット上で申請もできますし、あと御自分で申請書を、出来上がった申請書を

返信用の封筒も送られてきているので、それを使って個人で申請をされた方、あとは役

場の窓口に来て申請をされていく方がみえます。やはりポイントの関係もあってこの２

月というのは窓口も大変混雑して、それ以外に住民票を取ったりだとか、転出転入の手

続をされたりだとか、そういったお客様も見えて、非常に混雑しました。今となって何

とか乗り切ったというところなんですけども、マイナンバーカードの申請自体について

はそんなに手間な作業ではありませんので、窓口のカウンターの外に出て、そういった

方につきましては、申請を処理したということなどをしながら対応していったというと

ころであります。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 ありがとうございます。すごく混雑したのではないかなというふうに思

うわけでありますが、何とかスムーズにいったということでございます。本当にこのマ

イナポイントで２万円のポイントがつくということで、町民の皆さんも喜んでの申請を

されて、また交付をされてポイントのほうの窓口に行かれたのかなというふうに思うと

ころでございます。 

   次に、今回の当初予算は昨年の予算に比べて702万2,000円増加をしていますが、その
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辺についての要因をお聞かせを願いたいと思います。 

委員長 住民課長。 

住民課長 主な要因といたしましては制度の改正によるシステム改修、それから、令和５年

度に予定されている、六栗、幸田駅前へ区画整理の換地処分が行われるということで住

所、それから本籍、その表記の更正をしなければいけないということで業務委託を予定

しております。そういった関係で予算の方も増額というふうになっています。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 分かりました。とにかく住民課の窓口としてはシステム改修等が多いの

かなというふうに思うところでございます。 

   それから、区画整理が終わったということで、住所、本籍更正業務委託ということで、

これも出ております。分かりました。 

   それから、コンビニ交付のサービス運営費というのもございます。コンビニ納付って

いうのは本当に町民の皆様が喜んで、使い勝手がいいということで利用されている方が

年々増えているのかなというふうに思うわけでございますが、これの推移っていうのは

どのぐらい増えてるのか、分かりましたらお聞かせを願いたいというふうに思います。

また、新年度はどのぐらいを見込んでおられるのかということもお聞かせを願いたいと

思います。 

委員長 住民課長。 

住民課長 マイナンバーカードの交付件数が上がるにつれて、コンビニ交付サービスの利用

者も増えております。ちなみに昨年の４月、令和４年度の４月の１か月間で利用件数が

140件ありました。その後徐々に膨らんでいくんですが、先月、令和５年の２月につい

ては439件の利用があったということで、４月以降、実際には去年の３月から始まって

いますけども、月を重ねるごとに利用件数も増えているということになっております。

今年１月に400件以上の利用がありますので、今の当初予算ではそれぐらいより少し多

めに利用を見込んでコンビニ事業者に払う手数料、そういったものを算出しております。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 通学・通園の通学路の、通園路の整備の工事費についてお伺いをいたし

ます。 

   これが上がっているわけなんですけれども、この内容についてお伺いをしたいという

ふうに思います。 

委員長 土木課長。 

土木課長 2,300万円の内訳でございます。 

   ガードパイプ各線、カラー舗装、グリーンベルト等で1,400万円を見込んでおります。

また、昨年引き続き六栗地区の交通安全地区、みやこ幼稚園のあたりですけども、昨年

は側溝の蓋の段差解消をやりましたが、今年は愛知県県警本部の指導を受けて、引き続

きポストコーンの設置等で400万円、また坂崎のこうたの杜、トヨタホームが開発した

ところですけども、あちらと岡田病院を結ぶあたりに横断歩道の要望をしておりまして、

横断歩道自体は防災安全課の窓口でやっておりますが、何とか明るい兆しがあるという
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ことで、その横断歩道の設置に附帯するガードパイプですとか、道路照明に200万円、

昨年点検で緊急度は低いのですが、不具合があるということで須美地区の消防団詰所に

あります道路照明灯の交換で300万円、以上内訳が2,300万円となります。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 先ほど出ました六栗のみやこ幼稚園のところの通園の通園路の安全対策

でございますが、引き続きあの住宅街からみやこ幼稚園の門の前のところの横断歩道と

併せて信号が設置できないかというような要望が上がってきておりますけれども、その

辺のところはつかんでおられるんでしょうか。私が見ましたら、朝かなり渡ってみえる

んですね、手を引いて。やっぱりあの辺、信号の設置条件というのがどれだけ離れてい

なければつかないというような公安委員会の基準があるわけですけれども、あれを見ま

すと、例えば手押し信号を、わしだ保育園のところには手押し信号がついてるんですけ

れど、ああいう感じでできないのかということでございますけれども、その辺のところ

はよろしくお願いしたいなと思うんですが、いかがでしょうかということと、それから

前に福祉産業建設委員会で伺いました、ですので、そういうふうに安全対策をやはり要

望を吸い取りながらやっていただきたいというふうに思うわけでありますので、よろし

くお願いをいたします。 

委員長 土木課長。 

土木課長 １番目の信号につきましては防災安全課とタイアップしてやっていきたいと思い

ますが、今のところ明るい兆しのお話はいただいておりませんので、話がありましたら

すぐに同じように防護柵とか道路照明を設置、土木のほうで連携してやっていきたいと

思います。 

   また、２点目の通学路の安全対策でございますけども、学校、防災安全課、警察と共

同で交通安全プログラムという名称のもと、通学路の点検をやっております。これを引

き続きやることに加えて、今後道路構造令の改正がある予定、見込みがありまして、見

込みの内容としましては、従来は信号交差点のみガードパイプを打つということでした

けども、その縛りがなくなるということで、通学路に積極的にガードパイプを打ってい

きましょう。ただやみくもに通学にガイドパイプを打っていくとすごい費用になってき

ますので、愛知県としましては、植樹帯のない、２メートル未満、ちょっとハードル高

いんですが児童40名以上、そういったところにつきましては優先的にガードパイプを国

の補助金を活用してやっていく。同じく幸田町としましても愛知県のパッケージが令和

６年度から国の補助金をいただく、県が音頭を取ってどうですかという話がありますの

で、幸田町もその流れにのっとって、令和６年度からはガードパイプ、同じようなとこ

ろにつきまして積極的に国の補助金を活用して交通安全対策を充実させていきたいと思

っております。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 ありがとうございます。この通学・通園路の交通安全対策、ぜひ毎年要

望はあがってくると思うんですけれどもお聞き入れしていただきたいなというふうに思

います。 

   それから、次に、先ほどのマイナンバーカードの件でございますが、この取得率、件
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数、２月末現在でどれぐらいになったのかをお伺いしたいと思います。 

委員長 住民課長。 

住民課長 幸田町におきましては、まず申請率が、総務省が公表した数値によりますと、申

請率は70.71％、交付率につきましては60.6％というふうになっております。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 枚数は分からないんでしょうか。 

委員長 住民課長。 

住民課長 失礼いたしました。２月末現在累計で２万5,768枚というふうになっております。 

委員長 13番、笹野君。 

13番笹野康男君 最後の最後に言わせていただきたいなというふうに思っております。土木

課長にお聞きしたいんですけども、本当に区長さんたちの要望等々に関しては、今回の

予算で十分いけるのかどうかというのをまず１点お伺いします。 

委員長 土木課長。 

土木課長 区長様の要望の大きなものがいろいろありますけども、主には、身近な土木課で

すと、家の前の舗装、１・２級町道以外の生活道路の舗装があるかと思います。令和３

年度の同時期の要望いただいてできたパーセンテージ言いますと41％、今年度につきま

しては42％です。毎年同じような形の割合では要望にはお応えできるかと思っておりま

す。 

委員長 13番、笹野君。 

13番笹野康男君 本当に土木課長以下、土木の人間、職員は非常に熱心にやってみえるな。

早急に区長さんたちの意見も聞き、対処が早いと私は思っています。そういう点では本

当に感謝を申し上げたいなというふうに思っています。今後も、去年も確か生活道路で

8,000万円の当初予算からプラスアルファをしましたよね、確か。本年度も区長要望の

ためにも、住民のためにもやはり生活安全の道路は貴重であります。通学路も貴重であ

ります、そういう点では十分に対処してほしいなと。そういう点で、土木の係の方に本

当に頑張ってほしいなと、敬意を申し上げたい、かように思ってます。よろしく頑張っ

ていただきたいと思います。 

   以上です。 

委員長 ほかにございませんか。 

（質疑なし） 

委員長 ございませんようですので、以上で第18号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第20号議案 令和５年度幸田町国民健康保険特別会計予算、これの質疑を許し

ます。 

   ８番、丸山君。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 国保、国民健康保険につきましては、毎年引き上がる国保税ということ

で、今回国のほうでは課税限度額を２万円引き上げるわけでございますが、この幸田町

の予算編成におきまして、この課税限度額、後期高齢者分になるわけですけれども２万

円アップというようなことを聞いておりますが、これを盛り込んだ予算編成になってい
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るのかどうなのか、お伺いしたいと思います。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 委員おっしゃられますように、令和５年４月１日から国保税の課税限度額の

ほうは２万円引き上げられ、現行の102万円から104万円ということになります。こちら

のほうの税収増の見込みに関しては、令和５年度の当初予算ではこの分を見込んではお

りません。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 予算のほうには見込んでおられないということでございますが、これは

保険税の改正をしなければ当然上げられないわけでございますが、しかしながら、この

限度額につきましては、後期高齢者分からの引上げとなって高齢者への負担増がかけら

れるわけでございます。それに伴って国保税が104万円に引き上がってしまうというよ

うなことになるわけでございます。また、一面、この産前産後の保険税、この免除とい

うものも2024年の１月実施ということを聞いております。これは県均等割と所得割、こ

れを公費で国と地方で免除するために国のほうでは1.9億円が計上されているわけであ

りまして、幸田町の産前産後の利用される方たちにとっていえば朗報になるわけであり

ます。これについての試算といいますか、負担額という、これの軽減額はどれぐらいに

なるのか、お尋ねしたいと思います。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 委員おっしゃられます産前産後保険税免除につきましては、令和６年１月施

行予定でございます。子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する

被保険者に係る産前産後期間相当分４か月分の所得割、均等割保険税を免除するもので

ございます。 

   影響額につきましては、今年度12件の出産育児一時金の支給がございましたので、そ

ちらで試算しますと、出産された被保険者の４か月分の減免額の合計額が約34万円、１

人当たり約２万8,000円となります。来年度の出産育児一時金の予算件数は30件ですの

で、試算しますと全体で84万円の免除額となります。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 ありがとうございました。国保会計におきましてこうした制度が取り入

れられ、子育て支援が進められるということは、一歩一歩ではありますけれども制度の

充実につながるというふうに思うわけであります。 

   そこで、この子育て世帯にとって言えば、子どもの均等割、これが未就学児の均等割

が２分の１減免ということで行われました。これは今年度から実施ということでござい

ますけれども、こうした子どもの均等割の廃止というのを私は訴えておりますが、この

対象年齢の範囲、これを拡大する考えについて伺いたいと思います。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 未就学児に係る均等割保険税軽減措置につきましては、地方税法の改正によ

り令和４年度から実施をしております。対象となる子どもの範囲の拡大につきましては、

子育て世帯の負担軽減という制度の趣旨にのっとり、必要な施策であることは認識して

おりますが、町単独事業としてさらに18歳まで拡大して均等割額を廃止した場合の税収



－９０－ 

における影響は課題であります。 

   また、県内で18歳までの均等割全額免除を実施している自治体はなく、近隣市におい

ても実施予定や検討もされていないことから、現段階では対象年齢の拡大についての考

えはございません。まずは現行制度をしっかり施行させていただきたいと考えておりま

す。 

   なお、全国町村会から、子どもに係る均等割保険税の軽減措置につきましては、国の

負担割合を引き上げるとともに、対象範囲を拡大することを国に要望されており、引き

続き国、県の動向を注視してまいります。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 この国民健康保険が県単位化になりまして、いずれは県下統一の標準保

険料率での算定に入ってくるわけでございます。そうしますと、かなり引き上がるんで

はなかろうかという、そういう懸念があるわけでございます。そのときにやはり引上げ

ですね、負担額の大幅引上げ、そうしたときのためにも子育て支援として国保税におけ

る均等割の廃止、18歳までの支援というものも、これは段階的に入れていくと、その辺

のところがより住民の方にも分かっていただけるんではなかろうかなというふうに思う

わけでありますので、これは全国市長会、あるいは町村会からも国に対して御要望も出

されているというところでありますので、ぜひまた強力にその辺のところ要望していた

だきたいなということでお願いしたいと思います。 

   次に、このマイナンバーカードに保険証の機能を待たせるということでありますけれ

ども、そのマイナンバーカードにひもづけされる保険証、これが今度はマイナンバーカ

ードがないと現行のいわゆる紙の保険証ですね、この紙の保険証だと利用に対して12円

の負担がかけられてくるというふうに言われておりますけれども、この内容についてち

ょっとお聞かせください。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 マイナンバーカードに保険証機能を持たせた場合のマイナ保険証ですが、こ

ちらのほう、窓口負担のことになりますと、マイナ保険証で受診をされた場合に、今年

の令和５年の４月からはマイナ保険証ですと初診で６円、従来の保険証ですと12円から

18円の引上げとなります。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 マイナンバーカードに保険証がひもづけされていると、今年の４月から

は窓口負担で６円、マイナンバーカードがなくて従来の保険証の利用ですとこれが18円

になるということでありますが、その辺のところについての周知というのがなされてい

るのかどうなのか、その辺のについてお聞きしたいと思います。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 マイナ保険証になる場合と、従来の保険証を使う場合との窓口負担について

の周知に関しては、町の国保として単独では実施しておりません。国のほうからの周知

という形にはなるかと思われます。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 それでお聞きするわけでありますが、この国民健康保険に加入している
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方でマイナ保険証を持っている方、あるいは従来の保険証を利用している方、これがど

れぐらいの人数になるのか、例えばこの予算の中で、加入者数の中での範囲でお答えい

ただきたいなというふうに思うんですけれども、どれぐらいの割合で何人になるのか分

かっていたらお答えいただきたいと思います。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 幸田町国保の方で、マイナ保険証の利用登録をされている方は、昨年の12月

末現在となりますが、人数が2,124人、31.9％となります。 

委員長 ここで、途中ではありますが、10分間の休憩といたします。 

                             休憩  午後５時４６分 

                             再開  午後５時５６分 

委員長 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 この現行の保険証利用というのに対しまして、これは2024年の４月まで

の猶予期間が設けられているわけでありますが、この猶予期間が過ぎたらどうなるんで

しょうか。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 現在の発行済みの保険証につきましては１年間有効とみなす経過措置を設け

るとのことですので、現在の幸田町国保の保険証は令和６年８月までが有効期限となっ

ております。こちらのほうをこの経過措置に当てはめますと、次回更新は令和６年の９

月から１年以内という有効期間になりますので、令和６年の９月から令和７年８月まで

の有効期限で発行というふうになるのではないかと思われますが、今後の国の調整の中

で整理されるものと思われます。 

   こちらのほうの保険証を、マイナ保険証をお持ちではない方に関しては、資格確認書

というものを発行するということになっておりますので、もしこの令和７年８月まで現

行の保険証が使えたとしますと、それ以降につきましては、資格確認書の発行をしてい

くことになるのではないかと思われます。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 現在国民健康保険の加入者におきまして、例えば滞納とか、そういうこ

とがあった場合は幸田町は短期保険証を発行しておりますけれども、資格者証というこ

とで発行しております。それは窓口で10割負担となるわけでございますが、このマイナ

保険証移行できなくて、従来の紙の保険証でこの猶予期間を過ぎた場合は資格、先ほど

言われました、何とおっしゃったんですか、資格認定証でしたかね、それと同様の窓口

負担になるというようなことなのでしょうか、その辺の確認をお願いしたいと思います。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 窓口負担につきましては、資格確認書の方も従来の保険証と同じ18円の窓口

負担ということにはなります。現在の短期証の方につきましては、こちらのほう、今ま

での短期証の取扱いというものがなくなるということでございますが、令和６年の秋以

降に仕組み自体を廃止するということになっておりますので、短期証の扱いについては

今後の国の動向を注視してどういう形になっていくかは決まっていくのかなと思ってお
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ります。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 いずれにいたしましてもこのマイナンバー保険証、これにつきましては

差別的な自己負担ということを強要していくということになるわけではなかろうかなと

いうふうに思うわけであります。窓口負担が６円と、それから窓口負担が18円に変わっ

てしまうと３倍化のものになってしまうということでありますので、そういうことは言

えるかというふうに思います。 

   次に、厚労省は保険料水準の統一化、これを進めるために、今後国が保険料の水準統

一加速化プランと、これを策定をしていくということを明らかにしておりますけれども、

この保険料の、幸田町で言えば国保税でありますけれども、保険料の統一化の押しつけ

ですけれども、そうしますと、この自治体独自の保険料の引下げということができなく

なってくるというふうに思うんですけれど、これのスケジュール、段階的に進めるとい

うことも聞いておりますけれども、このスケジュールはどれぐらいの年度で標準保険料

になっていくのかということをお聞きしたいと思います。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 令和６年度以降の保険料水準の県下統一に向けて現在令和５年度に第３期愛

知県国保運営方針というものが示される予定でございます。そちらのほうで令和６年か

ら令和11年度の間に県下での保険料率の統一ということをする時期というものが示され

ていくことになると思われます。 

委員長  ほかにございませんか。 

（質疑なし） 

委員長 以上で、第20号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第21号議案 令和５年度幸田町後期高齢者医療特別会計予算の質疑を許します。 

   ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 後期高齢者医療保険につきまして若干お聞きしたいことがあるんですが、

この後期高齢者医療保険、ここ医療制度の中から、出産育児一時金50万円を引き上げる

ことに伴って、その財源として後期高齢者医療制度が負担をするという、こういう内容

になるわけでございますけれども、その内容について具体的に内容を説明していただき

たいなというふうに思います。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 ちょっと、令和５年４月１日から出産育児一時金につきまして、現状の42万

円から50万円に引き上がることになりますが、それに伴いまして、後期高齢者医療制度

のほうから、令和６度から７％を出産育児支援金として負担していただくことになりま

す。 

   こちらのほうは令和６年度、令和７年度については７％の２分の１の3.5％を拠出し

ていただくことになる予定であります。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 そのように負担をすると、７％拠出をするとなると、この会計につきま

してはどのような影響があるのか、伺いたいと思います。 
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委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 こちらのほう７％負担ということで、これに伴いまして、また現在団塊の世

代が後期高齢者医療制度に加入して、24年度まで加入していくことになっておりますの

で、そちらのほうの医療費も、後期高齢者医療制度の医療費も高騰していくということ

で、国のほうは賦課限度額の引上げを令和６年度、令和７年度で段階的に実施していく

予定であるようでございます。こちらのほうにつきましては、まだ令和５年度について

は変更がございませんので、特に保険料収入についての影響はございません。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君  現在この限度額が66万円になっております。これが限度額の引上げと

なりますと令和６年度は幾らになるのか、それで令和７年度は幾らを想定されているの

かを、分かっている範囲内でお答えいただけたらというふうに思います。 

委員長 保険医療課長。 

保険医療課長 賦課限度額の引上げにつきましては、令和６年度が73万円に、令和７年度が

80万円に引き上げる予定でございます。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 とにかく子育て支援を進めるために、高齢者からも負担増を求めると、

こういう内容が盛り込まれる、これから盛り込まれていくわけでございます。やはり両

方を競わせる、こういう財政の在り方っていうのはおかしいと思います、私は。ですの

で、高齢者もやはり今まで一生懸命頑張ってきて保険料を納めて、そして、やれやれこ

れからほっとしようとそういうときに、75歳以上になったら別の医療制度に追い込んで

くる、こういう制度でございます。本当に血も涙もない扱いになってくるのではなかろ

うかということを指摘して質問を終わります。答弁は結構です。 

委員長 ほかにございませんか。 

（質疑なし） 

委員長 以上で、第21号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第22号議案 令和５年度幸田町介護保険特別会計予算の質疑を許します。ござ

いませんか。 

（質疑なし） 

委員長 以上で、第22号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第23号議案 令和５年度幸田町農業集落排水事業特別会計予算の質疑を許しま

す。ございませんか。 

   ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 この歳入について、調査についてお伺いをいたします。 

   これは何に充てるためにこの調査を行われたのか、お答えいただきたいと思います。 

委員長 下水道課長。 

下水道課長 ただいまの質問は町債についてだと思います。 

   町債についてですが、借金の毎年の返済のほうに充てさせていただきます。 

   以上です。 

   ごめんなさい、すみません、返済のほうだと思って勘違いしました。 
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   294ページの公営企業の会計適用事業の440万円のことでよろしいでしょうか。 

   こちらについては公共下水道、すみません、集落排水を令和６年度から公営企業会計

のほうに移行するときに、令和４年度と５年度で債務負担をおこさせてもらいまして、

委託料をかけまして事業を行うものです。そちらの移行するための事業に充てさせてい

ただきます。 

   以上です。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 農業集落排水事業におきましては、順次公共下水のほうに接続をするわ

けでありまして、３施設を除いて公共下水道のほうに接続をしていくわけであります。

そうしますと、この会計がどうなるのかということでありますけれども、これは令和４

年度に企業会計に移行する、その準備を進めていくよということなんですけれども、こ

れについてもう少し詳しく内容を説明していただきたいなというふうに思うわけであり

ますが、お願いをいたします。 

委員長 下水道課長。 

下水道課長 今の集落排水の特別事業で予算をさせていただいてるんですが、総務省のほう

から公営企業会計の運用についてということで、令和５年度までの間に公営企業に移行

することを一応要請されまして、幸田町もほかの市町村とほぼ同じになるのですが、令

和６年度から公営企業会計のほうに進むように今準備しているところでございます。 

   基本的には今現在公共下水道のほうが公営企業のほうの会計をさせていただきますの

で、基本的に同じ形をとらせていただこうと思っています。予算書的なところで言いま

すと、今ある公共下水道の公営企業会計のところに最後にセグメントということで分け

させてもらう形になると思いますが、基本的には同じような形で同じような予算と同じ

ような決算で表記させてもらって説明させていただこうと思っております。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 令和６年度には公営企業会計に移行するということでありますけれども、

例えば集落排水の事業の中で、それぞれの集排の施設があるわけでして、期間は何年に

なるか分かりませんけれども、現在は大草が接続をしてまだまだこれから順番にやって

いくわけでございますけれども、その移行の最中に、この公営企業のほうに移行したと

なると、その処理の仕方というのがどのようになるのか、ちょっとイメージがわいてこ

ないんですけれども、その辺のところを担当としてはどのように進めていかれるのか、

お尋ねしたいと思います。 

委員長 下水道課長。 

下水道課長 一部の一例にはなりますが、集排のほうでは処理場というのが大きく分けて、

大きな財産があるんですけども、そちらのほうも償却資産ということで表記していかな

ければ、財産とかを表記していくことになるんですけれども、そういったものを今令和

４年度と５年度をかけて資産の調査、資産価値の調査をさせていただきまして、その部

分を令和６年度の４月１日のスタートに向けまして財産の数値化ですかね、財産の金額

の数値化をさせてもらって、それを償却資産とかで一例ですけどそういったところで移

していくのを今やっているところでございます。 
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委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 この町債がその移行の準備期間の中の部分だというふうに言われたわけ

でございますが、集排を企業会計に移すってことは初めて聞きました。今までそういう

報告がなかったわけであります。やはりこの辺のところは説明をしていただきたかった

というふうに思うわけです。 

   いずれは集排も企業会計に移すっていうことは聞いてはおりましたけれども、令和５

年度の中で実際それが準備として進められるというようなこと、国の方針ということで、

これは全面的にそのｹﾝｶｲの中では一斉に企業会計に移っていくのか、その辺もお聞きし

たいと思いますし、または、この企業会計に現在下水道は企業会計に移って、企業会計

でやってますけれども、これは全面ではないわけですね、全面ではない。集排も同じよ

うな手法で、一部ということになるんでしょうか。 

委員長 下水道課長。 

下水道課長 公営企業会計の移行についての説明不足でお伝えできていない部分があったこ

とは本当に申し訳ありませんでした。令和４年の２月の協議会のほうで少し説明したと

いうふうにちょっと書類のほうを今用意してるんですけども、ちょっと自分のほうも詳

しく説明できいなくて本当申し訳ありませんでした。 

   今の一部適用、全部適用というのがあると思うんですけども、集落排水についても公

共下水と同じように一部適用をさせてもらって、職員の身分とかについては今の下水道

職員としては企業職員っていう形じゃなくて一部適用ということをとらせていただきま

す。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 こうした移行に関わって、やはり十分にこれは担当委員会にはきちっと

説明していただきたかったということを申し述べて終わりたいと思います。 

委員長 下水道課長。 

下水道課長 委員言われるように、令和４年の２月の協議会のほうで説明ということで本当

に至らぬ点で皆様のほうにちゃんと説明も至らぬところがあったと思います。こういっ

たわけですが、令和６年４月１日には経理の面が特になんですが、正確に正しく、そう

いった運営できるように努めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

失礼いたします。 

委員長 ほかにございませんか。 

（質疑なし） 

委員長 以上で、第23号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第24号議案、令和５年度幸田町水道事業会計予算の質疑を許します。 

   12番、水野君。 

12番水野千代子君 議案説明会資料の36ページをお願いいたします。 

   今回大草のポンプ場の建設がいよいよ終盤に入ってまいりました。ここは昭和59年に

設置した送水ポンプを初め、水槽設備とか、電気設備等の劣化が進んだということで、

令和２年度から基本設計が始まって、５年計画で進めておられるものでございます。39

年も経過したということで、本当に今が替え時なのかな、早めに替えるかなというふう
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に思うわけでございます。 

   それで、令和５年度にいよいよ建築だとか、機械設備、古いほうの撤去の工事が、３

つの工事が予定をされております。その予算が３億778万円ございます。この３つの工

事の内訳が分かりましたらお聞かせを願いたいと思います。 

委員長 上下水道部次長。 

上下水道部次長 議案説明会資料の大草ポンプ場の施設更新、工事内容でございます。 

   右側の積算内容に３つのぽつがあります。 

   １つ目、大草ポンプ場建築工事、こちらは仮設などの土木工事含めますが、約8,000

万円。２つ目のぽつ、送水設備等の設置工事、こちらが約２億円。そして、最後３つ目、

旧施設撤去工事、こちらが約2,000万円でざっくりではありますが３億円という形でご

ざいます。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 積算内容の内訳はよく分かりました。本当に５年計画でいよいよ令和５

年度には建築が予定されるわけでございます。また送水設備等の設置工事も進めてこら

れて、令和５年度には95％が完了する、この事業の完了ということで見込まれているも

のでございます。 

   こういうポンプ場に関しましては本当に長期的な計画が必要かなというふうに思って

おりますが、この大草ポンプ場のほかに今後計画がありましたら教えていただきたいと

いうふうに思っております。 

委員長 上下水道部次長。 

上下水道部次長 大草ポンプ場の更新は御案内のとおり令和６年度まで、その後の施設更新

につきましては、昭和61年に築造しました深溝配水場、幸田のデンソーさんのすぐ東側

にありますが、こちらのポンプの関係の更新が計画されております。まずは基本設計業

務で更新の方法を検討すると、全面更新にするのか、長寿命化にするのかといったとこ

ろの検討に入っていく予定です。 

   以上です。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 ありがとうございます。こういうポンプ場というのは、先ほども言いま

したように長期的なきちんとした計画を立てていかなければいけないというふうに思っ

ております。大草は令和６年度に場内も全て整備が完了して、その後は61年に設置をし

た深溝の配水場を計画をしていくよということでございます。ここに関しましては次の

更新までに設計だとか、どういうふうにするのか、長期寿命化にするのか、様々な検討

がされるというふうに思いますので、またこの辺についてもしっかりとした概要を見て

いただいて、基本設計等を進めていっていただきたいというふうに思うところではござ

います。 

   そして、最後の質問でございますが、こういう町内のポンプ場から各家庭にも安心で

安全な水を配水するその水道管があるわけではございます。その水道管の工事も改修も

それぞれの計画が毎年何かあちらこちらでされてるかなというふうに思うわけでござい

ますが、その計画について令和５年度の計画がございましたらお聞かせを願いたいと思
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います。 

委員長 上下水道部次長。 

上下水道部次長 令和５年度、令和４年度も当然古い管路の更新を進めておりまして、この

令和５年度も更新をしていきます。予定としましては、野場地区で行っております重要

給水管の耐震化ですね、これを引き続き行う。それから、鷲田、大草などで主に水道管

本管の更新をしていく予定であります。 

   以上です。 

委員長 12番、水野君。 

12番水野千代子君 分かりました。様々年度ごとに計画は立てられているようでございます。

本当に水道管というのもどこでどういうふうに老朽化してるのかというのも分かりませ

んし、時々漏水というのもあるようでございますので、本当に計画的にまた更新、また

改修をしていっていただきたいというふうに思いますので、各家庭がいつでも蛇口をひ

ねればおいしい水が飲めるように、とにかく計画をしていっていただきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

委員長 上下水道部次長。 

上下水道部次長 水道の使命としましては安全な水を安定供給し続けることが使命だと思っ

ておりますので、頑張ってまいります。ありがとうございます。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 この水道料金の引上げっていうのがあちこちで今行われているわけであ

りますけれども、幸田町におきましては、この予算の中ではそのような対応というのは

ないわけでしょうか。それとも今現在水道ビジョンに基づいて運営をされているわけで

すが、その辺のところ、前にお聞きしたときには、しばらくはずっと引き上げなくても

十分大丈夫だよというような答弁をいただいているんですけれども、その辺の見通しと

いうのはどのような感じでしょうか。 

委員長 上下水道部次長。 

上下水道部次長 料金の改定でございます。 

   県下の市町村も実はちょこちょこ料金改定、値上げですね、という声が聞こえており

ますが、本町におきましては、現時点で料金改定の予定はございません。 

   ただし、県水100％ですので、県水の受水費が値上がったときには検討に入るのかな

というふうに思っております。 

  以上です。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 今愛知県におきましても設楽ダムで、設楽ダムの建設とか進められてい

ているわけでございますけれども、幸田町におきましては、本当に県水100％というこ

とで大きな影響を受けるわけでございます。そうした意味におきまして、以前は自己水

源の確保ということでやってきた経過があるわけですけれども、大草の自己水源、日

400リットル出ておりました。これが老朽化をして、またマンガンが出るということで

更新に至らなかったわけでございますけれども、そうした点におきまして、何か災害が
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あったときにやはり自己水源の確保というのは重要じゃないかというようなことが大分

言われていたわけでありますが、その辺におきましてこれから自己水源の確保というこ

とにつきましてはどのようにお考えなのか、お尋ねしたいと思います。 

委員長 上下水道部次長。 

上下水道部次長 リスクを考えると自己水源を持つことというのは大事なことだとは思いま

すが、持つことによってリスクも実は持ってしまうんですね。当然のことながら、それ

を探すお金もかかる、それからつくるお金もかかる、維持管理もかかる、そして今だと

電気代もかかるということで、いろんな費用が当然かかる。かかった上で大腸菌とか出

ちゃうと閉鎖になってしまうということを考えると、いましばらくは県水100％、この

体制でいくのかなというふうに思います。 

   以上です。 

委員長 ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 自己水源の確保ということで調査をしてきた経過もございます。遠望峰

山から出る水ということで地下水、この調査をした経過がございますけれども、今言わ

れますように自己水源を持つことによっていろんなリスクもあるよというようなことは

重々分かっているわけでございますが、しかしながら、災害に備えて幸田町は井戸水の

確保ということもやっているわけですけれど、やはりリスクはあるにしましても、一つ

にはやっぱり自己水源も確保する方向でこれから取り組んでいくべきではなかろうかな

と思うんですが、その辺は調査をする、検討していくという考えがあるかないかをお聞

かせください。 

委員長 上下水道部次長。 

上下水道部次長 先ほど大草の自己水源400リットルという数字でした。幸田町は必要水量

としては１日１万5,000ｍ３要るわけです。それだけの分の水源があるかというとまず

ないんですね。一番大事なのはやっぱり河川の水利権ですが、その点が幸田は持ってお

りませんので、井戸水関係ですね、伏流水しかないのかなとなるとなかなか手当たり次

第に調査するわけにはいかないので、現在のところでは自己水源調査の予定はございま

せん。 

委員長 ほかにございませんか。 

   ４番、鈴木君。 

４番鈴木久夫君 質問するつもりはなかったんですけど、今の自己水源の関係は確かクリプ

トスポリジウムというのが発生して、水源を廃止せざるを得なかったという経過があっ

たと思います。今県水100％ということは、これがいわゆる今の料金体系を維持し、低

廉な価格でやっているという内容であります。自己水源等がそういったことをつくって

いくと、料金体系が変わり、料金の値上げにつながっていくということもありますので、

それは余りどうかなと私は思います 

   ただ、県水100％の中で県水が値上げすると料金体系見直さないかんという、今答弁

がありました。私は万が一そういうことが発生したら、今の料金体系の要するに使えば

使うほど高い単価になっておりますよね。そこら辺も併せて見直していただきたいなと

いう希望がありますので、質問するつもりなかったんですけど、そこだけお願いして終
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わります。 

委員長 上下水道部次長。 

上下水道部次長 鈴木委員が言われますように県水100％であるからこそ今の料金体系がキ

ープできてるんですね。やっぱり自己水源を持ってるところは特に今年度、電気料金の

高騰の波を受けまして大分苦しんでおられます。そういう点では県水100％というのは

ありがたい話だなというふうに感じております。 

   それから、料金の見直しがあったらというお話ですが、ないつもりでおりますので何

とも言えませんけども、様々な方面の料金体系を研究して、次の料金を決めていくこと

には当然なると思います。 

   以上です。 

委員長 ほかにございませんか。 

（質疑なし） 

委員長 ないようですので、第24号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第25号議案 令和５年度幸田町下水道事業会計予算の質疑を許します。ござい

ませんか。 

（質疑なし） 

委員長 ありませんので、第25号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって質疑を終結いたします。 

   これより、上程議案８件についての討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 

   ８番、丸山君。 

８番丸山千代子君 予算特別委員会におきまして、反対の立場から討論をさせていただきま

す。より詳しくは本会議の中で述べさせていただきますので、この場では主なものを指

摘をし、討論とさせていただきます。 

   まず第18号議案 令和５年度幸田町一般会計予算についてであります。 

   令和５年度幸田町一般会計予算は200億7,000万円と過去最大の予算規模であります。

体力があるうちに戦略的に、重点的に投資をしていく、一歩を進めるという財政運営に

懸念を抱くものであります。この町政運営につきましては住民の御要望等も大いに盛り

込んでいただき、評価をするところではございます。しかしながら、財政調整基金13億

9,868万7,000円、教育施設整備基金２億円、ふるさと納税30億円の半分であります15億

円、そして起債６億9,660万円、合わせますと37億9,528万7,000円を戦略的に使ってい

こうというものでありまして、これをつぎ込むという積極的な事業の中でやらなければ

ならない事業、そして次年度以降送ってもよい事業、見直しが必要な事業をきちんと精

査をして事業を進めるべきと指摘するものであります。 

   行政のデジタル化は利便性というもので強引に進めているマイナンバーカードは、行

政が持つあらゆるデータを集積することによってビッグデータとなり、蓄積されたデー

タはひもづけされ匿名加工情報として外部提供でき、利活用されるもので、もうけの種

となるものであります。プライバシーの侵害がより一層拡大されると指摘でき、反対で

あります。 



－１００－ 

   デジタル田園都市国家構想交付金の活用についても、国と自治体の情報をシステムの

共同化集約も進められており、このようなやり方は地方自治の侵害ではないでしょうか。 

   インボイス制度導入は自治体にとっても打撃を与えるものであり、国に対してインボ

イス中止の声を上げるようにしてください。 

   職員の派遣研修の件につきましては、12人もの職員を派遣する必要性があるのか疑問

であります。派遣後の職員の補充は担保されず、しわ寄せも出てきており、中途退職、

休職、残業時間の増加など改善されておりません。職員の増員の必要性を訴えるもので

あります。 

   長嶺北部地区福祉ゾーン開発事業につきまして、場所の検討もせずの見切り発車であ

ります。合意のもとに実施すべきであると指摘できるものであります。 

   コロナ禍におきまして物価高騰で住民の暮らしは本当に大変であります。そんな中、

高齢者の見守り、配食事業の単価の引上げは高齢者への負担増にほかなりません。引上

げは中止すべきであります。物価高騰に対して最も有効なのは消費税の減税です。消費

税率を５％に引き下げるべきと主張して反対討論といたします。 

   第20号議案 令和５年度幸田町国民健康保険特別会計予算についてであります。 

   2018年４月から国保の財政運営が都道府県単位となりました。県下統一の標準保険料

率は加入者に負担増となるものであります。加入者の多くは年金生活者、自営業、フリ

ーランスと低所得の方であり、事業主負担もないため高い国保税となっております。さ

らに予算案には、国の限度額の引き上げに伴って102万円から104万円に引き上げるとい

うような報告もされており、反対するものであります。 

   第21号議案 令和５年度幸田町後期高齢者医療特別会計予算についてであります。 

   75歳という年齢を区切りに、別の医療保険制度に追い込み、差別する医療制度であり

ます。岸田首相が異次元の少子化対策や子育て予算倍増で負担を後期高齢者医療に拠出

をさせる方向であります。後期高齢者の医療費窓口負担は２割に引き上げられ、受診抑

制を招くなど、高齢者に医療費の負担増を押しつけるものであり、反対であります。 

   第22号議案 令和５年度幸田町介護保険特別会計予算についてであります。 

   保険あって介護なしの状況がつくられようとしております。介護保険法の改悪によっ

て、介護保険の利用料２割負担の対象を拡大する所得基準の引下げや、要介護１、２の

在宅サービスの保険給付外しであります。安心して介護が受けられる制度にすべきと主

張して反対討論といたします。 

委員長 次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（賛成討論なし） 

委員長 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   次に、原案反対の方の発言を許します。反対討論ありませんか。 

（反対討論なし） 

委員長 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   これをもって討論を終結いたします。 

   これより、採決いたします。 



－１０１－ 

   採決の方法は起立により行います。 

   まず、第18号議案 令和５年度幸田町一般会計予算を原案どおり決するに賛成の諸君

の起立を求めます。 

（起立多数） 

委員長 着席願います。 

   賛成多数であります。失礼しました、起立多数であります。 

   よって、第18号議案は可決すべきものと決しました。 

   次に、第19号 議案令和５年度幸田町土地取得特別会計予算を原案どおり決するに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

委員長 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第19号議案は可決すべきものと決しました。 

   次に、第20号議案 令和５年度幸田町国民健康保険特別会計予算を原案どおり決する

に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

委員長 着席願います。 

   賛成多数であります、失礼しました、起立多数であります。 

   よって、第20号議案は可決すべきものと決しました。 

   次に、第21号議案 令和５年度幸田町後期高齢者医療特別会計予算を原案どおりに決

するに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

委員長 着席願います。 

   賛成多数であります、失礼、起立多数であります。 

   よって、第21号議案は可決すべきものと決しました。 

   次に、第22号議案 令和５年度幸田町介護保険特別会計予算を原案どおり決するに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

委員長 着席願います。 

   起立多数であります。 

   よって、第22号議案は可決すべきものと決しました。 

   次に、第23号議案 令和５年度幸田町農業集落排水事業特別会計予算を原案どおり決

するに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

委員長 着席願います。 

   起立多数であります。 

   よって、第23号議案は可決すべきものと決しました。 

   次に、第24号議案 令和５年度幸田町水道事業会計予算を原案どおり決するに賛成の

諸君の起立を求めます。 



－１０２－ 

（起立多数） 

委員長 着席願います。 

   起立多数であります。 

   よって、第24号議案は可決すべきものと決しました。 

   次に、第25号議案 令和５年度幸田町下水道事業会計予算を原案どおり決するに賛成

の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

委員長 着席願います。 

   起立多数であります。 

   よって、第25号議案は可決すべきものと決しました。 

   以上をもって本委員会に付託された案件の審議は全て終了いたしました。 

   審査結果報告書の作成については、私に御一任願いたいと思います。ただいまの結果

は３月27日の本会議で報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

   これにて、予算特別委員会を閉会いたします。 

   長時間の御審議、御苦労さまでした。 

   これにて散会といたします。 

                              散会 午後 ６時４３分 



－１０３－ 

 この記録は事実と相違ないことを認めここに署名する。 

            令和 ５年３月１４日 

 

                予算特別委員会 

                   委員長   


